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文 教 常 任 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成２０年３月１１日（火）午前１０時　　　　開会

　　　　　　　　　　　　　午後　４時５０分　散会

１．場所

第二委員会室

１．出席委員

委 員 長 柴田繁勝  副委員長 嶋野浩一朗  委　　員 森西　正

委　　員 川口純子  委　　員 川端福江  委　　員 森内一蔵

１．欠席委員

なし

１．説明のため出席した者

市　長　森山一正 教育長　和島　剛

教育総務部長　羽原　修 同部理事　平岡利彦

同部次長兼総務課長　馬場　博　　　同部参事兼学校教育課長　大路　守

総務課参事　岩見賢一郎 学務課長　北野人士 学校教育課参事　前馬晋策

同課指導主事　若狭孝太郎 同課指導主事　筒井　豊 人権教育室長　平松直樹

教育研究所長　山本　泉 同所指導主事　奥野宏一

生涯学習部長　奥田秋広 同部次長兼生涯学習スポーツ課長　中岡曰生

同課参事　田川昭義 同課参事　小林寿弘　 青少年課長　池上　彰

市民図書館長　高田繁夫 同館参事　石田一男

１．出席した議会事務局職員

事務局長　岸本文夫 同局書記　杉本　徹

１．審査案件（審査順）

議案第　１号　平成２０年度摂津市一般会計予算所管分

議案第１０号　平成１９年度摂津市一般会計補正予算所管分

議案第２３号　摂津市立スポーツセンター条例制定の件
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（午前１０時　開会）

○柴田委員長　ただいまから文教常任委

員会を開会します。

　理事者からあいさつを受けます。森山

市長。

○森山市長　おはようございます。

　皆様方には、何かとお忙しい中、文教

常任委員会をお持ちいただきまして、大

変ありがとうございます。

　本日は、平成２０年度一般会計予算所

管分ほか２件ご審査をいただくことにな

りますが、何とぞ慎重審査の上、ご可決

賜りますよう、よろしくお願い申し上げ

ます。

　私は一たん退席いたしますが、どうぞ

よろしくお願いします。

○柴田委員長　あいさつが終わりました。

本日の委員会記録署名委員は、川口委員

を指名します。

　審査の順序につきましては、先に議案

第１号所管分及び議案第１０号所管分に

ついて一括で審査し、次に、議案第２３

号の審査を行いたいと思いますが、異議

ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○柴田委員長　異議なしと認め、そのよ

うに決定します。

　暫時休憩します。

（午前１０時１分　休憩）

（午前１０時２分　再開）

○柴田委員長　再開します。

　議案第１号所管分及び議案第１０号所

管分の審査を行います。

　補足説明を求めます。羽原教育総務部

長。

○羽原教育総務部長　それでは、議案第

１号、平成２０年度摂津市一般会計当初

予算のうち教育委員会にかかわります分

につきまして補足説明をさせていただき

ます。

　まず、予算書１９ページをお開きくだ

さい。

　平成２０年度当初歳出予算のうち、款

９、教育費の総額は３１億５、７３８万

円で、前年度に比べまして９．１％、３

億１，５９３万９，０００円の減額となっ

ております。

　それでは、以下予算書の事項別明細書

の目を追って、その主なものについてご

説明申し上げます。

　まず、歳入でございますが、教育費を

一括してご説明申し上げます。

　３５ページの款１３、使用料及び手数

料、項１、使用料、目６、教育使用料の

主なものといたしまいては、幼稚園の入

園金及び保育料、各種スポーツ施設の使

用料、学校開放に伴う学校施設等使用料、

学童保育室保育料や公民館の使用料等で

ございます。

　次に、４３ページ、款１４、国庫支出

金、項２、国庫補助金、目３、教育費国

庫補助金の主なものといたしましては、

小・中学校の理科教育等設備整備費補助

金、支援教育就学奨励費補助金、幼稚園

教育の振興を図るための就園奨励費補助

金、学習環境向上のため、小・中学校の

図書室や音楽室にエアコンを設置するた

めの義務教育施設整備費補助金などでご

ざいます。

　なお、支援教育就学奨励費補助金は、

前年度まで養護教育就学奨励費補助金と

の名称でありましたが、学校教育法の一

部改正を受け、名称を改めたものです。

　次に、５２ページの款１５、府支出金、

項２、府補助金、目８、教育費府補助金

の主なものといたしましては、学童保育

室運営に対する放課後児童健全育成事業

費補助金、小学校の校門に配置している

受付員経費に対する学校安全緊急対策事

業費補助金、５３ページに移りまして、
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三宅柳田小学校の学童保育室教室新築工

事に対する子育て支援のための拠点施設

整備事業補助金、児童の放課後の安全を

確保をするため、各小学校で開催いたし

ます放課後子ども教室推進事業に対する

補助金などでございます。

　続きまして、５５ページの項３、委託

金、目４、教育費委託金は、府の委託事

業に係る委託金で、小学校における英語

活動の推進のための指導員に係る英語活

動等国際理解活動推進事業委託金でござ

います。

　次に、６０ページ、款１９、諸収入、

項３、貸付金元利収入、目１、奨学資金

貸付金元金収入は、経済的理由により高

等学校等への就学が困難な生徒に対し貸

し付けいたしました奨学資金の償還金で

ございます。

　６１ページからの項４、雑入、目２、

雑入のうち、教育委員会にかかわる主な

ものといたしましては、６４ページに記

載しております学校等における事故に備

える日本スポーツ振興センター掛け金、

小学校の給食物資購入に係る学校給食費

負担金、摂津音楽祭審査料、水泳教室参

加費などでございます。

　それでは、引き続きまして、教育総務

部にかかわります歳出についてご説明を

申し上げます。

　まず、１８８ページの款９、教育費、

項１、教育総務費、目１、教育委員会費

は、教育委員にかかわる経費でございま

す。

　同ページ、目２、事務局費は、教育委

員会事務局の運営全般にかかわる経費で、

その主なものといたしまして、１８９ペー

ジ、賃金は障害児介助員賃金のほか、校

務補助嘱託員賃金などでございます。

　１９０ページに移りまして、報償費は、

新入学児童に対するランドセルの購入費

などでございます。

　同ページ、需要費は、公用車両の経費、

コピー機、パソコン等のＯＡ機器の管理

経費、小学校新１年生に貸与する防犯ブ

ザーの購入費や受付員の制服など、安全

対策事業に係る経費等でございます。

　１９１ページに移りまして、委託料は、

児童の通学時における交通安全を確保す

る交通専従員業務委託料、安全対策事業

として小学校及び幼稚園での来訪者受付

員等の委託料などでございます。

　同ページ、使用料及び賃借料は、茨木

支援学校へ通学する障害を持つ児童・生

徒に対する自宅からバス停までのタクシー

送迎経費等でございます。

　１９２ページに移りまして、貸付金は

経済的理由により高等学校等への進学が

困難な生徒への奨学資金でございます。

　同ページ、目３、教育研究所費は、教

育研究所の運営にかかわる経費で、主な

ものといたしましては、不登校や家庭問

題など、さまざまな問題事象への教育相

談等に要する経費で、スクールカウンセ

ラーにかかわる教育指導嘱託員報酬、職

員研修などに要する報償費及び１９３ペー

ジにございます教育研究会の補助金など

でございます。

　同じく１３９ページの目４、教育指導

費は、教育指導並びに職員の資質向上を

図るための研修経費等で、主なものとい

たしましては、子ども達が主体的に本に

親しめるよう全小中学校に配置いたしま

す読書サポーターにかかります賃金、小

学校新１年生がスムーズに学校生活にな

じめるよう配置いたします学級補助員に

係る賃金、家庭教育相談員を配置するこ

とにより、各学校にサポートチームをつ

くり、家庭に対する具体的な支援を行う

学校・家庭連携支援モデル事業に係る賃

金、児童・生徒の家庭学習の定着と学力
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向上を図るための学習サポーターに要す

る報償費、国際理解教育のための小・中

学校の英語指導助手派遣に係る委託料、

１９４ページに移りまして、各種研究会

等への補助金などでございます。

　同ページ、目５、教育推進費は、中国

帰国子女の日本語指導のための教師派遣

に係る経費が主なものでございます。

　また、目６、人権教育指導費は、人権

教育研究会補助金が、その主なものでご

ざいます。

　次に、１９５ページからの項２、小学

校費、目１、学校管理費は、小学校１０

校の学校運営のための消耗品費、光熱水

費、備品購入費等の経費、施設の維持管

理のための委託点検経費、及び施設や設

備の補修のための経費でございます。

　平成２０年度は全小学校に配備するＡ

ＥＤ自動体外式除細動器の経費、及び教

育環境整備の一環としてエアコンを図書

室、音楽室に設置する経費を計上してお

ります。このため、前年度に比べまして

増額となっております。

　続いて１９８ページ、目２、教育振興

費は、理科・算数教育用器具購入のため

の備品購入費、経済的理由により就学困

難な児童に対する扶助費などでございま

す。

　同ページ、目３、保健衛生費は、学校

保健法に基づき委嘱いたしております学

校医等に対する報酬及び児童、教職員に

対する各種健康診断診断委託等の経費で

ございます。

　続きまして２００ページ、目４、学校

給食費は、小学校給食に要する経費で、

主なものといたしましては、非常勤の給

食調理員に係る賃金、給食食材の経費、

給食施設維持補修費、給食調理業務の民

間委託に要する経費、衛生管理に要する

経費などの学校給食運営費、及び経済的

理由により就学困難な児童に対する給食

費に対する扶助費等でございます。

　前年度に比べまして、鳥飼西小学校給

食調理室改修工事、及び統合によります

味舌東小学校給食調理場の整備工事が平

成１９年度で完了したため減額となって

おります。

　続いて２０１ページ、目５、支援学級

費は、小学校の支援学級の運営経費でご

ざいます。

　なお、この目５につきましては、前年

度まで養護学級費との名称でありました

が、国庫補助金でも申し上げましたよう

に、学校教育法の一部改正を受け、目の

名称を支援学級費と改めたものでござい

ます。

　続きまして２０２ページからの項３、

中学校費、目１、学校管理費は、中学校

５校の管理運営のための消耗品費、光熱

水費、備品購入費等の経費、施設の維持

管理のための委託点検経費、及び施設や

設備の補修のための経費でございます。

平成２０年度は、全中学校の教育環境整

備の一環として、エアコンを図書室、音

楽室に設置する経費を計上いたしており

ます。このため、前年度に比べまして増

額となっております。

　続いて２０４ページ、目２教育振興費

は、小学校と同様に教育に必要な備品の

購入に要する経費や、経済的理由により

就学困難な生徒に対する扶助費などでご

ざいます。

　続いて２０５ページ、目３、保健衛生

費は、小学校等同様に学校医等に対する

報酬及び生徒、教職員に対する各種健康

診断などの経費でございます。

　続きまして２０６ページ、目４、支援

学級費は、中学校の支援学級の運営経費

等でございます。

　なお、この目４につきましても、小学
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校費と同様に目の名称を改めたものでご

ざいます。

　同ページ、目５、建設事業費は、第４

中学校の耐震補強工事実施のため、校舎

及び体育館の耐震診断を実施する経費で

ございます。

　次に、２０７ページからの項４、幼稚

園費、目１、幼稚園管理費は、幼稚園３

園の運営のための消耗品費、光熱水費、

備品購入費等の経費及び幼稚園施設整備

の修繕や保守点検等に要する経費でござ

います。前年度に比べまして修繕に要す

る経費の拡充を図ったため増額となって

おります。

　続いて２０８ページ、目２、教育振興

費は、幼稚園教育の推進を図るための私

立幼稚園就園奨励費補助金、また、私立

幼稚園園児の保護者に対する保育料の負

担軽減のための私立幼稚園園児保護者補

助金などでございます。

　最後に２０９ページ、目３、保健衛生

費は、小学校、中学校と同様に園医等に

対する報酬及び各種健康診断等の経費で

ございます。

　以上、教育委員会にかかわります歳入

と教育総務部にかかわります歳出予算の

補足説明とさせていただきます。

○柴田委員長　奥田生涯学習部長。

○奥田生涯学習部長　次に、議案第１号、

平成２０年度摂津市一般会計当初予算の

歳出のうち、生涯学習部にかかわる部分

につきまして、事項別明細書の目を追っ

て主なものについて補足説明を申し上げ

ます。

　初めに、２１０ページ、款９、教育費、

項５、社会教育費、目１、社会教育総務

費の主なものは、一般事務執行経費のほ

か、社会教育委員の設置事業や各種負担

金などでございます。

　２１１ページ、目２、文化振興費の主

なものは、市民の手づくり文化の創造を

目指して平成２０年度に開催いたします

市美術展、子ども展覧会、芸能文化祭、

吹奏楽祭、音楽祭などの各種文化振興事

業に係る経費や、一昨年から生涯学習団

体に参加を呼びかけ、その交流ふれあい

を目指す生涯学習フェスティバル開催に

係る経費、文化関係団体の活動補助金な

どでございます。

　前年度と比べ増額となっております主

な理由といたしましては、このたび文化

振興計画策定懇話会の意見書に基づき策

定いたします文化振興計画の印刷や、シ

ンポジウムの開催経費、（仮称）文化振

興市民会議の設置運営に伴う経費、また、

生涯学習のリーダーやコーディネータを

養成するせっつ生涯学習大学を新たに開

校することによる講師謝礼、運営経費な

どでございます。

　２１２ページ、目３、青少年対策費の

主なものは、地域に密着した活動を推進

するための青少年指導員事業並びに青少

年リーダー養成を目的としたチャレンジャー

クラブをはじめ、青少年を対象とした各

種事業の開催経費のほか、１０小学校区

に設置いたしております学童保育室の管

理運営経費、地域の皆さんにご協力いた

だきながら取り組んでおります子ども１

１０番の家事業、子どもの安全見守り隊

事業や放課後子ども教室、わくわく広場

の開催など健全育成や安全への取り組み

に要する経費などでございます。

　前年と比べ増額となっております主な

理由といたしましては、７０人を超える

大規模ホームの解消に向けて、三宅柳田

小学校学童保育室の新築工事、青少年の

野外活動を支援し、心身ともに健全な育

成を図ることを目的とした野外活動支援

事業に関する経費などでございます。

　２１４ページ、目４、公民教育費の主
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なものは、家庭教育学級や女性学級の設

置事業、生涯学習まちづくり推進市民会

議の運営事業などに係る経費でございま

す。

　２１５ページ、目５、公民館費の主な

ものは、公民館長、公民館運営審議会委

員の報酬や市立公民館６館に配置されて

おります社会教育指導嘱託員報酬、各公

民館の維持補修に係る経費並びに管理運

営や各種講座開催に係る経費などでござ

います。

　前年度と比べ増額となっております主

な理由といたしましては、新鳥飼公民館

の外壁補修、公民館配置車両の更新、安

威川公民館を除く５公民館の音響設備の

更新などによるものでございます。

　２１７ページ、目６、文化財保護費の

主なものは、文化財保護審議会の開催、

埋蔵文化財の試掘、発掘調査に必要な消

耗品などに要する経費でございます。

　前年度より増額となっておりますのは、

埋蔵文化財調査関係の臨時職員の雇用に

よるものでございます。

　２１８ページ、項６図書館費、目１図

書館総務費の主なものは、社会教育指導

嘱託員の人件費、摂津市施設管理公社へ

の委託料及び図書館協議会開催等に係る

経費などでございます。

　前年度と比べ減額となっておりますの

は、一般職員の人件費の減によるもので

ございます。

　２１９ページ、目２、図書館管理費の

主なものは、図書館司書の賃金、施設の

維持管理、コンピュータシステムの借り

上げ、図書資料の購入に係る経費などで

ございます。

　前年度に比べ増額となっておりますの

は、市民図書館南面外壁の修繕料、総合

維持管理業務委託料などが主なものでご

ざいます。

　２２１ページ、項７、保健体育費、目

１保健体育総務費の主なものは、体育指

導委員の報酬、一般事務執行経費のほか

各種負担金に係る経費でございます。

　体育施設賠償保険料や体育指導委員の

委嘱替えに伴う関係消耗品の増額がござ

いますが、人件費の減少による減額となっ

ております。

　２２２ページ、目２、体育振興費の主

なものは、市長杯総合スポーツ大会やマ

ラソン大会、トレーニング教室への指導

者の派遣委託料、また、１８回目を迎え

ます地区市民体育祭や体育関係団体への

補助金などでございます。

　前年度より増額となっておりますのは、

市民体力測定を２回実施することに伴う

ものでございます。

　２２３ページ、目３、体育施設費の主

なものは、各体育施設の維持補修に係る

経費や管理運営経費でございます。

　前年度に比べ増額となっております主

な理由といたしましては、小学校の統合

に伴い、味舌小学校、三宅小学校の跡地

の体育館、運動広場をスポーツセンター

として運営する経費やその施設改修費、

管理費用、備品購入費用、また、青少年

運動広場のグランド面改修、鳥飼体育館

の外壁塗装、味生体育館の公共下水道接

続に伴う工事費などでございます。

　以上、生涯学習部にかかわります歳出

内容の補足説明とさせていただきます。

○柴田委員長　羽原教育総務部長、補正

予算の説明をお願いします。

○羽原教育総務部長　それでは、議案第

１０号、平成１９年度摂津市一般会計補

正予算のうち、教育委員会にかかわりま

す部分について一括してご説明を申し上

げます。

　まず、予算書第１表、歳入歳出予算補

正のうち、５ページの歳出でございます
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が、款９、教育費の補正前の額３４億５，

００５万３，０００円に１１９万９，０

００円を増額し、補正後の予算額を３４

億５，１２５万２，０００円といたすも

のでございます。

　次に、８ページ第３表、繰越明許費、

款９、教育費、項２、小学校費は、味舌

東小学校屋内運動場の耐震補強工事に伴

うもので、国の交付金の内定に伴いまし

て２０年度事業を前倒しして１９年度予

算に計上し、その全額を２０年度に繰り

越しさせていただくものでございます。

　それでは、１２ページからの歳入歳出

補正予算事項別明細書の目を追って主な

ものについて補足説明をさせていただき

ます。

　まず、歳入でございますが、１６ペー

ジ、款１４、国庫支出金、項２、国庫補

助金、目３、教育費国庫補助金のうち、

幼稚園就園奨励費補助金は国の補助単価

及び補助対象が当初見込みを下回ったた

め減額するものでございます。

　また、義務教育施設整備費補助金は、

味舌東小学校屋内運動場の耐震補強工事

に係る国の安全安心な学校づくり交付金

でございまして、先ほどご説明いたしま

したとおり、国の補正予算により平成２

０年度事業を前倒しすることによる予算

計上でございます。

　次に、１８ページ、款１５、府支出金、

項２、府補助金、目８、教育費府補助金

については、放課後児童健全育成事業費

補助金でございまして、入室児童２０人

以上が補助対象となるため、当初１１室

分を計上しておりましたが、全１２室が

補助の対象となることが見込まれること

により増額するものでございます。

　続きまして、人件費を除く歳出につい

てご説明申し上げます。

　まず、６３ページの款９、教育費、項

１、教育総務費、目３、教育研究所費の

減額は、入札の差金によるものでござい

ます。

　目４教育指導費の減額は、事業の精査、

入札による差金、対象生徒の減少などに

よるものでございます。

　目５教育推進費の減額は、土曜つなが

り推進指導員講師料の不用額でございま

す。

　次に、６４ページの項２、小学校費の

うち、目１、学校管理費の減額は入札の

差金によるものでございます。

　目６、建設事業費では、まず増額分と

して味舌東小学校の屋内運動場の耐震補

強工事に伴う委託料と工事請負費を計上

いたしました。先ほど繰越明許費及び歳

入のところでご説明いたしましたとおり、

平成２０年度事業を前倒しし、１９年度

予算に計上させていただくものでござい

ます。

　また、減額分としては、味舌東小学校

校舎の耐震工事に係る委託料の入札差金

を計上しております。

　次に、６５ページの項３、中学校費の

うち、目１、学校管理費の減額は事業の

精査及び入札差金に伴う不用額です。

　目２、教育振興費の減額は、卒業記念

品の購入単価の減額などによるものでご

ざいます。

　次に、６６ページ、項４、幼稚園費の

うち、目２、教育振興費の減額につきま

しては、国の補助単価及び補助対象が当

初見込みを下回ったためでございます。

　次に、６７ページの項５、社会教育費

のうち、目１、社会教育総務費の減額に

つきましては、社会教育委員会議の開催

回数の減少による委員報酬の不用額など

でございます。

　目２、文化振興費の減額は、生涯学習

フェスティバル等の事業を精査したこと
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による不用額などでございます。

　目３、青少年対策費の減額は、学童保

育室指導員配置計画の変更によるものの

ほか、子どもフェスティバル開催事業の

委託業務等を精査したことや、学童保育

室施設整備事業の鳥飼西学童保育室新築

工事に入札差金などによるものでござい

ます。

　６８ページの目４、公民教育費の減額

は、生涯学習まちづくり推進市民会議の

開催回数の減少による報償費の不用額、

また、家庭教育学級数の減少による委託

金の不用額などでございます。

　６９ページ、項６、図書館費、目１、

図書館総務費の減額は、市民図書館協議

会開催回数の減少に伴う委員報酬の不用

によるものでございます。

　最後に７０ページ、項７、保健体育費、

目１、保健体育総務費の減額は、体育指

導委員の委嘱人数の減少による不用額な

どでございます。

　以上、教育委員会全体にかかわります

補正予算の補足説明とさせていただきま

す。

○柴田委員長　説明が終わり、質疑に入

ります。

　川端委員。

○川端委員　それでは、何点か質問をさ

せていただきたいと思います。一般会計

の予算書の１９８ページでございますが、

図書購入費ですね、款、教育費、項、小

学校費ですね、１８備品購入費のところ

で図書購入費が５５０万円計上されてい

ます。これは小学校の部で、中学校も図

書購入費２５０万円も計上されているん

ですけども、これも以前にもお聞きした

ことがありますけれども、摂津市の小学

校と中学校の１校当たりの蔵書数を教え

ていただきたいと思います。

　予算概要の方から今回質問させていた

だいております。１０８ページでござい

ます。安全対策事業ってありますけれど

も、その中で、防犯ブザー貸与というの

があります。昨年のこの予算委員会でも

防犯ブザーの実態を把握して、実際に活

用するための質問をさせていただいてお

りますけれども、子どもの安全の施策と

して小学１年生から中学３年生まで全学

年の児童・生徒に配っているものであり

ますが、この教育委員会として子どもの

安全都市宣言のときとか、昨年の答弁で

は広報紙で安全特集を組むときには、ま

たいろんな防犯ブザーのことも提示をし

て、折に触れて啓発を進めると言われて

おりましたが、どのように実際にされた

のかお聞かせいただきたいと思います。

　またあと、不審者等の事案で防犯ブザー

を使用した件数も教えていただきたいと

思います。

　それと、予算概要の１１２ページなん

ですけども、小学校の英語活動推進事業

ですね、当初予算額が１０１万円計上さ

れています。英語活動の推進モデル校の

件なんですけども、昨年に質問した折に

も文科省が現在検討している小学校の英

語導入で、今１９年度に市内に１校です

ね、市内に小学校の英語活動の研究開発

を委嘱する学校を設けると、希望を、手

を挙げていただくということで。摂津市

の小学校の英語の実践教育研究を進める

ために募られて一校されていると思うん

ですけども、その結果と平成２０年度の

方向性について、今後の方向性について

お聞かせいただきたいと思います。

　次に、４番目ですね。小学校の施設補

修事業なんですけれども、小学校の一部

が駐車場になっている件です。教師とか

学校の先生ですね、もうご存じだと思い

ますけれども、学校の先生が車で通勤を

されて、小学校内に駐車をされているわ
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けですけども、もし事故があった場合、

子どもの安全の面からも、これ問題では

ないかと考えますんですけれども、教育

委員会のお考えをお聞かせいただきたい

と思います。

　次に、５番目ですね、これもノーマイ

カーデーの実施の件にかかわることなん

ですけども、市としても一斉に２０日の

日とか駐車場を閉めて厳しく対応すると

いうふうな方向になっております。市の

関連機関も同様に実施をすると聞いてお

りますけれども、学校も例外なく実施を

するのかお聞かせいただきたいと思いま

す。

　次に、６番目、地域総合型スポーツク

ラブについてであります。文部科学省で

は生涯学習のスポーツの実現に向けて、

平成２２年度までに各市町村に少なくも

一つは設置をするということになってお

ります。摂津市では、平成１７年の５月

に設立準備委員会を立ち上げて、また、

委員相互の研修、また、市の現状もその

研究をしているという答弁が昨年ありま

したけども、平成１８年も大阪府の研修

とか近隣市のスポーツクラブへの視察研

修も実施をされていますけれども、平成

１９年度どのような動きをされたのか、

また、あと平成２２年まで３年でありま

すけど、５年間ということで、またその

方向性を聞かせいただきたいと思います。

　次に、７番目、１２８ページのこども

会育成事業ですね。これ、こども会の活

動の育成推進なんですけれども、平成２

０年度はこども会が行うデイキャンプの

促進とか、支援するための専門の講師を

コーディネートして派遣すると、平成２

０年度の事業としてはありますけれども、

現在こども会が減少していっているんで

すね。その恩恵に浴するこども会は、ほ

んと少ないんではないかと思うんです。

　昨年の予算委員会での答弁でも少子化

ということもありますが、昭和５９年に

は１３０のこども会組織がありました。

平成１８年は７０団体というふうに答弁

をされておりますけども、今後この市こ

連とも協議をしながらこども会の充実に

取り組んでいきたいと言われていますけ

れども、現実問題として会員数の減少と

か、子どもの少子化ですよね、また、役

員の順番がすぐに回ってくるというか、

子どもが少ないということで。また、働

いているお母さんもかなり多くなってお

ります、「幼稚園までは家に居ますけど

も、小学校になったら働きに行く」とい

うね。そういうふうなお母さんもおられ

ますし、役員のなり手がないというのは

大きいのではないかと思いますけれども、

どうすれば解散というか、なくなる歯止

めと言いますか、また、なくなったとこ

ろが復活というための方策をどのように

考えておられるのかという、ほんと難し

い話だと思いますけども、お聞きをいた

したいと思います。

　次に、８番目、温水プールの管理事業、

１３７ページなんですけれども、現在こ

の温水プールは、ご高齢の方とか、また、

介護予防のためにも多く利用されておら

れます。そういった利用されている市民

の皆さんからの声なんですけれども、洋

式トイレがないということで、洋式トイ

レを設置してほしいという要望を受けさ

せていただいているんですけれども、こ

の点についてもご答弁をお願いしたいと

思います。

　９番目に、子ども読書活動推進計画に

ついてちょっとお聞きをさせていただき

たいと思います。

　国におきましては、平成１３年に子ど

もの読書活動の推進に関する法律が公布、

また施行されました。摂津市は、この法

－9－



律に基づいて、平成１７年に子ども読書

活動推進計画を策定して、これも５年間

の取り組みや方向性が示されました。

　その中に、「子ども達が積極的に読書

活動を行う意欲を高めるように、子ども

読書の日などの機会をとらえて講演会を

開催する」と。これ図書館の管轄だと思

いますけども、実際にされたのでしょう

か、ちょっとお聞きをさせていただきた

いと思います。

　最後に、いじめ、不登校問題について

であります。１０番目ですね。

　先日の公明党の代表質問でも質問をさ

せていただきまして、前向きな姿勢とい

うか取り組みを提示をしていただきまし

た。平成２０年度は教育相談事業として

不登校の児童・生徒を対象に適応指導教

室の開設とか、また、家庭派遣、学校派

遣を行うというふうな事業の展開をされ

ると載っておりますんですけども、もう

少し詳しく詳細に教えていただけたらと

思いますので。

　以上でございますが、１回目、よろし

くお願いいたします。

○柴田委員長　それでは、１０点にわた

りまして、川端委員の質問に対して、馬

場次長から。

○馬場教育総務部次長　私の方から何点

かお答え申し上げます。

　まず最初の１番目でございます。図書

購入費、小学校５５０万円、中学校２５

０万円の予算を計上しておりますが、そ

れに関連してということで、１校当たり

の蔵書数についてのお問いでございまし

た。

　それで、今現在まだ１９年度の予算執

行しておりますので、手元にございます

のは、確定しております１８年度の数値

になりますので、その数値に基づいてご

報告申し上げます。

　まず、小学校１２校で合計７万８，３

２０冊。したがいまして、１２校で割り

ますと平均いたしまして６，５２７冊と

いう蔵書数になっております。

　それから、中学校でございますが、１

８年度末で４万７，３６７冊でございま

す。１校当たりにしますと９，４７３冊

という数字になります。

　それと、２番目のお問いでございます

が、安全対策の防犯ブザーについての啓

発の状況ということでございますけれど

も、昨年もお答えいたしましたが、これ

につきましては、平成１６年度から配付

いたしておりまして、要綱上は１年間貸

与し、その後については無償譲渡という

形のお取り扱いにさせていただいており

ます。

　したがいまして、現在は毎年小学校の

新１年生に貸与ということで、年度初め

にそれぞれの学級担任から子ども達にそ

の使用の方法とかそういったものを説明

する中で配付をしていただいております。

　また、学校におきまして、学年集会で

あるとか、保護者が集まるときなどに、

そういう安全の啓発の中で、保護者に対

してもこの防犯ブザーの啓発をしていた

だいております。

　それと、１年間の防犯ブザーの使用状

況ということでございますが、今現在、

教育委員会の事務局の方に、この防犯ブ

ザーを鳴らして対応をしたという報告あ

がってきておりませんので、今現在は使

用がなかったと把握いたしております。

　それから、４番目のお問いでございま

す学校における車の駐車の問題でござい

ますが、今現在、基本的には学校の中に

おきまして、教育活動に支障のない場所

において車の乗り入れができるという形

になっております。

　しかし、安全という意味では大事でご
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ざいますので、極力、子どもとの動線が

交わらないような形の場所を学校で指定

して、そういうところへ駐車していただ

いているという状況でございます。

　それに関連しまして、５番目のノーマ

イカーデーの実施についてのことでござ

いますが、これにつきましては、市全庁

挙げて実施するという方向を今のところ

私ども聞いておりますので、学校現場で

実施する場合にどういった支障があるの

か、今現在調査をいたしておりまして、

その調査が出てきておりますので、それ

についてどういったことの対応が必要な

のかということを今現在協議する準備を

いたしているところでございます。

○柴田委員長　大路参事。

○大路教育総務部参事　それでは、質問

番号３番、小学校英語活動推進事業につ

いてご答弁させていただきます。

　平成１９年度、この小学校英語活動に

ついては、一校モデル校ということで実

践に取り組んでまいりました。

　その成果といたしましては、児童の方

は興味、関心を持って積極的にこの学習

に参加し、コミュニケーションをとろう

とする意欲を持っておるということ。

　また、この学校については、ＡＬＴの

時数もふやしましたので、英語での質問

に聞き慣れることにより聞く力がついて

きており、子ども達が楽しんでいるとい

う報告を成果として聞いておるところで

ございます。

　２０年度の取り組みの方向でございま

すが、引き続きこの小学校英語活動推進

事業の研究開発の委嘱校一校をモデルと

いたしまして、国が新しい指導要領で明

確に小学校の外国語活動を位置づけてき

たこと。この内容によりますと、小学校

５年生、６年生に年間３５時間という時

数等の表記も出ておりますので、方向と

いたしましては、この研究校において、

５年生、６年生に年間３５時間をめどと

した活動に取り組んでいただくというこ

とが一点。

　２点目に、教材として文部科学省が英

語のノート試作版というものを配布する

ということをお聞きしておりますので、

それの指導内容の研究ということを２点

目に考えております。

　３点目に、引き続きその研究校で公開

授業研究会等を実施をし、市内各小学校

にこの英語活動の内容についてともに研

究をしていくという形。

　さらに、４点目といたしまして、この

新しい指導要領に伴う大阪府教育委員会

の英語教育、外国語活動の研修、市の教

育委員会の主催の研修の充実に取り組ん

でいきたいと考えております。

○柴田委員長　高田館長。

○高田市民図書館長　質問番号９番の子

ども読書活動推進計画でございますが、

昨年までは４月２４日の子ども読書の日

の前後に取り組みを行ってまいりました。

その取り組みにつきましては、薫英短大

の当時の助教授を講師に招き、親子で絵

本教室と題しまして開催してまいりまし

た。２０年度につきましては、関西朗読

文化研究会の方２名をお招きいたしまし

て、親子で楽しむ絵本教室ということで

開催する予定でございます。

○柴田委員長　小林参事。

○小林生涯学習スポーツ課参事　それで

は、質問番号６番、総合型スポーツクラ

ブについてご答弁させていただきます。

　総合型地域スポーツクラブは、文部科

学省のスポーツ振興基本計画によりまし

て平成１３年度から２２年度までの間に

全国の市町村に少なくとも一つは育成す

ることを目標としております。

　本市におきましては、委員さんご承知
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のように、平成１７年５月に総合型地域

スポーツクラブの設立準備委員会を立ち

上げまして、クラブ設立に向けての学習

会や他市の先進的なクラブを視察研修す

るなど、クラブ運営の現状や課題につい

て協議してきたところでございます。

　総合型スポーツクラブを実際に運営し

ていただきますのは市民の方でありまし

て、その運営は自発的・主体的に行って

いただいてこそ意義があると考えており

ます。

　平成１９年度に入りましても、他市の

クラブの設立に当たっての課題や問題点、

また、大阪府の事務局の方に総合型スポー

ツクラブの具体的な立ち上げ手法等につ

きまして相談し、アドバイスをいただき

ながら取り組んでおるところでございま

す。

　その中で、具体的には活動拠点の確保、

また、そのスポーツクラブを引っ張る熱

意ある人材の複数人数の確保と、その方々

の活動の支援などが重要な要素であると

お聞きしております。

　設立に向けましては課題の多い事業で

はございますけれども、今後も設立準備

会の皆さん方のご意見をいただく、また、

先進市へ視察に行くなど、総合型スポー

ツクラブの視察のほか、総合型スポーツ

クラブに関心がある方、また、関係団体

の方に集まっていただき、既にクラブ運

営をされている方であったり、大阪府の

方からも講師をお招きしての学習会をす

ることなども考えながら課題克服に取り

組んでいきたいと考えております。

　次に、質問番号８番、温水プールに洋

式トイレがないのではということなんで

すけれども、今ご指摘の温水プールのト

イレにつきましては、１階のロビーに男

子の大便器が一つ、女子用が一つ、プー

ルサイドの方にも男子用が一つ、女子用

が二つ便器がございますけれども、いず

れも和式の便器でございます。プールの

開設時からこういった和式の形態をとっ

ておるんですけれども、他の社会体育施

設におきましても、トイレを一部洋式化

しておる施設もございますけれども、多

くは和式トイレでございます。

　近年、生活様式の変化などから、一般

家庭で洋式トイレが普通というようなご

家庭が多い中、また、洋式トイレじゃな

いと用を足せないといった子どもさんも

多いといったこともお聞きしております。

　そのようなことから、洋式トイレの変

更につきましては、ほかの社会体育施設

全体の修繕をする中で、検討していきた

いと考えておりますので、よろしくお願

いいたします。

○柴田委員長　池上課長。

○池上青少年課長　それでは７番、こど

も会育成事業でありますが、こども会の

数が少なくなっていくということについ

て答えさせていただきます。

　先ほど委員さんが言われましたように、

こども会の数が減少してきている要因と

しましては、やはり子どもの人数そのも

のが減ってきていること。またそのこと

によってこども会が解散してしまうこと

ですね。

　また、人数が少なくなってきたので隣

のこども会と一緒になって、二つが一つ

になったとかいうケースもございます。

また、連合組織であります摂津市こども

会育成連絡協議会、いわゆる市こ連に加

入していない、独自に活動されていると

いうこども会もあると聞きます。

　また、習い事やスポーツ少年団などに

加入している子ども達も多く、週末や休

日に活動することが多いですから、こど

も会に入っていてもこども会の活動がで

きないということで、抜けていくという
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ようなこともございます。

　あと、役員のなり手というようなこと

も、ほんとにご指摘いただいたとおりで

ございます。

　このような状況の中、どのようなこと

ができるのかということなんですが、ま

ず我々としましては、やはり同じことに

なるんですが、連合組織であります市こ

連と協議しながら今後の対策に向けてい

ろいろ検討していくと。その中で、市こ

連の役員さんも地域の方に出向いていろ

いろと立ち上げの相談や復活の相談、ま

た、解散が危惧されるこども会への相談

に行かれておりますし、我々としまして

も、そういった団体に対して相談、助言

等をさせていただいております。

　こども会の減少につきましては、摂津

市もそうなんですけど、他市も同じよう

な状況にあります。今後に向けましても、

やはり三島ブロックと連携しながらこど

も会というのはどうあるべきなのか、今

後、こども会活動をどうしていったらい

いのかと、また、行事の内容これでいい

のかということも含めて検討する中で、

こども会の数が減らないようにというか、

こども会に入ってもらえるように取り組

んでいきたいと思います。

　先ほどの三島ブロック、他市の状況、

他市とも連携しながら、とりあえず三島

ブロックと情報交換しながらこども会の

活動の充実に向けて取り組んでいきたい

というふうに考えております。

○柴田委員長　それじゃあ、１０番目の

いじめ、不登校の件。山本所長。

○山本教育研究所長　現在、家庭派遣に

対しまして、学生ボランティアを１０名

派遣しております。２月現在で１５１件

の派遣がございました。そのうち、ひき

こもりの状態から一歩踏み出して、うち

３名が適応指導教室に入室し、現在定着

を図っているところでございます。

　また、学校派遣としまして、学校・家

庭連携支援モデル事業のスタッフとして

摂津小に２名、味生小に２名、各週一回

ですが、朝の迎え、教室への支援などに

成果を得ております。

○柴田委員長　川端委員。

○川端委員　今、いじめ、不登校の家庭

派遣の分でお聞きさせていただきました

が、摂津小学校２名、味生が２名ですか。

その前に１５１件の派遣と言われましか。

ちょっと聞き漏らしたんですけど、また

あとで教えていただきたいと思いますが、

一応３名の方が適応の教室に行かれてる

んですね。パルですよね。

　このいじめ、不登校の問題は、ほんと

に大事なと言いますか、いじめやまた不

登校も摂津市におきまして年々増えてい

る状況でありますし、ほんとに胸痛む思

いでありますけれども、１件でもあって

はならないし、また、不登校の方が当然

学校へ行きません。ひきこもり、そこか

ら社会との断絶と言いますかね、実際精

神的なご病気になられたという方を私一

人知っているんですね。ですから、ほん

とに小学校の中学年ぐらいから学校に行

かれなくなったという方でありますけれ

ども、身近にそういった方をちょっと見

ておりますので、何とかならないかとい

うのが私の思いであります。

　今、お話もしていただいて、ほんとに

いろんな形でいろんな手を差し伸べてい

ただいているのは重々わかっております

けれども、現実に減らないというね、ほ

んとにそういう現状と言いますか、現実

があるわけですね。そういった方を、そ

れこそ一人でも少なくして、いい思い出

をつくるというか、そういう小学校、中

学校とも健全に学校に行けるような状態

をつくり出していくのが、また教育委員
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会の使命では、またある意味では役割で

はないかと思いますけれども。

　これは神奈川県なんかではフリースクー

ルと言いまして、これＮＰＯが運営する

民間施設なんですけども、そこに不登校

の児童・生徒が学校にはいろんな事情が

あって行けないと、そういうふうな子が

通って、それを出席扱いにするというの

が新聞で載っておりましたんですけれど

も、当然そういった形でいろんな配慮は

していただいていると思いますけども、

今現在、適応指導教室ですか、その３名

行かれているというね、人数にしました

ら、あと不登校の方は３名ではないわけ

で、たくさんの方がいらっしゃいますし、

何とかそういう教室に行ける人はいいで

すけども、そういった意味で、家庭派遣

というのを今お聞きさせてもらったんで

すけども、そういった小学校に２名配置

をしていただいて、家庭に訪問していた

だいていると思っております。この家庭

派遣というのはそういうふうにとらえて

いるんですけども、違ったらまた教えて

いただきたいと思いますが、何とかそう

いった方々を一人でもなくす意味で、い

ろんな対策をつくっていただいていると

思いますけれども、何かほかに今、現状

でずっと動いていただいて、そういう良

策といいますかね、いい最高の方法はな

いかと、ずっと営々と続けてきていただ

いて、また努力をしていただいておりま

すけれども、ほかにいい結果が出るよう

なというか、また考えがありましたら、

何とかそれこそ私達議会もまた教育委員

会も、そういった子ども達を一人でもな

くす、ほんとにゼロに近い、ましていじ

めにつきましては、絶対に許さないとい

うね、そういう私達の思い、深い決意が

なければと思います。

　この不登校は、いじめ、不登校って一

緒にさせてもらいましたのは、公明党の

代表質問でも一緒にさせていただいてま

すけど、不登校といじめは決して無関係

じゃないんですね。いろんな学校に行っ

て嫌なこと、また、いじめの小さなよう

な形であっても嫌な思いをしたというの

で不登校というのもありますし、また、

ほかにさまざまな要因がありますけれど

も、教育委員会としては、ここに全力を

傾注するような思いで子ども達を守って

いくというか、健全に育てていくという、

そういった形に、今も力を入れて、これ

ではどうか、これだったらどうかという

形でいろいろと手を差し伸べていただい

ておりますが、さらにさらに、ぜひお願

いしたいという思いで今、質問をさせて

いただきました。もう一度またお考えを

お聞かせいただいたらと思います。

　１番の最初の図書の方でございますが、

今、小学校が平均して６，５２７冊と中

学校が９，４７３冊ですね、そういう蔵

書が学校の図書室にはあるということで

今お聞きさせていただきました。

　これ、学校の全国の図書館の協議会、

図書館協議会ってあるんですね。そこの

まとめによりますと、２００５年ですか

ら３年前ですけど、２００５年の１校当

たりの蔵書冊数は小学校が８，１３２と、

あくまでも平均ですけれどもね、中学校

が９，６５９冊ということで、これでも

９５年からの１０年間で約１９％増加し

ているという発表がありましたんですけ

ど、見ていただいたら大体中学校は。こ

れはでも２００５年ですからね、またい

ろんな形で、特に読書に必要性も言われ

てますので、冊数は増えているかもわか

りませんが。

　ということで、ちょっと今、摂津市の

どれぐらいの蔵書数なのかというのをお

聞きさせていただいたわけですけども、
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ある新聞記事には、なぜ学校図書館の整

備がおくれているのかという記事が出て

おりました。交付税は人が限定されてい

ないので図書の整備費がほかの分野に流

用されていると。以前も私、一般質問で

お聞きさせていただいたことありました

けども、そういった実態があるというの

は掲載されていました。我が摂津市の現

状についてご答弁をお願いしたいなと思

います。

　２番目の防犯ブザーの件でありますが、

今ご答弁をいただきまして、何事もない

のが一番いいわけで、平成１９年ですね、

現在ゼロ件数ということで、昨年は１件

あったんですね、一昨年ですかね、１８

年。昨年予算の質問をさせていただいた

ら１件ありましたということでしたんで

すけど、それはほんとに、ないに越した

ことはありません。

　でも、やっぱり防犯ブザーの今お話も

いただきましたが、実際に持ち歩いてい

ないというね、一応貸与していますと。

新小学生に一つお渡しすると。また、

「一度お渡しした方は責任持って管理し

てくださいよ」という、家庭にあとお願

いをさせていただいているということで

ございますけど、家庭で預かった以上は

なくしてはいけないということで、おう

ちに置かれている場合があるんですね。

これ、持ち歩かないと、いざというとき

には役に立たないわけであります。そう

いった意味では、啓発と言いますかね、

子ども達が活用できるように、活用する

ための防犯ブザーでありますので、その

ためにまたいろんなことを考えていただ

いて、今言いましたように、余り活用し

ないのがいいわけですけども、実際やっ

ぱり活用するために持っているわけです

ので、そういった点もちょっと考慮して

いただいて、時々は啓発活動と言います

かね、既にそんなことも実際やられて、

また考えておられると思いますけれども、

ちょっとお願いをしておきたいなと思い

ます。

　これは全然防犯ブザーではないんです

けど、自分の身を守るという意味では、

ある地域では学校で大きな声を出すとい

うことで、運動場かどこかへ出て、もし

か襲われたり声かけられたり何かしたと

きには、自分の身の危険を感じたときに

は「わぁー」というかね、女の子やった

ら「きゃー」でしょうけど、どんだけ大

きな声出しているのか練習しているみた

いなね、そういった記事もありましたん

ですけども、それぐらいで持っているの

を防犯ブザーを一度全部持って来ていた

だいて、余りびーびーいうとやかましい

でしょうけど、遣い方を実際にやってみ

るというそういったことでも、これは自

分の身を守るためですので、またそういっ

たことも考えていただいたらと思います

ので、これは要望とさせていただきます。

　３点目、小学校の英語活動推進事業の

件でありますけれども、今ご答弁いただ

きまして、ほんとに子ども達もまた興味

を持って楽しんで聞く力がついてきてい

るというね、そういううれしい評価とい

うか、ご答弁もありましたんですけど、

ぜひまたこれは。

　それこそ私個人としまして、子どもが

１人私学に行っておりましたので、小学

校３、４年と言いますと、中学年ぐらい

からは外人の方が実際にヒアリングです

けれども、６年生まで３年間ぐらいやり

ましたんですけども、「お母さん、嫌と

いうのを英語で何と言う」と、「ノー」

というのを「ノー」と言うたら、違うよ

と。「ノン」というんやいうてね、これ

は一つの例でありますけど、実際に外国

の方に実際の英語を聞けば全然違うとい
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うね、そういった我が家のエピソードが

あるんですけども、そういった意味で、

ほんとに早くから子ども達に本物の英語

と言いますか、聞かせてあげるというヒ

アリングをするというのは大事であると

思います。

　また、今さまざまな取り組みを、平成

２０年度も国の位置づけがあって、４点

ほどということで今お聞きさせていただ

きました。小学校５年、６年生で３５時

間というしっかりの時間を取っての英語

のヒアリング等になると思いますけれど

も、またこのまま進めていただけたらと

思いますので、要望とさせていただきま

す。

　４点目、小学校の施設補修、駐車場の

件ですね。今も教育活動の支障のない場

所に設置をしているということで、私も

近くの別府小学校を存じ上げております

けどもね、子ども達の出入りの時ですよ

ね、出入りの時に、ぜひまた危険がない

ように。設置場所としては教室から離れ

てプールの横でありますけれども、校門

入ってすぐ右でありますけれども、出入

りのときに、どこまでも必要以上に注意

をして子ども達に事故がないような、そ

ういう、ぜひまた注意をしていただきた

い。さらにさらに注意をしていただきた

いと思います。

　６番目ですけれども、地域総合型スポー

ツクラブについて、今お話をいただきま

した。運営は市民と、人材の確保と、ほ

んとにこれはまだまだ難しいことはいっ

ぱいおありだと思いますけれども、今ま

で３年間の経緯があるわけですけども、

いろいろご努力をしていただいてると思

いますが、年次目標と言いますかね、あ

と、今年、来年、再来年という１年ごと

に「ここまでのことを推し進めていこう」

という年次目標も立てられないというの

は去年答弁で言われておりますんですけ

れども、そういう難しいものだと思いま

すけれども、ぜひまたいろいろ視察に行

かれたり、検討もされておられますので、

お年寄りから子ども達までがほんとに地

域の健康づくりに非常に期待をされてい

ると聞いているんです。ぜひまた早くに

設置のできる方向で今後とも検討してい

ただきたいということで要望とさせてい

ただきますので、よろしくお願いいたし

ます。

　７番目のこども会の育成事業、こども

会の件でありますけれども、ほんとに今

最近、先ほども言っていただきましたけ

ども、どうしようもないことがあります。

少子化、今言っていただいたとおりであ

りますけれども、それでもなおかつ千里

丘の方ではこども会がきちっとあるとこ

ろがあって、解散したりないところは、

好きなこども会に行っていいというのを

お聞きしたことがありますし、私ところ

の北別府では、子どもの会というのを入

れるんですよ。「こども会」じゃなくて

「子どもの会」ということで自治会が、

要するにこども会のＯＢの、以前はあり

ましたから、その方々が面倒を見ている

というね、そういう事例もありますしで

すけども、いかんともしがたいいろんな

状況があるかもわかりませんけれども、

私も子ども３人おりましてこども会の役

員もさせていただいて、ほんとに今でも

言います。いい思い出が、あそこも行っ

た、ここも行ったとか、またいろんな行

事等もありましたので、そういった意味

では、子ども達にいい思い出をつくって

あげられる。それはもう皆さんも周知の

事実だと思いますけども、いかんせんそ

ういう解散の方向にいっているという現

状でありますけれども、そういったこと

も鑑みて、ぜひまた今ご相談等があった
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り、ご相談に乗らたりいろいろしていた

だいているみたいですけども、こども会

の存続ですよね、またなくなるとか復活、

新こども会の発足など、またいろんな形

で今後とも力を入れていただきたいとい

うことを要望とさせていただきますので、

よろしくお願いいたします。

　次、温水プールの件につきまして、今

洋式トイレを今後検討していくというお

話をいただきまして、ありがとうござい

ました。たくさんの方から聞いておりま

したので、ほんとにうれしい報告を私も

させていただきますけども、お一人の方

のご質問は、みんなの要望だというふう

に私も受けとめておりますので、小さな

こと、大きなことありますけれども、今

回これもまた検討の課題に入れていただ

きまして、ありがとうございます。また

よろしくお願いいたします。

　あと、子ども読書活動推進計画ですけ

ども、今、去年のこれに基づいてやって

いただいたと思いますけども、去年の講

演会は薫英大学の先生で、親子で絵本教

室をしていただいたというのを今お聞き

させていただいて、あと、今年２０年度

としては、また親子で取り組む絵本教室

ですかね、ということでやっていって、

図書館の管轄でしていただきますからこ

ういったタイトル等になるんでしょうけ

ども、この子ども読書活動推進計画は摂

津市としての策定をして、実施をして、

またさらにさらに読書の必要性と言いま

すか、そういったことをしていただいて

ますので、私も、講演会、昨年知りませ

んでして、また申しわけなかったんです

けども、今年度はまた行かせていただく

と思いますけれども、そういった場合も

広く啓発をしていただいて、ＰＲもどん

どんしていただいて、こういった子ども

活動推進計画のもとに、こういったこと

を今するんですということで、もっとやっ

ぱりチラシもやっていただいたんでしょ

うけれども、周知徹底を図っていってい

ただけたらと思います。

　もう一点、子ども活動推進計画書の中

には、摂津市として朝の読書活動に取り

組んでいるとあるんです。先日の代表質

問の答弁でも、朝の１０分間の読書運動

は、小学校が１２校中７校と、中学校が

５校中３校実施というのが現状ですとい

うことで答弁をしていただいておりまし

たんですけども、その答弁の中にも朝の

読書活動は、学校の授業が始まる前に児

童・生徒と教師が全員そろって静かに落

ちついた状態をつくり出すことにより一

日の学校生活のスムーズなスタートに役

立っているということで教育長も答弁を

していただきました。まさにそのとおり

だと思います。ですから、ある意味必要

であると認識されているんではないかと

思うんですね。

　私は言いたいのは、全校、あと小学校

も中学校もさまざまな取り組みをしてい

るという、また月１回やっているところ

もあるし、週１というところも答弁であ

りましたんですけど、やはり教育委員会

としては、これは必要だと、これはいい

ことだし、それこそ先般の学力調査の結

果でも読解力の不足ということで、やっ

ぱり読書の必要性はさまざまな観点から

言われている中でありますけれども、で

すから、教育委員会のスタンスとして、

これは必要だと。あとは各校長先生にま

た独自のいろんな取り組みもしていただ

いて、これは教育委員会として一歩も譲

れないと、これだけはしてもらいたいと

いうね、どこに向かっても摂津の教育委

員会としてはこれはやっているというよ

うなことで、国からの法律もできての取

り組みでもありますし、そういったこと
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で、強い強い意志と決意を持って、私は、

各小学校、中学校で一斉にね、１５校で

したか、今現在はね、やっていただきた

いという思いでおります。ぜひまたこの

点についてご答弁をお願いしたいと思い

ます。

○柴田委員長　馬場次長。

○馬場教育総務部次長　図書費の関係で、

交付税算入されている額との流用の関係

ということでございましたが、委員がおっ

しゃってますように、交付税を算出する

算出過程におきましては、各種学校の経

費がそこに中に見込まれますので、図書

費の必要額として見込まれますが、交付

税そのものは、交付された後につきまし

ては、いわゆる一般財源ということの扱

いでございますので、その交付された額

をどのように使用するについては、それ

ぞれ交付された地方公共団体に任されて

おります。ですから、算定額をそのまま

その費目に使うということではありませ

ん。

　ですから、いわゆる道路特定財源のよ

うに道路に使えという、そういう部分で

はなくて、あくまでもこれは一般財源と

いうことで算定時にはいろんな数値が入

りますが、交付された後は市町村が必要

に応じてそれを財源として行政を行って

いくと、そういう性質のものでございま

す。

　ただ、摂津市におきましては、いわゆ

る不交付団体ということで、算定上交付

されない団体になります。収入が他市に

比べて多いということでございますので、

結果として普通交付税はゼロということ

で、いただいておりません。

　ただ、教育委員会といたしましては、

交付税がゼロといえども、やはり図書に

ついては充実をしていかなければならな

いという考えも持っておりますので、以

前から申し上げておりますように、平成

１４年度までは小・中学校とも児童１人

当たり８００円をめどに予算措置をいた

しておりましたが、その後、行革の中で、

一定補助金等を削減する一方で、図書費

の増額という形の予算もいただいており

まして、２０年度のこの当初予算の時点

では、小学校５５０万円、中学校２５０

万円でございますが、１人当たりにいた

しますと、小学校では１，１４４円、中

学校では１，２２５円ということで、１

４年当時と比べまして約１．４倍か１．

５倍ぐらいの数字になっておりますので、

今後もこの図書費の額を確保していきた

いと、そういうふうに考えております。

○柴田委員長　大路参事。

○大路教育総務部参事　それでは、２回

目のご答弁にお答えをさせていただきた

いと思います。

　まず、いじめ、不登校の問題でござい

ます。

　委員ご指摘のように、この課題につい

ては、極めて密接に結びついております。

小・中学校でいいます生徒指導の重要な

大きな課題ということが今も続いており

ますし、今後もこの二つの課題が私ども

の教育委員会の重要な課題という認識を

持っておるところでございます。

　特に、いじめにつきましては、これは

どの学校でも、どの子どもにも起こり得

るということを十分認識をして、生徒指

導、例えば支援コーディネータ、また児

童支援加配等の教員を可能な限り府の方

からいただきますとともに、各学校の生

徒指導体制の充実を図るということが重

要というふうに考えております。

　また、いじめが発生したときには、い

じめは絶対に許されないという強い決意

で対応し、現在、議会本会議でも答弁さ

せていただきましたが、児童・生徒の立
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場に立ったいじめ対応プログラムという

具体的に対応する内容を各学校に提示を

しておりますので、これの適切な活用を

お願いをしておるところでございます。

　続きまして、不登校児童・生徒の問題

でございますが、半減ということについ

ては年度は今年度で終了しますが、引き

続きやはり数がまだまだゼロではござい

ませんので、私どもの市単独でも目標を

設定をし、進捗状況を点検しながら取り

組みを強めてまいりたいと思います。

　特に不登校につきましても、未然防止

という観点から小中連携、これを強化を

する取り組みが極めて重要であり、その

もとに早期対応をする学校の校内支援体

制があることにより、その解決に向かっ

ている学校も現実にございますので、そ

ういったことを市内で共有しながら、こ

の不登校問題についても引き続き努力を

してまいりたいと思います。

　それぞれの取り組みにつきましては、

摂津市は、先ほど研究所長が答えました

ように、スクールカウンセラーは府内で

は全校の小・中学校の配置している市で

もございますし、今回新たに学校・家庭

連携支援モデル事業を拡充していただい

て、直接子ども達の家庭に支援をする内

容の充実を考えた予算を組ませていただ

いておりますので、どうぞご理解をいた

だき、ご支援いただければと思っており

ます。

　続きまして２点目に、朝の読書運動の

件でございます。

　これも今年度の２０年度予算の中に読

書サポーター配置を推進することにより、

摂津市といたしましては、読書活動が重

要であるという観点から各学校長、各学

校が教育課程を編成する際にぜひ活用を

し、充実をしていただきたいということ

で今後も対応をしてまいりたいと思いま

す。

　特に今回の指導要領の新しい案を見ま

すと、言語活動の充実ということが、こ

の教育内容の改善事項の大きな柱になっ

ておりますので、この学校図書館の活用、

読書活動については、ますます重要になっ

てきますので、朝の読書運動についても

教育委員会といたしましては、ぜひそう

いう内容を各学校のご理解をいただき、

拡充をしていくというスタンスで臨んで

いきたいと考えておりますので、ご理解

をお願いいたします。

○柴田委員長　山本所長。

○山本教育研究所長　不登校児童・生徒

に対する派遣の今後の考えでございます

けれども、先ほどの答弁で、通室できる

ようになった生徒が３名ということでし

たけれども、現在通室している生徒は１

０名でございます。派遣によって３名の

生徒が通室できるようになったというこ

とでございます。

　学生ボランティアの派遣は週１回でご

ざいますけれども、家庭での話し相手、

勉強の相手になり、信頼関係を築くこと

で、元気が出てきたら外出できるように

なる。また、そのような働きかけでパル

に来れるようになった子どもが１０名の

うちの３名ということでございます。学

生ボランティアの訪問を楽しみにして、

また、学生ボランティアのみに心を開い

てくれるケースもあり、有効な支援とし

て今後も優秀な学生を育成しながら活用

に努めたいと思っております。

　また、研究所として大きな柱として教

育相談事業、研究所及び全小学校のスクー

ルカウンセラーの派遣と、あと、適応指

導教室事業と学生ボランティア派遣事業

を有機的に活用することで、よりよい支

援につなげていきたいと思っております。

○柴田委員長　川端委員。
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　今、言っていただいた図書の分ですね、

了解をいたしました。ともかく子ども達

に読書を勧める以上、やっぱり十分な図

書を用意する必要があるというのは私の

考えでありまして、また、この学校図書

館の充実、子どもの図書室ですよね、学

力向上とか人間性豊かな教育のためには

不可欠でありますので、さらに図書整備

費の蔵書の増加をまたよろしくお願いし

ておきたいと思います。

　それと、今お話をしていただきました、

いじめ不登校の問題についてであります

けれども、まだまだ課題がいっぱいあり

まして、これでいいというあれではない

とは思いますけれども、またお互いにで

きることと言いますか、ほんとに子ども

達のために手を差し伸べていっていただ

きたいというのは私の思いでありますし、

また、今もいろんな形で未然防止と言い

ますか、それがやっぱりできればそれが

一番大事ではないかと思いますので、ス

クールカウンセラー全校配置ですけども、

それが活用されているのかどうかという

のも今後の課題だと思いますけれども、

やっぱり「カウンセラーも設置をしてあ

あしてこうしている」と言っても、それ

が稼働と言いますか、起動と言いますか、

動かないことには、もうそれでよかれと。

「きちっとうちは体制を整えている」と

いうても、やっぱりそれでも不登校、い

じめがなくならないと、いろんな手を打っ

ても、ある意味、意味がないというふう

に思います。そういった意味では、もう

ほんとに、これからますますまた力を入

れていただきたいと思いますので、要望

とさせていただきます。

　それと、読書活動の分でありますけれ

ども、今ご答弁をいただきました。さら

にこれからまた読書運動を広げていくと

いう、ある意味、小学生の児童、また、

中学生の生徒に至っては、例えば夏休み

ですね、何冊読書をするのかというそう

いう数値目標も大事ではないかと思いま

すし、また、毎月何冊読もうというね。

また読んだ人は発表するとか、そういっ

たある意味で競争し合って、またそのう

ちにその競争から本が好きになるという

こともありますし、そういうこともまた

一つの、私の考えではありますけれども、

またいろんな方策を考えていただいて、

読書が進むように、本好きの子がたくさ

んできるように、それはほんとに心豊か

な人間性を育む一番大事なことやと思い

ますので、そういった意味において、今

後ともさらに力を入れていただきたいな

と思いますので、よろしくお願いいたし

ます。

○柴田委員長　川端委員の質問を終わり

ます。

　川口委員。

○川口委員　まず、予算についてですが、

今年の国の予算の方が、僅かですけど増

えました。しかし、摂津の教育予算全体、

去年の決算のときも言いましたけれども、

不用額が出るということですが、予算で

見たときに構成比率９．５％で、そうい

う中で、今年の予算の増額については、

どれだけ教育委員会としては努力された

のか。

　代表質問の中でも小学校の統廃合や幼

稚園の統廃合、市民プールも廃止をした

りして、そういう意味では、そういう統

廃合の削減額というか、そういうのはど

こに生かされているのかなと。私は、今

回のこの予算全体の額としては、やっぱ

りまだまだ少な過ぎるというふうに思っ

ておりますが、その辺のついての全体的

な考え方をお答えいただきたいと思いま

す。

　また、４０年ぶりに公立学校の教員の
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多忙化の現状というか、そういう調査が

行われて、そういう中で、大変忙しいと、

学校の現場の先生達の多忙化が裏づけら

れています。

　そういう中で、子どもと向き合う時間

を拡充するという方針を政府は出しまし

たけれども、教員の採用の状況を見まし

ても、また、定年による退職などが１，

３００人と言われておりますけれども、

そういう中で新たに採用するのは１，０

００人ぐらいということで、３００人ぐ

らいが結局は減になるというね、そうい

うことも言われておりますけれども、そ

ういう中で、行革推進法や骨太の方針、

こういうことが言われてまして、子ども

と向き合う時間を拡充するなどという、

そういうことは、ほんとに言えるもので

はないと思うんです。

　また、新学習指導要領改悪教育基本法、

こういう中で、今年から学校の現場が校

長や副校長、主幹教諭、そういう配置が

あるという中で、多くの管理職の中で、

先生達が実際働かなければならないと、

そういうことなんですけれども、そうい

うことについて、実際、摂津の学校の中

でどういうふうに変わろうとしているの

か、全体的なことで先にお聞きしておき

たいと思います。

　それと関連していきまして、今、ワー

キングプアというのが問題になっており

まして、摂津でもかなり非常勤、臨職、

今回いろんなサポート事業がありますけ

れども、それも正職ではなくてサポート

事業というようなことで、特に教育委員

会のところでいきますと、摂津の市役所

の中の常勤であるのか、どういう採用の

仕方があるのかということで調べました

けれども、こういう中で、民生よりも教

育関係の方が多いということで非常勤や

臨時職員の人数ですけれども、全体では

３４１人。

　そのうち非常勤一般職、これ２月１日

現在ですけれども、非常勤一般職が２３

５人、そのうち教育委員会関係が１３４

人、何と５７％です。臨時職員について

は１６人で１５％、全体が３４１人中１

５０人が教育委員会関係で、４４％とい

うことです。

　このことについて、例えば学校の校務

員の業務の行政パートナーということで、

今年も採用されておりますけれども、こ

ういう非常勤、臨職、これを摂津は大阪

府下の全体で言いますと３１％を上回っ

ておりますね。正職員との配置の割合で

言いますと。そういうことについて、教

育委員会としては、どのように考えてお

られるのか、あと質問をしていきますの

で、まず全体的なことで、そういうこと

についてはどういうふうに考えておられ

るのか。

　月額２０万円の月収がもらえないとい

う、そういう不安定雇用を大切な子ども

達の学校の現場の中に、いろんな方が入っ

ていただくというのは大変いいことだと

思いますけれども、不安定な雇用の働き

方をしなければならないという人達をど

ういうふうに考えておられるのか。

　いろんな必要なところを、私は例えば

読書サポートなどは正職できちんと配置

すべきだというふうに思っておりますけ

れども、そういう点についてはどう考え

ておられるのかお聞きしておきたいと思

います。

　それから、昨年の決算でも聞きました

けれども、改修や補修費用です。事務報

告書の改善も求めてきたところですけれ

ども、今年、小学校では７，１３５万４，

０００円、中学校では３，２７７万７，

０００円の修繕料があがっておりますが、

かなり細かくて、施設の管理の部分の補
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修や改修、こういうのがあるわけですけ

れども、昨年の決算で突然、予算のとき

にしっかり聞いてなかったというのも問

題なのかもしれませんけれども、味生小

学校のパーティションの８００万円とい

うのが出てきまして、ちょっと驚いたわ

けですけれども、今回資料請求していた

だいておりますけれども、委員会の中で

主な改修を予定しているものはどういう

ものなのか確認をしておきたいと思いま

す。

　それから、予算書で３６ページ、まし

たスポーツセンターやみやけスポーツセ

ンターの使用料として３４万４，０００

円出しておられます。管理事業というこ

とで２，７６６万４，０００円で臨時職

員の賃金とか修繕料１，５００万円であ

るとか、体育器具費が１６０万円ですか、

そういうのがあがっております。管理委

託料８７１万２，０００円、この中身に

ついてお聞きしたいと思います。

　それから、あとでも聞きますけれども、

これについては、耐震補強の計画はしな

いのかですね。このことについてもお聞

きしておきたいと思います。

　それから今、大阪府知事の橋下知事の

暫定予算の問題でいろいろ今、府議会も

開かれておりますけれども、学校教育に

かかわる府の補助金であるとか、そうい

うのは大変多いと思うんですね。そうい

う点については、きちんと確保されるの

か確認をしておきたいと思います。

　それから、予算書１９７ページの学習

環境改善でエアコンの設置があがってお

りまして、小学校では１億円、中学校で

は５，０００万円ということなんですが、

これについては、ちょっと中身をもう少

し詳しくお願いいたします。

　あわせて、教室へのエアコン設置計画

は試算をするとか、計画を持っていると

か、そういうことはしていないのか、こ

の件についてもお聞きしたいと思います。

　それから、先ほどお聞きしました予算

書で１８９ページなどですが、校務補助

嘱託員賃金として、今年１５人の２，７

９７万８，０００円あがっております。

これは平成１７年から３年間行政パート

ナーということで校務の補助ということ

で採用されておられて、そのときの答弁

でも、「できるだけ身分の安定化を図っ

た」と、そういうふうにおっしゃってお

られます。今年も募集をされるわけです

けれども、現場の声ですね、また退職が

出ていく中で、ベテランの正職の校務員

さんがやめていかれるという中で、ノウ

ハウでありますとか、そういうのがきち

んと残り少ない正職員の中できちんと伝

わっているのか。

　また、３年間でもう切れてしまうわけ

です。そしたら、また新たに今度採用し

た人達に新しく教えなければなりません。

そういう点についての現場からの声とか、

そういうのはどういうふうに聞いておら

れるのか。またこれは３年間採用される

ということなんだと思いますけれども、

この中身について確認をしたいと思いま

す。

　それから、交通専従員の業務委託料、

１９１ページにあがっておりますが、こ

れは特に統合校にシフトするという感じ

で増やされるわけですけれども、これま

でも質問してきましたけれども、実態を

見て増員するそういう予定はみてないの

か。他校区ですね、これについて考え方

をお聞きしておきたいと思います。

　学力定着度調査委託料もあがっており

ますが、昨年、全国一斉学力テストが行

われました。学力定着度調査の結果を踏

まえた中で、この１９年度摂津市教育方

針の中では、その結果を分析し、十分な

－22－



活用に努めると、こういうふうにしてお

られますけれども、どんなことで生かし

ていこうとされているのかですね。

　それから、昨年問題にしたんですが、

全国学力一斉テストのいろんな問題点が

やっぱり起こりました。

　今回また４月２２日にまたまた学力テ

ストが行われるということで、ちょっと

驚いているわけですけれども、ベネッセ、

小学校、中学校は内田洋行、内田洋行と

いうのが学校のそういうのに関わってい

るのかと思ってびっくりしたんですが、

そういうところがやるということで、何

と６１億円もお金を使って全国学力一斉

テストが行われるわけです。

　こんなものはほんとに無駄だと思うん

ですね。こういうお金があるなら各学校

に耐震補強の予算とか回すべきだと思う

んですけれども、これについて昨年も議

論しておりますけれども、今回この全国

学力テストの結果を活用して課題を改善

させるということで、昨年の結果が出て

きてるわけです。その結果のよくない学

校に改善を図るというね、そういうこと

が上から出てきてると思うんですけれど

も、こういうことについてはどう考えて

おられるのか。どう対応されようとして

おるのかですね。それから、こういう民

間の会社に子ども達に個人情報が全部行

くということについて、子ども達の個人

情報についての確保はきちんとされるの

かですね。

　去年、全国学力テストがあったのを受

けて、愛知県の犬山市などでは、やはり

この学力テストは行わないということに

なりましたけれども、摂津市教育委員会

としてこのことについて、やはりまた同

じように受身的にやろうとしているのか。

何も物申さないで、ただやっぱりやろう

とされるのか、問題点はなかったのかお

聞きしたいと思います。

　次に、中学校の部活動の助成金として

国が補助金を少し増やしたわけですけれ

ども、これについて学校の部活動の対外

協議の費用も参加費の補助金としても出

ておりますけれども、このことについて

はどう改善されるのか、これでほんとに

十分いけるのか。子ども達がスポーツク

ラブ、スポーツの部活動をするという中

で、きちんと指導者であるとか、外部か

らの指導者も、というふうに教育指針に

は書かれておりましたけれども、そうい

う点についてはどうなるのかお聞きした

いと思います。

　人権教育研究会補助金、去年と同じ金

額だと思いますが、１９５ページにあがっ

ておりますが、この中身は確認をしてお

きたいと思います。

　予算書の２００ページに小学校の給食

調理業務委託料として給食調理員のパー

ト賃金などもあがっております。今回名

阪食品に決定をされました。プロポーザ

ル方式であるとか、そういうことで決め

ていくということだったんですけれども、

ここに決定をされたその中身ですね、理

由ですね、お聞きしたいと思います。

　それから、賄い材料費が出てるわけで

すけれども、中国の餃子の問題で、お母

さん達が、摂津の子ども達の学校給食は

大丈夫なんだろうかと、そういうことで

加工品のチェックが全然されてないとい

うことが今回わかりましたけれども、安

心だと思っていた生協のそういう餃子に

も毒物が入っていたということで、今す

ごくいろんな調査が行われているわけで

すけれども、安全な食材の確保というの

が、これまでもお聞きしてまいりました

けれども、いろいろな物価、材料費が高

騰してくると思うんですね。そういう中

で、ほんとに安全な食材というか、それ
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から、この間、ＮＨＫのアーカイブスと

いう番組に地産地消を行った、かなり前

のですけども、埼玉県でしたかね、それ

のお母さん達が、地場産の野菜などを届

けて、子ども達にほんとに安全な手づく

りの学校給食をという、何十年前に映像

だったんですけれども、懐かしく見たわ

けですけれども、子ども達にほんとに安

全でおいしい食材を学校給食に引き続き

提供していくために、この安全な食材の

確保をきちんとできるのか、この辺につ

いても確認をしたいと思います。

　次に、耐震の問題です。２０６ページ、

予算書で言いますと、四中の二次診断の

診断委託料として１，３００万円あがっ

ております。これは、一次診断から見て

今回四中の第二次診断が必要であると、

そういうふうに判断をされたんだと思う

んですけれども、耐震の実態を見てみま

すと、中学校はほとんど一中と三中以外

は校舎が全く耐震補強の工事がされてい

ないわけですよね。体育館については建

築年度の新しいところ以外は今回の新味

舌小学校の体育館の耐震、柳田小学校も

耐震になりますかね、そういうことです

けれども、学校の建築年度で言いますと、

もっと古い二中であるとかそういうとこ

ろとか、それから、特に一中で３３％、

三中で５０％ですから、二中、四中など

で耐震補強の工事については計画ですね、

これも。予算をきっちり確保していくと

いうか、教育委員会としての姿勢がほし

いんですね。

　ほんとに耐震補強を国がどこまで補助

金を出し続けてくれるのか、今日も朝日

新聞などで上町断層の衝撃的な報告が載っ

ておりましたけれども、阪神・淡路大震

災の倍近い揺れが来るのではないかとい

うことで、摂津も近いわけですから、そ

ういう点でいうと、子ども達だけでなく、

子ども達が学校の教育を受けている間で

も地震が起こらないとも限らない、そう

いう中で、避難場所としても確保されて

いかなければなりません。学校以外に、

なかなかいいところはないと思うんです。

大きな施設でありますし。だからこそ体

育館の耐震なんかも急いでいくというこ

とが必要だと思うんですけれども、この

点についても、耐震計画ですね、もらっ

ておりますけれども、来年から以降のは

一体どこが耐震計画を推進していくのか

ですね。この分でいきますと１０年間か

かるっておっしゃっておられました、前

にですね。１校であと残り全部をやって

いく、小学校についても、ということな

んですけれども、かつて摂津は毎年のよ

うに学校を建設しなければならない、そ

ういう歴史を歩んで来ました。そういう

中で、この耐震補強というのは、もう校

舎を建設する必要はないわけですから、

ほんとにしっかりと耐震の計画を持つべ

きだと思うんですね。それは市の方の総

務防災課などともきっちり話して、やは

り子ども達の安全・安心を確保するとい

うことでは耐震補強は早くやっていただ

きたいと思うんですけれども、来年以降

も計画をきちんと持っているのかお聞き

したいと思います。

　この中で、国は、Ｉｓ値といいまして、

倒壊の危険性の高い中身をくりぬいて構

造耐震指標というんだそうですけれども、

０．３未満のところから優先的に耐震を

やっていくという方針を持っております

けれども、安全・安心な学校づくり交付

金ですか、そういうのをもっともっと活

用できないのか。やはり子ども達への安

全・安心都市宣言を行っているわけです。

そういう点からも言いましても、急ぐべ

きであると考えておりますけれども、い

かがでしょうか。先ほど言いました小・

－24－



中学校の体育館も含めてお聞きしたいと

思います。

　それから、予算書２０８ページの私立

就園奨励費補助金や保護者補助金があがっ

ておりますが、来年度の申請状況を見て

ますと、公立の幼稚園で定員４２５人中

３３３人、私立は１，２４５人の定員で

９７７人。

　もう３年保育は当たり前というそうい

う時代になっておりますけれども、摂津

の私立でも５００人近く子ども達が通っ

ている幼稚園もあるそういう中で、公立

幼稚園の２年保育を希望される中で、せっ

つ幼稚園なんかも少し応募者がオーバー

しておりますけれども、就園奨励費保護

者補助金、補正で就園奨励費の補助金、

これが減額になっているわけですけれど

も、保護者補助金の増額についても、ど

う考えているのか、増額する気はないの

か。北摂の中でも摂津のそういう補助金

は低いというふうに前にも申し上げてお

りますけれども、この点についてはどう

いうふうにみたのかお聞きしたいと思い

ます。

　２１２ページですが、フレッシュコン

サートやサロンコンサートというのがあ

ります。フレッシュコンサートにも参加

させていただきました。最後までおれな

かったんですけれども、サロンコンサー

トなどとほぼ同じ予算になっております

が、サロンコンサートというのは余り行っ

たことがないので、その中身どうなって

いるのか。

　それから、フレッシュコンサートのこ

の予算ですけれども、これには入場料が

１３万２，０００円としてあがっており

ます。この中身は、やはり大変優秀な方

がコンサートに参加をされて、チケット

を団体の方なども売ってやっておられる

わけですけれども、報償費と言いますか、

いくらボランティアと言いましても、ロ

ビーコンサートであるとかそういうのが

ありますけれども、フレッシュコンサー

トなどについては、もう少しこの予算を

増額すべきではないかと、そういうふう

に思いますけれども、その辺はどうでしょ

うか。サロンコンサートは中身をお聞か

せください。

　こどもフェスティバルですけれども、

ずっと大正川を中心にやっておられるわ

けです。参加はＰＴＡとかいろんな団体

も協力していただいてやっているわけで

すけれども、参加をされている特にＰＴ

Ａなどからも安威川以南でやってくれな

いかというね、そういう要望も多分そち

らにも届いていると思いますけれども、

これはずっと大正川のところでやる。以

前はふれあい広場でやったこともあると

思いますけれども、安威川以南の方の地

域で開催するという計画はないのか確認

をしたいと思います。

　それから、柳田の学童保育室の新たに

建設するというのがあがっておりますけ

れども、これはどのようなスペースで、

２教室がつながらないわけですから、ど

ういうふうな使用の仕方のなるのか、三

宅柳田小学校の子ども達が一緒になるわ

けですけれども、この実態もどんなふう

になっていくのかお聞きしておきたいと

思います。

　放課後子ども教室も増額になっている

と思いますけれども、スタッフの確保で

あるとかそういうのが大変ということな

んですが、代表質問などでも出ていたと

思うんですけれども、学校現場との協力

体制ですね、学童保育との連携も必要だ

と思いますけれども、施設の使用などに

関して主に体育館を利用するので、なか

なか動と静の子ども達の動きが混在をし

て、もちろん指導されている方も大変。
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へとへとになって帰って来るとおっしゃっ

ておられましたけれども、もう少し柔軟

に学校現場であるとか、そういうのがど

んなふうに利用できるようになるのか。

週に２回ということなんですけれども、

内容について確認をしたいと思います。

　それから、２１５ページの公民館費で

す。修繕料があがっておりますが、どう

いう改修というか、修繕をされるのか。

代表質問でも申し上げましたように、か

なり古い別府公民館であるとか、千里丘

公民館、今回、新鳥飼公民館の外壁塗装

ということなんですが、それもあがって

おりますが、これも年次計画として改修

計画、耐震診断も必要だと思うんですね。

ここもいざというときには避難場所にも

なると思います。そういう中で、そうい

う計画については考え持っておられない

のか、今後の見通しについてお聞きした

いと思います。

　社会教育指導嘱託員、これも正職員で

はないわけですけれども、この配置に状

況はどういうふうになっているのか。そ

して、今回採用試験が終わったんですか

ね。採用についてどういうような基準で

採用されているのかお聞きしておきたい

と思います。

　２２０ページの図書館費ですが、千里

丘公民館での図書の貸し出しの改善につ

いては、引き続き努力していただきたい

と要望しておきたいと思うんですが、や

はり図書施設が必要ということでは認識

しておられると思うんです。千里丘地域

にもやはり図書施設を増設をしていくと

いうのが長年の市の方針でもあったと思

いますので、その辺については、引き続

き増設できるように努力をしていただき

たいと要望しておきたいと思うんですが、

図書を借りに来られるという中で、修繕

料なんかも入っているわけですけれども、

この取り扱いですね、図書の貸し出しな

んかの実態で、例えばなかなか本を返し

に来ない方とか、なくしてしまったりし

たとか、そういう方に対してはどんな対

応をされているのか、ちょっと確認して

おきたいと思います。

　２２３ページの体育施設費として修繕

料が３，８４０万円あがっております。

そのうち１，５００万円は味舌、三宅の

スポーツセンターということなんですが、

先ほど川端委員の方で、温水プールの洋

式トイレの維持改修検討するということ

だったんですが、私達が代表質問でも取

り上げております市民プールの廃止に伴っ

て子ども達のほんとに思いきり体を動か

して安全に遊べるというところが一つ減っ

てしまったわけですよね。

　そういう中で、市民プールの再開を求

めてきましたけれども、温水プールの建

て替えとあわせて、今回の代表質問の答

弁では市営住宅の建設の予定地の残地を

考えるという答弁もあったわけですけれ

ども、生涯学習部として市民の健康増進

に寄与してきたこういう施設について、

今の温水プールだけでいいと思っている

のか、また、温水プールの維持補修につ

いて、リフレッシュ工事とかこの間され

てこられましたけれども、どれぐらいの

耐用年度と考えているのか。市民プール

の教訓を生かすと言いますか、担当職員

は、維持補修をすればまだ使えるという

判断もしていたわけですけれども、トッ

プダウンで廃止が決定されてきたわけで

す。

　こういう中で、温水プールの維持補修

についてどこまで、これは温水プールは

毎日稼働しているわけです。市民プール

は１年に２カ月だったわけです。屋外は

ね。そういう中で、かなり大変だとは思

うんですが、この辺についての考え方を
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お聞きしたいと思います。

　それから最後に、少人数学級の問題で

すが、答弁ではなかなか難しいというこ

となんですが、今年で１年生、２年生の

３５人が完了するということなんですが、

大阪府の橋下知事が、一体どこまでそう

いう少人数学級について決断をしてくれ

るのか、ほんとに頑張ってもらわな困る

なと思っているわけですけれども、そう

いう中で、少人数指導は少人数授業の中

で摂津市教育委員会も少人数指導がいい

というのは言っておられます。

　そういう中で、今回統合が行われる。

少人数学級を、やはりずっと、去年は３

０人学級に早くせよとかそういうことも

言ってまいりましたけれども、少人数学

級、少人数指導がベターやというのは、

もうそれは一致するところだと思うんで

すね。来年度の学級編制を見てみますと、

今の２年生の子ども達が３年生に上がる

という中で、今度は４０人の編制になる

わけですね。そうなると今、チーム・ティー

チングであるとか、学級支援とかそうい

うのをやっている中で、３年生に３５人

学級にするとすれば、市独自でやろうと

すれば、私ざっと見てみましたら、５ク

ラスでいけると思うんですね。５人だと

思うんですよ。違っていたら教えていた

だきたいと思いますが、そういうのを、

やはりこれだけ子ども達の状況がますま

す落ちつかない授業、あちこちでいろい

ろお聞きしておりますけれども、先生達

がほんとに奮闘しておられるというそう

いうことが浮かんでくるわけです。そう

いう中で、少人数学級へ向けての市とし

ての、教育委員会としての考え方を持っ

ていただきたいなと思うんですが、この

辺についてはどうなんでしょうか、お答

えいただきたいと思います。

○柴田委員長　暫時休憩します。

（午前１１時５８分　休憩）

（午後　１時　　　　再開）

○柴田委員長　再開します。

　川口委員の質問に対して、まず、羽原

総務部長。

○羽原教育総務部長　川口委員のご質問

のうち３点、予算全体の考え方、それか

ら、臨職非常勤の考え方、あと、府補助

金の関係、総括的にご答弁申し上げます。

　まず、予算全体の考え方ですけども、

基本的には、その時、その時代のニーズ

を実現していくということが予算編成の

基本であろうというふうには思っており

ます。

　ただ、従来やっておりました事業をそ

のまま残したまま新しい課題を積み上げ

ていったのでは、これは予算規模は膨れ

上がる一方になりますので、やはり事業

の見直しをしていくと。そのときのニー

ズに合わせて常に一定見直すべきものは

見直していくということが基本であろう

かなというふうに考えております。

　今年度につきましても、学校統合に伴

いまして、一定活用できる財源というも

のを教育委員会でも考えまして、本会議

でもご答弁申し上げておりますが、読書

サポーター、そのほか５点ほどの新しい

制度をつくりまして、それぞれ学校に非

常勤でございますけども、人を入れ、教

師の教育活動をサポートしていただくと

いうことを考えております。これは、や

はり現実に起きております学力の問題で

あるとか、そういうことをやはりサポー

トしていく。これは教育委員会の考えと

して予算を配置をいたしておるわけです。

　ただ、例えば１年生の学級補助員など

でしたら、２０年度は１０人と予定をし

ておりますが、これも本会議で申し上げ

ておりますけども、効果あるということ

が認められるようであれば、将来的には
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広げていきたいというような考えも今、

持っておるわけです。

　それと、エアコン整備、これも学力と

も関係があるわけですけど、やはり学習

環境をよくするということは大きな要因

であろうということで、すべて２０年度

に全部というわけにはまいりませんけど

も、音楽室、図書室にエアコンを導入し

ていく。そのことによって、少しでも学

校の学習環境を向上させていくというよ

うな新しい時代の要請に応じた取り組み

をしていくというのが予算編成の基本に

なるのかなというふうに考えております。

　臨職非常勤の問題ですが、現在、ご質

問にありましたように、教育委員会は相

当数の臨時非常勤職員を雇用をいたして

おります。教育委員会というところは、

外部の施設であるとか、学校であるとか、

非常にほかに比べて数多くございますの

で、相対的に臨職非常勤が多くなるのか

なというふうには考えております。

　臨職非常勤の業務をどう考えるのかと

いうことですけども、基本的に摂津市の

職員適正化の中で職員適正化計画という

のがございまして、そこにいわばアウト

ソーシング対象となる業務ということで

一定の整理がされております。

　一つ目には、高度に専門的な知識や技

術を要するもの、技術革新の非常に早い

もの、こういうものは市の職員が直接担

うよりは外部に出した方がいいでしょう。

そのほか、単純な作業など定型化できた

もの、また、施設の管理等でマニュアル

化、定型化できるもの、それから、一時

的に集中する業務、その他民間のノウハ

ウを活用することにより、より効果が期

待できるものというふうな形で一定の整

理をいたしております。

　市の教育委員会の行っておりますさま

ざまな事務事業の中で、片方ではもちろ

ん職員数の適正化という考え方ももちろ

んあるわけですけども、やはり業務を一

度見直しをしまして、すべてがすべて雇

用の期限のない正規職員である必要はな

いであろうということで、一定の整理を

した上で、それぞれの所管で臨職非常勤

という形での雇用をしておるというふう

にご理解いただければいいのかなという

ふうに思います。

　３点目ですが、府補助金の確保の問題

です。

　府補助金につきましては、既にご承知

のとおり、府の方で今現在見直しがされ

ております。教育委員会の所管するもの

の中にも何点かその府の補助金の関係す

るものがあるわけですが、基本的には補

助金の制度上の問題もありまして、府補

助金が確定しない前に事業を着手すると

補助金がつかないというようなものもあ

りますので、それについては一定時期を

見定める必要があるのかなというふうに

思っておりますが、それ以外のものにつ

きましては、基本的に市がやっぱり必要

であるということを認めた上で予算措置

をしておる各事業ですので、今年度につ

きましては、補助金のあるなしというこ

とを一定考慮しつつも、やはり事業とし

ては実施をしていきたいなというふうに

は考えております。

　ただ、来年度につきましては、これは

府の動向ともあわせまして、改めて検討

する必要があろうかと思いますけど、今

年度は着手しておる事業の予算計上して

おる事業については、基本的に実施をし

てまいりたい。

　また今後、府の方がまだ数カ月かけて

検討するわけですけども、教育委員会と

いたしましても、補助金の確保に向けて

は、いろんな場面を通じて強く要望して

まいりたいなというふうに考えておりま
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す。

○柴田委員長　馬場次長。

○馬場教育総務部次長　職員配置の中で、

正規校務員が退職したときのノウハウの

継承等の懸念があるということのお問い

だったんですけれども、今現在、私ども

の小・中学校には校務員、正規の職員１

名と非常勤の職員１名の２名体制でいた

しております。

　この体制にいたしましたのは、摂津市

の第３次行財政計画の第１期アクション

プランの中で、それまでは中学校に正職

２名、小学校には１名の正職という形の

配置をしていたものを行革の中で小・中

学校正職１名並びに小学校と中学校に非

常勤の職員を１名入れるということで、

非常勤につきましては小学校にも入れる

ということで拡充したわけですが、そう

いった配置で今の現在に至っております。

　ただ、その後に策定されました３次行

革の新アクションプラン、１７年から２

１年までの１８年３月に作成された計画

の中では、２１年度まで現業職員につい

ては採用凍結というふうになっておりま

すので、私どもこの市の方針が２１年度

までにどういった見直しをされるかで今

後の方針を立てていく必要があるとは思

いますが、前段申し上げましたように、

今の体制については、その１次実施計画

の中で市が認めてくれた分だということ

に理解しておりますので、今後この新ア

クションプランの中で、どういった採用

計画になるか、その辺も協議していきた

いと考えています。

○柴田委員長　前馬参事。

○前馬学校教育課参事　それでは、教員

の多忙化等どうとらえているか、また、

その中で組織がどうこれから変わってい

くか、動いていくのかというご質問と、

それから、少人数学級についてのご質問

にご答弁申し上げます。

　まず、本市の小・中学校の教職員の勤

務の実態でありますが、ほんとに教職員

まじめに仕事に一生懸命取り組んでおる

実態がございます。私ども時間外遅くに

電話をしましても教職員が対応するとい

う実態もございます。その時間まで働い

ておるというそのような現状です。

　そのような中で、特に若い教職員がた

くさん増えておりますが、日々悩みなが

ら先輩教職員のアドバイスも受けながら

頑張っておるところです。もちろん一人

ひとりの子どものために、よりよい教育

活動を目指して教職員は頑張っておるわ

けでございますが、それを支援するため

に我々教育委員会の方といたしましても、

一人でも多くの定数確保、教職員の配置

ができないか取り組んでおるところでご

ざいます。その努力、今年度も来年度も

引き続き行ってまいりたい、そのように

考えております。

　なお、学校教育法の改正に伴いまして、

副校長、主幹教諭、指導教諭の設置、こ

れは置くことができるということでの法

改正ございましたが、大阪府におきまし

ては、小・中学校、今年度より首席、指

導教諭が一部の学校に配置されておりま

す。この目的は、より組織的に機能的に

学校が動いていくためということでござ

いますが、これまで、ややもすると多忙

ではありますが、個々人がばらばらに課

題に対応しておる現状が学校にはござい

ました。そこで、より組織的に課題対応

することが必要である、その一つの課題

解決策のために大阪におきましては首席、

指導教諭が配置され、いわば法改正がそ

れのあとに来たというふうに考えており

ます。

　今後、より若い教職員を育てるために

も、育成するためにも首席、指導教諭等
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の活用をしながら学校の組織が、より機

能的に動いていくようにしていきたい、

そのように考えております。

　次に、少人数学級編制でございますが、

確かに３５人学級、橋下知事の見直しと

いう発言等学校現場からしますと、大変

ショッキングな発言でもございました。

３５人学級で１、２年生、きめ細かな指

導ができておると、そのような成果を上

げておる実態がございます。それを３年

生に拡充することについてでございます

が、３年生に拡充されればいいなと、そ

のようには考えております。

　ただし、財政の状況によって３５人に

拡充できる市がある、あるいはない、そ

のような財政で本来公平、機会均等が原

則である義務教育が財政事情によって３

５人の学級編制がされたり、されない、

そのような状況があることは問題だと考

えております。

　そこで、教育委員会といたしましては、

今年度も都市教育長協議会、あるいは都

市教職員人事主担課長会を通して３５人

学級の中学年、３年生、４年生への拡充

を要望してまいりましたが、今後ともそ

の要望は続けて参りたい、そのように考

えております。

○柴田委員長　岩見参事。

○岩見総務課参事　ご質問のうち小・中

学校にかかります改修補修ということで

修繕料の中身ということと、あと、耐震

補強の計画、第四中学校の耐震第２次診

断の関係、それと、小・中学校のエアコ

ンの整備につきましての３点について答

弁させていただきます。

　まず、改修の修繕料に関しましての中

身でございますけれども、小学校の方で

は修繕料といたしまして約７，１００万

円、中学校におきましては３，２００万

円強の修繕料を計上させていただいてお

ります。

　この中で、小学校、中学校にもかかわ

りますが、管理運営事業という事業名が

あがっています。小学校の場合、予算概

要書の１１４ページに当たります。中学

校の場合ですと、予算概要書１１８ペー

ジに記載しておりますけれども、この管

理運営事業につきましては、おのおの各

学校で使用しております管理用、教科用

等の備品等にかかります修繕料が主なも

のとなっております。特に楽器等ですね、

オーディオ関係等修繕になりますと、多

額な金額がかかるということも学校現場

からも聞いております。

　続いて、施設管理事業ということで小

学校、中学校それぞれございますけれど

も、この分につきましても、一応経常的

な修繕という意味合いの中、各小学校、

中学校の通常の修繕にかかります費用に

充てさせていただいております。例えば

小学校でいきますと、黒板の張りかえと

か、天井張りかえ、床の補修とかいう形

で、あと、緊急に必要となります修理、

例えば水道管の施設が大変老朽化してお

りますので、水道管の破裂等緊急的な修

繕にも充てさせていただいております。

中学校も同様でございます。

　続いて、設備補修事業ということであ

げさせていただいております。小学校の

場合、概要書１１５ページになろうかと

思います。この分につきましては、経常

的な部分と政策的に臨時的な経費という

ことで計上させていただいております。

経常部分につきましては、放送設備とか

体育の屋外施設や遊具とかの修繕等に充

てさせていただいております。

　政策分につきまして、大きな修繕とい

うことになろうかと思いますけれども、

一応プールのろ過器の取りかえとか、放

送室のデスクアンプ等につきましても、
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かなりの年数が経過しておりますので、

そういった入れかえの修繕ということで

充てさせていただいております。中学校

におきましても、同様に放送設備等屋外

についております大時計等とかの修繕と

かも多々ございますので、そういった部

分で充てさせていただいております。

　続いて、施設補修事業、小学校でいい

ますと概要書の１１５ページ、同ページ

になろうかと思います。この分が２，８

７５万４，０００円ということで計上さ

せていただいておりますけれども、この

主な内容といたしましては、今年度大き

な修繕といたしまして鳥飼小学校の教室

と廊下を間仕切りますパーティションに

ついて修繕を予定しております。１２教

室分程度パーティションを入れかえる予

定をいたしております。

　続いて、あと大きな修繕ということで、

プール槽の改修ということで味生小学校

の方、プールもかなり傷んできておりま

して、プールの底にクラック等入ってお

ります。その部分を補修をかけまして、

プール槽をシート防水という形での補修

等をさせていただく予定をいたしており

ます。

　あと、小学校の屋上防水とか、体育館

の屋上防水といった臨時的な経費の分を

あげさせていただいているところでござ

います。

　中学校につきましては、第二中学校プー

ルサイドの補修ですね、補修といいます

か、プールサイドに防滑のシートを敷き

たいと。改修をしてより安全なプールに

したいということと、出入り口に段差が

ございますので、その分のバリアフリー

という形でのスロープを設置したいとい

う考えを持って計上させていただいてお

ります。

　続いて、耐震の計画ということで今後

の見通し等、四中の二次診断ということ

でございますけれども、今日までの耐震

につきましては第一次診断の結果を参考

に、順次二次診断、そして実施設計とい

うことで工事を進めてまいりました。

　第一次診断につきましては、本市建築

住宅課の方で図上より拾い上げました壁

の量、鉄筋量等を大阪府からいただいて

おりますコンピュータソフトに乗せまし

て計算し、Ｉｓ値を出したものでござい

ますので、あくまでも図上での判断、診

断ということになります。ですので、よ

り正確な二次診断が必要となってまいり

ますので、順次その一次診断を参考にし

ながら二次診断を実施してきたところで

ございます。

　第四中学校につきましても、平成２０

年度に第二次診断を実施し、翌年２１年

度に実施設計に入り、２２年度には工事

の着工ということで、校舎、体育館合わ

せて３カ年はかかるんですけれども、全

棟１カ年で工事を進めてまいりたいと考

えております。

　あと、残る学校ですけれども、小学校

につきましては、６校がまだ残ります。

２２年度に第四中学校の工事が予定どお

りいきますと、残るのが３校で合わせま

して９校の、小中学校の耐震化が残るわ

けでございますけれども、先ほど申し上

げましたように、四中と同様、１年次に

は二次診断、２年次に実施設計、３年目

に工事ということで３カ年をもって一つ

の学校を順次耐震化の工事を進めてまい

りたいと思います。

　また、耐震工事には多額な費用もかか

りますことから、国の交付金を最大にい

ただけるよう努力いたしまして、また大

阪府とも協議しながら、財政状況もござ

いますけれども、順次耐震工事、早期に

完了できるように努力してまいりたいと
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考えております。

　続きまして、エアコンの導入について

でございます。

　エアコンについての小学校工事費１億

円、中学校５，０００万円合わせて１億

５，０００万円ということで工事費用を

計上させていただいておりますけども、

この分につきまして、先日の代表質問で

もございましたように、ちょっと重複す

る答弁になろうかと思いますけれども、

中身といたしましては、音楽室、図書室

を中心に整備をしてまいりたいと考えて

おるわけでございますけれども、新年度

当初より、まず実施設計に入る予定をし

ております。この中で、今後の電気需要

を考えながら、今ももう既に電気需要の

容量がかなり不足している状況が続いて

います。

　ですので、そういったことで今後の電

気需要の増大も見込みながら、受変電設

備を増設、または更新していきたいと考

えております。そのため、初期投資にこ

ういったキューピクルの部分、あとまた

配管、配線等の初期投資が膨大な費用を

占めるものかと考えております。よって、

単純に割っていきますと、１校１，００

０万円という多額な金額になろうかもわ

かりませんけれども、単純に設備ですね、

エアコンの空調機器だけを入れる金額で

はないということだけご理解いただきた

いと思っております。

　今後、普通教室ということでございま

すけれども、またこれも膨大な費用がか

かってくるものがございます。ですので、

国からの交付金の確保を図りながら大阪

府とも協議して、段階的ではありますけ

れども、順次整備していきたいというふ

うな我々の考えであります。

○柴田委員長　大路参事。

○大路教育総務部参事　それでは、私の

方から、ご質問いただいましたことにつ

いてお答えしていきます。

　まず、全国学力学習状況調査、摂津市

学力定着度調査等についてのご質問にご

答弁させていただきます。

　このそれぞれの学習調査につきまして

は、本市の課題であります確かな学力を

育成するための重要な調査ということで

現在もその活用と対応に取り組んでおる

ところでございます。この活用につきま

しては、大きくは二つ、一つは、やはり

私どもが摂津市の教育委員会、教育行政

としてこの課題をどう取り組むのかとい

うことで、それぞれの調査について分析

を行い、摂津市の学力定着度調査につい

ては、８月に中間まとめを出し、全国学

力学習状況調査については、１月にその

内容結果についてホームページで公開を

し、２月１日に摂津市の教育フォーラム

でこの調査から取り組む方向を論議し、

中身について提示をしてきたところでご

ざいます。

　その具体的な取り組みの内容として、

今回も平成２０年度の予算事業として新

規としてもあげさせていただいておりま

す読書活動の推進サポーター、また、小

学校１年生等の学級補助員、さらには自

学自習力育成という形での内容としての

学習サポーターの配置事業、小中連携の

推進の事業等について、この学力調査の

結果を受けて、さらに平成２０年度充実

を図ってまいりたいという形で教育委員

会といたしましては取り組む方向につい

て予算化をしておるところでございます。

　一方で、各学校が取り組んでいただく

内容でございます。

　これにつきましては、市内の小・中学

校それぞれの学校の調査の状況が異なる

ものでございますので、その内容につい

て的確に分析をしていただき、具体には
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やはり学力向上のプランを、今まですべ

ての学校が取り組めなかった部分も率直

にございましたので、この国の調査も含

めて、現在この３月にはそれぞれの学校

の学力向上プランが作成され、４月から

はさらにその時点で１日から実施します

プランをつくるという形で校長先生等の

ヒアリングを行いながら、各学校の取り

組むべき課題、そして、成果について検

証しながら進めておるところでございま

す。

　また、一方で、この各学校の取り組み

は、一つは、やはり個々の教員の授業力

の向上、授業改善が欠くことができない

わけでありますが、さらに一方で、この

学力調査から学校の力がこの学力向上に

力があるのかということで、特に大阪府

の教育委員会と相まって確かな学校力を

つくるための授業という形でその内容を

取り組むというふうに方向づけをしてお

りますので、学校としてのこの学力問題

をどう取り組むかということで、例えば

学力向上については、学校だけでない家

庭の取り組みについても重要であるとい

うことから、各家庭での学習習慣の確立、

生活習慣の確立等についても各学校ごと

に異なりますが、そういった方向づけも

していただきながら、学校としての力を

この学力向上にも取り組んでいただくよ

うに校長先生方とヒアリングをし、プラ

ンの中に生かしていただくということで

方向づけをしておるものでございます。

　さらにご質問の中に、個人情報等の取

り扱いについての問題をご指摘をいただ

きましたが、この１９年度の全国学力学

習状況調査におきましては、中学校につ

いては具体的な生徒名は書かないように

なっておりましたが、小学校では当初は

名前を書くということもございましたが、

私ども摂津市、大阪府の中では、やはり

中学校と同じように個人情報の取り扱い

に万全を期するために名前を書かせない

ような形で対応をするという形で文部科

学省等にもお願いをし、そういう形で実

施をし、特にこの個人情報についての混

乱がなかったというふうに聞いておると

ころでございます。

　平成２０年度につきましては、小中と

も児童名、生徒名は書かないという形で

この個人情報の取り扱いに十分配慮して

取り組まれるというふうに聞いておりま

す。

　やはり全国学習学力状況調査につきま

しては、私ども一部危惧をしておりまし

た点数等での過度な競争にならない点の

配慮を現時点ではさせていただき、それ

を各学校、市の方でも活用することがで

きるということで、それぞれの国や府の

分析を市といたしましても十分に活用し、

先進的なそれぞれの各府・市の取り組み

等に学びながら、さらに摂津市の子ども

達の学力向上、確かな学力の育成に努力

をしてまいりたいと考えておるところで

ございます。

　続きまして、中学校の部活動のご質問

にお答えをいたします。

　委員ご指摘の特に部活動の外部指導者

の派遣の事業につきましては、事業名の

方では学校体育振興事業という形で実施

をいたしております。この事業につきま

しては、１９年度までは一部活動につき

年間４０回を派遣をしておりまして、現

在では二つの部活動に派遣をしておりま

すが、学校の現場等からも、また保護者

の方らも含めて、この外部の指導者がさ

らに拡大ができないかということも含め

て、今回につきましては、大阪府の補助

金を一部この中にあてがうことにより、

現在まで１０の部活動ですが、１５の部

活動に外部指導者が派遣できるような予
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算組みをしておるところでございます。

○柴田委員長　北野課長。

○北野学務課長　それでは、学務課にか

かわります４点のご質問にお答えさせて

いただきます。

　まず、９番目にご質問の交通専従員の

件でございます。

　現在、交通専従員は１１カ所１７名を

配しておるところでございます。平成２

０年度につきましては、統合により通学

距離が延びますので、踏切等の危険箇所

を重点に増員を図ってまいりたいと考え

ております。

　ご指摘の他校区においても実態を見て

増員する考えはないのかというこの点で

ございますが、昨年の本会議の方でも答

弁させていただきましたとおり、地域の

子どもは地域で守るということが地域ボ

ランティアの皆さんの活動により実践さ

れておりますので、我々あくまで公費に

よる専従員は、それを補てんする立場と

いうふうに考えております。他校区にお

いても、このことを踏まえながら適切に

対応してまいりたいというふうに考えて

おります。

　続きまして、学校給食の委託業者の選

定の件でございますが、昨年債務負担行

為の議決をいただきまして、学校給食会

におきます学校給食委員会において、仕

様や業者選定基準の検討をしていただき

ました。

　それで、１１月２７日に市の方に指名

登録がございます１２社を対象に現場説

明会を行いました。行いました結果、１

２月１１日に６社から提案書が提出され

てまいりました。１社は予算を超えてお

りましたので、残る５社により、１２月

１７日にプレゼンテーション及びヒアリ

ングを行いました。

　この結果を１２月２０日に、１点目は

請負金額、２点目は学校給食実績、３点

目は職員配置、４点目は衛生管理や業務

運営方針、５点目は児童との触れ合いや

学校行事との参加についての理解と、こ

の５項目におきまして加点方式で採点い

たしました。その採点した結果、名阪食

品株式会社が最高点を取得されましたの

で、１２月２８日、契約を結んだもので

ございます。

　続きまして、１４番目の給食の賄い材

料費、食材の件でございます。

　さきの本会議において答弁させていた

だいたとおり、私どもの学校給食は、国

産の肉や野菜等使用しまして、手づくり

を基本に調理を行っております。したが

いまして、今回問題になっております中

国製の冷凍食品等は使用しておりません。

学校の食材については、加工品において

は、当然ながら食品分析表を業者から提

出いたしまして、食品の安全を確かめた

上で選定しておるところでございます。

　続きまして、１６番目の幼稚園の補助

金の関係でございます。

　幼稚園の補助金は、国庫補助制度でご

ざいます就園奨励費補助金と単費の補助

金でございます保護者補助金がございま

すが、１８年度から国庫補助事業が単価

のアップと対象の拡大、これは１８年度

は２人目、３人目の就園する子どもに対

しての割増し補助制度がございますが、

１８年度については小学校１年生、１９

年度につきましては小学校２年生、２０

年度につきましては小学校３年までと対

象が補助制度において拡大されておりま

す。これに伴いまして補助率は３分の１

でございますので、残る３分の２の単費

の負担を市がやっておるわけでございま

す。このことにおきまして、単価のアッ

プと補助対象の拡大が図られておるとこ

ろでございまして、私どもとしましては、
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１９年度から単費の方の保護者補助金に

ついては、ご指摘のように３年保育が当

たり前の状況になっておりますので、３

歳に対象拡大を図ったところでございま

す。したがいまして、この単費の補助金

の単価の増額は、現状のことからかんが

みて、今のところ考えておりません。

○柴田委員長　高田館長。

○高田市民図書館長　図書の紛失対応に

ついてご答弁申し上げます。

　まず、督促につきましては、返却期限

終了後、二、三週間過ぎますと、はがき

を利用者に送付いたしております。その

後、１週間待たせていただくなど返却い

ただいていない図書につきましては、電

話連絡つかない等がございますので、実

調に出向いております。

　その時点で紛失された方につきまして

は、実費弁償もしくは現物購入していた

だいて弁償方法をとらせていただいてお

りますのが現状でございます。よろしく

お願いいたします。

○柴田委員長　中岡次長。

○中岡生涯学習部次長　それでは、私の

方では３点、公民館関係は参事が答えま

す。

　それでは、スポーツセンターの歳入、

あるいは歳出の中身でございます。歳入

３４万４，０００円を計上しております。

これはあとでも議論されますが、３０分

単位２５０円、１時間５００円で、１２

時間休みなしの３０日、１１カ月、減免

対象、稼働率等々を積算しまして３４万

４，０００円ということを計算させてい

ただいています。

　なお、月曜から金曜までの午前中の利

用はどれほど見込めるかということもご

ざいますので、私どもの方としては、減

免対象者とかそういったこともございま

すが、当初この積算という形をとらさせ

ていただきました。

　また中身で、歳出の方では２，７６６

万４，０００円を計上させていただいて

おります。賃金の方で１７８万４，００

０円、これは受付をふれあいルームの方

でさせていただきますので、私どもの臨

時職員５日間の賃金を組まさせていただ

いております。

　需用費の消耗品は２カ所に係る消耗品

です。掃除用具、モップ、トイレ用品等々

の消耗品として計上しております。

　修繕１，５００万円でございますが、

運動場の今のブランコとかそういった遊

具の撤去、体育館内のトイレの改修、あ

るいは床面の補修、それから、味舌の方

につきましては、出入り口のところにも

信号もあってコンクリートの門がござい

ますので、見通しも悪うございますので、

そこを見通しのいいフェンスにしたいと

いうことで予算計上しております。合計

１，５００万円でございます。

　役務費の通信の方は電話代でございま

す。

　委託料の８７１万８，０００円は、ス

ポーツセンターの２カ所に受付と言いま

すか、かぎの開け閉め、許可証を持って

来られた方に対する応接と言いますか、

そういったことを含めてシルバーの方に

８時半から夜の９時半まで、終了が９時

まででございますので、終了後までの一

番長い時間を見ております。

　プラス樹木の剪定、除草、機械警備、

防火対象物の保安点検委託料等を見て８

７１万２，０００円ということでござい

ます。

　備品購入費は、バレーボールの支柱、

あるいは卓球台、サッカーのゴール等に

係る備品を購入を予定しております。

　耐震補強の問題が出ておりましたが、

私どもの方といたしましては、今、建築
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指導課の方では、この４月をめどに摂津

市の住宅・建築物耐震改修促進計画です

か、これを今策定中でございますので、

その計画ができ上がり次第また全体でも

議論されると思いますので、そちらの方

に私どもの方も参画し、計画の中に早い

遅い出てくると思いますけども、設備の

重要性もかんがみ、強く要望していきた

いと思っております。

　続きまして、フレッシュコンサートで

ございます。

　フレッシュコンサートは、昨年初めて

実施しましたが、音楽連盟というところ

が９回まで、３年ぐらい前まで同じ名称

でされていたということがありました。

それは市内の音楽専門学校を出られた方

の舞台提供をしようということでされて、

３年ほど前に少し行き詰まられ、経費の

問題もございますので、それと私どもの

方が音楽祭をやっております。それの奨

励賞等を取られた方の発表する場が今ま

で持っておりませんでしたので、タイアッ

プすると言いますか、ドッキングさせて

委託を音楽連盟にさせていただいたとこ

ろでございます。昨年は、ちょっと細か

い数字覚えてませんが、３００人ほどの

入場者がありまして、チケットとしては

４２８枚、５００円でございます。歳入

の方をしております。支出は１７万７，

０００円の支出でございました。音楽連

盟の方からは、現実的には花束なんかの

費用を見ていただいたりしておりました

ので、２０年度におきましては、そういっ

た舞台花やチラシの枚数の印刷部数を増

やしたりしたいと。また、販売手数料も

一部還元するというような意味も込めま

して、８万５，０００円増額の２６万２，

０００円を計上させていただいておりま

す。

　それから、市民プールの再開と温水プー

ルの維持補修、耐用年数等々のご質問で

ございますが、さきの本会議でも市長並

びに教育長の方からこの件についてはご

答弁させていただいてますように、私ど

もの方といたしましても、この市民プー

ルの果たしてきた役割と言いますか、こ

れは十分認識しております。やはり親子

で、あるいは子ども同士が、ご近所同士

のご家族が楽しまれたということは十分

承知しておりまして、その必要性も感じ

てはおるわけでございます。それはもう

さきの答弁でも市長並びに教育長の方か

ら申し上げているとおりでございます。

　しかし、やはりこのプールの再開につ

きましては、多額の費用もかかりますし、

そういった土地といいますか、広さも相

当確保しなくてはならないというような

こともございますので、今現在すぐにと

いうわけにはいかないというふうに考え

ております。

　ただ、ご答弁もありましたように、幼

児プールと言いますか、幼児が水に親し

むというようなご答弁だと思います。親

水施設と言いますか、こういったものに

つきましては、現在市営住宅の建て替え

をされておりますが、そこの残地を一部

確保するというようなことのご答弁され

ておりましたので、その場面で検討され

ていくことだろうというふうに考えてお

ります。

　また、温水プールの耐用年数という話

では、耐用年数、一般的には３０年から

４０年というふうに言われております。

今、温水プールは５７年建築で２６年目

を迎えてくることになると思います。早

目早目のメンテナンスをさせていただき、

１６年だったと思いますが、１カ月程度

休ませていただいて大規模修繕もしてき

て、その維持補修に努めておりますので、

今すぐ建て替えということにはならない
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だろうと思いますが、いずれこの建て替

えの時期は必ずやってきます。その時点

で議論なさるものと考えますし、５年ぐ

らいかかってやっぱり計画をしていかな

あかんのかなというふうには思っており

ますが、現在はそういうところでご理解

いただきたいと思います。

○柴田委員長　田川参事。

○田川生涯学習スポーツ課参事　公民館

にかかわります２点ほどのご質問にお答

えさせていただきます。

　まず、公民館の修繕料でございますけ

れども、公民館の修繕料につきましては、

通常的に経常経費といたしましてガラス

とかその他細かい小規模の修理代として

約４００万円ほど、それと、大規模な改

修工事、施設改修事業として６００万円

ほど来年度認めていただいておりますけ

れども、新鳥飼公民館の外壁の塗装工事

をやる予定にしております。

　そのほか、車両の修繕代も含まれてお

ります。

　それと、公民館の耐震診断と耐震化の

計画でございますけれども、公民館につ

きましては、現在最も古い公民館が別府

公民館でございます。別府公民館につき

ましては、平成７年ごろに耐震の診断を

実施したと聞いております。その時点で

は耐震基準をクリアしていたということ

で、それ以来、新しい公民館につきまし

ては、耐震診断を実施しておりません。

　今後の耐震補強計画でございますけれ

ども、先ほども中岡次長の方からお答え

がありましたように、市全体で住宅の建

物についての耐震改修促進計画を策定す

る予定があるために、その中で公民館の

耐震補強についても検討していただきた

いと思っております。

　それと、社会教育指導嘱託員の配置状

況と採用試験についてのご質問でござい

ますけれども、社会教育指導嘱託員につ

きましては、現在、安威川公民館１名と、

そのほかの５館の公民館につきましては、

２名ずつ嘱託員を配置しております。

　それと、新鳥飼公民館図書室につきま

しては、司書の資格のある２名の嘱託員

を配置しております。

　嘱託員の採用試験についてでございま

すけれども、平成１９年度末に１名嘱託

員が退職の予定のために、本年１月に採

用試験を実施いたしましたけれども、採

用試験につきましては、小論文試験と面

接試験を行いまして、公民館の事業、あ

るいは活動等について理解のある方で市

民に対しても十分に応対できるという方

を採用させていただいております。

○柴田委員長　平松室長。

○平松人権教育室長　人権教育研究会へ

の補助金についてのご質問にお答えいた

します。

　補助金の支出内容の主なものでござい

ますが、一つは、図書等購入費として書

籍、ビデオテープ、ＤＶＤソフト、教材

教具等の購入に充てております。購入し

たものにつきましては、研究部会や各幼

稚園、小・中学校へ貸し出しして使用し

ていただいております。

　二つ目が、研修費として使用しており

ます。大阪府人権教育研究協議会等が開

催します研究大会、セミナー等への本市

教職員の参加費となっております。

　また、摂津市人権教育研究会が主催し

ます人権教育研修会等の講師の謝金、あ

るいは六つあります研究部会の活動費と

なっております。

　三つ目が、教育研究会が１年間の研究

成果等をまとめて発行します冊子「摂津

の人権教育」の印刷費でございます。

　そして、その他人権作品展等で使用い

たします消耗品の費用に充てております。
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○柴田委員長　中岡次長。

○中岡生涯学習部次長　一点、主な改修

予定というところが抜けておりました。

３，８４０万円が抜けておりましたので、

ご説明させていただきます。

　体育関係の修繕の計画、今年は２０年

度は、まず予定しておりますのは、スポー

ツ広場の防球ネット１７０万円、青少年

運動広場グランドの整備で７３０万円、

味舌体育館のバスケットゴール改修で９

５万円、鳥飼体育館の更衣室のシャワー

改修で６１万円、柳田テニスコートの人

工芝の一部張りかえで２２２万円、鳥飼

体育館の外壁塗装で７２２万円、また、

体育館４館、グランド２面、テニスコー

ト２カ所、スポーツセンター２カ所の経

常的な修繕料といたしまして合計で３４

０万円、合計で２，３４０万円と先ほど

のスポーツセンターの１，５００万円を

足して３，８４０万円と、こういうふう

に予算計上しております。

○柴田委員長　池上課長。

○池上青少年課長　それでは、私の方か

ら、まず、こどもフェスティバルに関し

てなんですけれども、このこどもフェス

ティバルは以前こどもカーニバルという

ような名前で青少年運動広場で開催して

おりまして、その後、平和公園と大正川

河川敷、また市民体育館、福祉会館施設

等々利用して開催をしておりまして、３

年前から今のガランド親水広場及び大正

川河川敷ということになっております。

　現在の場所で開催しておりますのは、

福祉団体等が模擬店等の開催で協力いた

だいていることもあり、ほか催し等で電

源や水道が必要ということであり、その

施設が近くにあることと、あと、大正川

やガランドの芝生等や階段とかああいっ

た形状を利用した企画等ができるという

ことであります。この場所での開催とい

うのも、ある一定定着してきたと考えて

おります。

　ただ、ご指摘のとおりと言いますか、

以前にも安威川以南で開催できないかと

いうような声もあったと聞いております。

ということで、今後こどもフェスティバ

ルに参画いただいている団体を中心とし

ました実行委員会というのを結成してお

りますが、その中ででも教育委員会とし

まして、また、その実行委員会の中でで

も検討というか、協議していきたいとい

うふうに考えております。

　なお、今年度２０年度につきましては、

男女共同参画センター前というか、今と

同じ場所での開催を考えております。

　それと、三宅柳田学童の新設の分であ

りますが、まずスペース的には６４平米

程度というふうに考えております。これ

は２クラス、独立した別の建物というふ

うに考えております。これは国の補助金

の要綱も変わって、７０人以上の大規模

ホームを独立して開催しなければ、今後

補助金も下りないと、また、ガイドライ

ンでも７０人以上は分割しなさいという

ふうになっておりますので、一つ独立し

た建物をその横に設置いたしまして、運

営としましては２クラス運営というふう

に考えております。

　当然クラスは分けますけれども、日々

の交流はもちながら２クラス運営という

形で進めたいというふうに考えておりま

す。

　それと、放課後子ども教室につきまし

ては、これも今までも申し上げておりま

すが、やはりスタッフの確保であります

とか、場所の確保の問題等々ありまして、

まだなかなか解決できてないところであ

ります。

　ご指摘のとおり、静と動の活動が１カ

所、体育館という一つの場所で混在して
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いるということもあり、常に事故という

か、接触事故等が発生する危険性もあり

ます。そこで、やはりもう少しゆったり

と、また、いろんな活動内容に応じた活

動をしようとするためには、やはり場所

というものが必要になってこようかと思

います。

　この分につきましては、従来からも学

校の協力を得ながらグランドとかもお借

りしながら実施しておりますけれども、

今後も引き続き学校と連携しまして、活

動内容に合った場所の確保でありますと

か、また、スタッフの確保等に努めてま

いりたいと思います。

　教育委員会としましても、学校との連

携をもとに、教育委員会内部でも連携し

ながら進めていきたいというふうに考え

ております。

　なお、増額になっている分につきまし

ては、スタッフの謝金が地域の方の謝金、

現在１，０００円で行っておりましたけ

れども、１，５００円に増額させていた

だいております。

○柴田委員長　田川参事。

○田川生涯学習スポーツ課参事　一点、

サロンコンサートについての答弁をさせ

ていただきます。

　サロンコンサートにつきましては、公

民館３館交代で毎年実施いたしておりま

して、各公民館でサロンコンサートの演

奏を聞いていただいております。

　それと、ロビーコンサートにつきまし

ても実施しておりますけれども、このロ

ビーコンサートにつきましては、公民館

では安威川公民館だけで、これは毎年コ

ンサートを実施しております。

○柴田委員長　川口委員。

○川口委員　全体的な予算の問題なんで

すけれども、いろんな事業の見直しもし

た予算化をしていくということであると

か、非常勤であるがサポートしていくと

か、そういういろいろおっしゃいました。

　今回、代表質問でも取り上げました官

制ワーキングプア、非正規雇用の職員の

問題なんです。出先機関のところが多い

からということで文教の教育委員会関係

は多いというのがご答弁だったわけです

けれども、先ほども、ずっとお話しまし

たように、３５人学級の問題でも働きか

けていきたいということなんですが、明

らかに効果がはっきりと現れている。大

阪府の年間報告の概要を見ても、この３

年間で学校の現場の先生達が、明らかに

ほんとに効果が出ているというのが出て

ます。教育というのは、なかなかその成

果というのがすぐに出てくるものではな

いと思うんです。

　学力テストの成績だけで、ほんとにそ

したら大阪の子ども達が生きる力が弱い

のかというと、決してそうではないと思

いますし、やはり大人になっていく上で、

何がどう力をつけていけるのかというこ

とも大きな問題だと思います。そういう

中で、やっぱり配置すべきところにはき

ちんと正規の人をということですね。

　それと今、柔軟に対応していく、そう

いうことであれば、３５人学級について

も市としてきちんと大阪府待ちでなくて

確保していくということです。少人数学

級の方向をやっぱり求めていっていただ

きたい。独自で主体性発揮していただい

て、そういう予算についてきちんと増や

していただきたいなと、そういうふうに

思いますので、これについては要望して

おきたいと思います。

　非常勤のこの問題で言いますと、例え

ば学童保育の指導員であるとか、先ほど

言いました行政パートナー、学校校務員

の嘱託員の賃金ですね、こういうことで

あるとか、ほんとにいろんなところ、読
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書サポーターもそうです。学級補助員も

そうです。

　これはすごくいろんな熱意を持った人

達が、こういう不安定な中で、きちんと

確保されていくのかですね、そういうこ

ともあります。読書のサポーターの問題

では、ずっと専任司書で配置すべきだと、

そういうことで申し上げてまいりました

けれども、これについては、全く考えな

いのか。とりあえずサポーターの、先ほ

ど、増やしていきたいようなこともおっ

しゃいましたが、これは学級補助員です

ね、緊急性の。今回は統合校にシフトし

てプラス統合校が３クラスになるので、

それの２校ですから、６人プラス緊急性

の高い学校に４人配置、小学校の学級補

助員ですけども、今この状況ではないと

思うんですよね、実際には。緊急性の高

い学校って四つしかないでしょうか。大

変だと思うんですよね。今の学級の経営

がね。それで言いますと、やはりもっと

きちんとそういう中で確保していくとい

うことが必要ではないかなと思います。

　先ほどの羽原部長の答弁で、アウトソー

シングであるとか、職員適正化計画、単

純な作業であるとか、一時的な問題であ

るとか、そういうこともおっしゃいまし

たけれども、摂津市は大阪府下で３１．

２％ぐらいの非常勤・臨時職員の割合な

んです。河内長野市などは５０％を超え

ているということで、報道なんかもされ

ておりましたけれども、今後についても、

こういうようなやり方でまだまだ非正規

の人を採用していくのか。私は、学童保

育の指導員というのは、もうちょっとき

ちんと身分が確保されてしかるべきやと

いうふうに思っております。

　そういう点については、今後について

も、やはりまだ増やしていく気なのかと

いうことですね。例えば学校の図書館の

サポーターであるのは、きちんと正規の

人を採用すべきだと思っております。そ

ういう人で補っていく必要があると思い

ますけれども、こういう点についてもま

だまだ増やしていこうとしているのか、

このことについて、再度確認をしたいと

思います。

　それから、施設の改修の問題ですけれ

ども、小規模工事等希望者登録制度とい

うのが平成１９年の４月から２０年の１

月までの実績でいうと、概ね３０万円以

下の修繕料について希望者の方、大手の

会社に随契をずっと繰り返すんじゃなく

て、いろんな地元の業者の人が仕事がで

きるようにということでこの制度が始まっ

ているわけですけれども、去年３０８件

あって、教育総務課や学務課に関係する

部分が１６６件の件数があって、そのう

ち発注が８５件、受注が８４件、全体は

１４１件なんで、そのうちの６０％が教

育委員会関係に関することです。

　いろいろな設備の改修、補修あります

けれども、これについては、もっといろ

んな地元の業者の方が仕事ができるよう

に、一つの業者に偏ることのないように、

この辺についてはきっちりやって、もっ

ともっと広げていただきたいなと。それ

だけ教育委員会のそういう仕事が多いと

いうのがね、やっぱりわかったと思うん

ですけれども、ぜひその辺については、

さらに広げていっていただきたいなと思

います。

　大体の補修費、説明をしていただきま

したけれども、現場の声をしっかり聞い

ていただいて、十分また対応できるよう

にお願いしたいなと思いますので、要望

しておきたいと思います。

　ただ、耐震補強のこの問題の工事の関

係で言いますと、第四中学校へ見に行か

せていただきました。前も気がついてい
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たんですけれども、四中の体育館なんか

の玄関のゆがみというか、私の眼鏡がお

かしいんかなと思うぐらいゆがんですご

いんで、こんなになってるのかって、ま

た改めて驚いたわけです。前回トイレを

見させていただいて、トイレのあきれた

透視ガラスの建設の問題では、ほんとに

あきれるばかりやったんですけれども、

学校がほんとに対応に苦慮されました。

　体育館と校舎もちょっと見させていた

だきましたけれども、校舎の方は、ほと

んど中間の柱がないから、どうやって耐

震補強工事するんでしょうな、という現

場の声がありましたけれども、今の技術

やったら何でもできるんかなって思った

んですけれども、柱がない。四中の体育

館でもほんとにすき間がこっちとこっち

と大分いがんでいて、それはなぜかと言

いますと、一次診断はソフト上で、図面

上でやったけれども、学校教育総務課の

方は現場のことをよくわかっておられる

と思うんですよね。もちろんちゃんと見

に行っていただいていると思うんですけ

れども、その辺でいうと、やっぱり四中

が先になったのかなと。

　二中も地盤沈下が激しくて大変。いろ

いろあちこち。さっき水道管の破裂とか

いうのもおっしゃいましたけれども、い

ろいろ問題が出てますよね。そういうの

でいきますと、やはり急がなければなら

んのではないかと思うんですよ。

　特に先ほど工事の点でいうと、別府公

民館の関係でおっしゃいましたけれども、

平成７年のときには診断をクリアしてい

るというふうにおっしゃいましたけれど

も、建築年度からいうと、これはもっと

しっかりちゃんと見なあかんというとこ

ろやと思うんです。２階建ても全部せな

あかんということになってますので。

　こういうところで見ますと、やっぱり

急がなければならないと思うんですよ。

それは教育委員会だけ違って、市全体と

しても学校の施設で、昼間にほんとに大

地震起こったら、子ども達がいてるわけ

ですから、そこはきっちり早く対応して

いかないとだめで、今の話ずっと聞いて

ますと、一体何年かかるんかなと、１０

年で済まないのかなと思ってしまったん

ですけれども、二次診断して実施設計し

てって３年かかるわけですから、それで

いうと、今後の耐震化計画について、私

は、ある程度財源も見積もりして、普通

教室のエアコンもそうなんですけど、あ

る程度積算できるでしょう。大体できる

でしょう、耐震補強工事というたら、も

うね。

　その中で、第一次診断全部済んでるわ

けですよね。学校施設は、全部第一次診

断は済んでるわけですよね。それでいう

と、いろいろＩｓ値を見ないとわからな

いというのもあるかもしれませんけども、

ほぼずっと見てると耐震の大体予算とい

うのかな、実際に要る金額というのは、

大体よく似ていると思ってるんですけれ

ども、そういう中で改修とかがついてく

ると、すごく予算が膨らむと思うんです

けれども、これはやはりはっきりと、

「こうしたい」という、「来年にはここ

をしたい、こことここをしたい、大体こ

れぐらいの予算が要る」と持ってるんじゃ

ないですか。予算的には積算してるんじゃ

ないですか。首振ってはりますけど、エ

アコンを普通教室に全部入れたら大体ど

れぐらい要るのかなと。今回１台幾らぐ

らいのエアコンが入るんかいなと思って

見てたんですけれども、それも確認ちょっ

と教えてください。

　普通教室にエアコンなどを入れると実

際どれぐらい要るのかというのは積算は

してないんですか。これは計画を持つ上
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では必要やと思うんですよね。努力して

いくかな、そういうはっきりと余り言っ

ていただけてないと思うんですけれども、

そういうところにもきっちり予算使って

いくということが大事だと思うんですけ

れども、もう一度お願いしたいと思いま

す。

　耐震とエアコンの件については、そう

いうことでお願いします。お聞きします。

　さっきの校務員の補助の嘱託員のこの

問題ですけれども、さっき言うたように、

２１年度まで採用は凍結されているから

ということだったんですけれども、現場

の声、３年やっと慣れてもらったなと思っ

たら、またやめはると。また今度は新し

い人来たら、今の現職の校務員の方が、

また一から教えなければならないと、い

ろんなことについてもね。そういうこと

になっておるわけですよね。

　結局いろんなノウハウも継承されてい

くのかいかないのか。いかないと思いま

すけれどもね、やはり学校校務員の雇い

どめといいますか、そういうのがこれか

らももっともっと増えていくのではない

かなと、そういうふうに思っておるんで

すけれども、２１年度までは採用が凍結

されているけれども、その後についても

どんなふうに考えているのか。今実態が

こうやというふうに言っております。全

然、実態に問題ないと考えておられるの

かですね、３年間そういうのをやられて。

現場がこういうきちんとした人を採用し

てほしいと、そういう声が聞いているわ

けですけれども、そのことについてはど

うなんですか、お聞きします・

　交通専従員も地域の子どもは地域で守

る、当然なんですけれども、今もいろん

な方が努力をしていただいております。

そういう中で、今の１１カ所１７名で、

もうこれ以上は今は必要ないというふう

に見ているのかということなんです。長

年これであります。これだけ交通量もふ

えたりしてきてて、いろんな犯罪も起こ

りやすくなっているというそういう中で、

見守り隊ができたり、セーフティパトロー

ル隊ができたり、そういうのは頑張って

みんなやっていただいていると思うんで

す。昨日も別府小学校のお母さんが、朝

ちゃんと旗持って、朧ケ橋交差点のとこ

ろをちゃんと立って朝、仕事持ってはる

人でもやってはりますよね。やっぱりそ

れなりの親も頑張っていると思うんです

よね。そういう中で、これまでどおり同

じように今度は味舌小、三宅小の関係で

は交通専従員増やすけれども、ほかのと

ころでは現状のままでいいと判断してい

るのか。ほかに増やさへんねんからいい

と判断してはるんだろうなとは思うんで

すけれども、どうなんですかと聞いてお

ります。現状のことについて、再度確認

したいと思います。

　学力の定着度調査や全国一斉学力テス

トですね、これ受けて今後プランを作成

していくということなんですけれども、

小学校６年生と中学校３年生が、ずっと

テストばかり受けてる感じするんですけ

れども、先ほど個人情報の混乱はないと

いうことなんですけれども、学籍番号は

書くんでしょうか。そのことについても

確認したいと思います。

　学籍番号を書くんであれば、それはやっ

ぱり特定できるということでありますけ

れども、全体の傾向やそういうのを見る

んであれば、それも必要ないと思います

けれども、いかがでしょうか。

　中学校の部活動については、この間も

ずっと学校の先生の多忙化とあわせて部

活動の指導ということで問題にしてきま

したけれども、引き続き、体力と言いま

すか、先生がクラブ活動の指導中倒れた
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りとか、そういうことの多忙化で大変な

ことにならないように充実していただき

たいと思いますし、この部活動に参加し

ている子ども達のいろいろな特にスポー

ツであるとか、それから、吹奏楽なども

楽器の問題とかもありますけれども、自

己負担ができるだけ少なくて済むように、

さらに補助を増やしていっていただきな

いなと要望しておきたいと思います。

　人権教育の研究の関係なんですけど、

大阪府との人権協との関係で、前も問題

にしております部落解放同盟が前にも作っ

ておりました「にんげん」の本について

は、発達段階に応じてそういうのを使っ

ていくとかいうふうに教育方針の中にも

書かれておるわけですけれども、ここと

の関係でいうと問題はないのか。少しで

も改善したとか、変えたとか、そういう

ことがあれば教えてください。いろんな

ことで見直しが必要であると思います。

　もちろん生きるための人権であるとか、

それから、戦争の悲惨さであるとか、平

和教育であるとか、命の大切さであると

か、そういうのは大切だと思いますので、

そういう点については、もちろん大事な

ことだと思っておりますけれども、部落

解放同盟との関係ではどうなのかという

ことだけ確認したいと思います。

　小学校の給食調理の関係です。

　今年からいよいよ始まるわけですけれ

ども、前にいただいていた学校入札の一

覧表で見てみますと、名阪食品がやって

る学校というのが堺市や八尾市とか大東

市とかそういうのがあるわけですけれど

も、これ、そのあともどんどん進んでき

たんやなと思って見てたんですけれども、

この名阪食品のこの２０校以外に３９校

まだあるということなんですけど、どこ

ら辺を受けてはるのかですね、わかれば

教えてください。

　それと、正職員４名とパート社員４名

で２，１００万円の委託料です。もう一

つは、給食調理員パート等の賃金が１，

９７９万７，０００円であがっておりま

す。これ、民間委託でこんなに安上がり

でやるということについて、プロポーザ

ルで説明されましたけれども、経過につ

いては加点方式で採点をしていって、こ

こになったというふうにおっしゃいます

けれども、前回もらった資料で言います

と、例えば一冨士フードサービスとかナ

ニワフード、日本誠食、阪神給食、こう

いうところ大体同じようなところの市の

民間委託受けてるところが多いんです。

ナニワフードは全部名阪食品とかぶって

おります。同じ自治体がね、大体。この

もらった資料の中で見たときにね。やっ

ぱり業者のすみ分けができていくんでは

ないかなというふうに見てるわけですけ

れども、堺市なんかでは２２校、八尾市

８校、こういうことですけれども、ここ

に選定されたというはっきりした理由が

いまいちよくわからないんです。一体何

が、どうよかったのか、再度確認をした

いと思います。

　学校給食の食材については、これまで

も栄養士や学校給食会、そして学校の現

場の先生達ともいろんな話をされて、例

えば無農薬、農薬のかかってないミカン

であるとか、私の子どもなんかでも、そ

ういうので教えていただいたことがあり

ますけれども、かなり努力をして、今の

この安全な食材をということで頑張って

きたというのは評価するところなんです。

　ただ、加工食品なんかの検疫について

も加工食品についてはフリーパスであっ

たということであるので、引き続きこの

チェックはしっかりしていただきたいし、

いろんな食材があがっておりますよね。

そういう点について、今の子ども達の学
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校給食費ですね、そういうところで影響

は出ないのか。既にいろいろ納入費のと

ころでは今後どんどん上がっていきます

よね。牛乳であるとか、小麦であるとか

いろんなんが上がっていきますけれども、

そこについてはどうなのか、もう一度お

願いいたします。

　私立幼稚園の就園奨励費や保護者補助

金のことについては、さらに今後の北摂

の中では保護者補助金については３歳に

も拡大はしましたけれども、金額自身が

まだまだ少ないと、そういうことなんで、

もう少し他市との比較なんかも見てもらっ

て、充実していただけるように要望して

おきたいと思います。

　フレッシュコンサートの件なんです。

これは担当されて頑張ってチケットをい

ろいろ売って頑張っておられた方から要

望もいただいているわけですけれども、

私達も、かなり３枚、４枚とか券を普及

するのに協力させていただきました。ほ

かの方もそうだと思うんです。

　そういう中で、やっぱり中身というの

はすごくよかったんですよね。やっぱり

いろんな音楽祭で奨励賞をもらいはった

摂津市内に住む人ですよね、そういう人

が出たりとか。それから、それなりの成

績を取られた人が、このフレッシュコン

サートで出ておられますよね。そういう

方への謝礼なんかについては、全然要ら

ないのか。手づくりのいろんなものがや

られるというのはいいことなんですけれ

ども、チケット５００円でね。５００円

もいいのかどうか、そういうことも含め

て、やはりもっともっと音楽連盟の方な

んかと文化を育てていく、引き上げてい

くということでいうと、安けりゃいいと

いうものでもない。無料でよければいい

というものでもこれはないと思うんです

ね。出られる方に対してもですね。そう

いう点でいうと、もっと精査をして、い

ろんなチラシの件でも、チラシもそんな

に手づくりみたいな感じでやったと思い

ますし、余りにもちょっとお粗末。いろ

んな意味でね。

　そのことについて、やっぱり音楽連盟

の方の、中心になってやられた方の意見

なんかも、もっとよく聞いていただいて、

予算に反映していくというのが市の仕事

やと思いますので、担当課のね。そうい

う要望があれば、予算の増額に向けてちょっ

と増やしたとおっしゃいましたけれども、

中身について、５００円のチケットでこ

ういうフレッシュコンサートを見れると

いうことなんですけれども、そういう内

容のあり方についても問題意識持ってお

られる方もおられますので、ぜひこれは

また改善していただけるように、中身取

り組む段階でもよく相談していただいて、

やっぱり改善していただきたいなと思い

ますので、要望しておきたいと思います。

　学童保育室については、職員の身分に

ついては、もっときちっと安定した雇用

になるように、身分の安定を図るために

努力をしていただきたなと思います。

　放課後子ども教室についても、場所の

確保であるとか、指導員の問題について

も学童保育室とも連携を取りながらも、

やはり独自性も発揮してもらって、余り

無理しない形で、子ども達にも余りにも

ね、「絶対来なあかんで」みたいなんで

はなくて、もう少し自由な形でできるよ

うな、そういう形が望ましいのではない

かなと思いますので、よろしくお願いし

たいと思います。

　公民館の社会教育指導嘱託員なんです

けれども、今年１月に面接を受けた方か

ら、面接官の態度がすごく威圧的な感じ

がしたと。その方の受け取り方もあるも

しれませんけれども、今日は何の日です
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かと言われて、ちょっとわからなかった

と。防災の日だったらしですけど、そん

なことも知らんのですかというね、そう

いう面接官の言葉が。こういう嘱託員と

いうことでも、「ほか仕事行ってるより

はまだ安定してるかな」ということで、

応募されるいろんな市民の方がおられる

わけですよね。特に女性が多いです。

　そういう中で、やはりいろんな方の、

そういうことも知らんのかみたいなね。

面接に来るんやから、やっぱりいろんな

ことを勉強して行かなあかんというのも

あるかと思いますけれども、どういう人

がふさわしいのかというので絞り込むの

は大変だと思うんですけれども、面接に

行った方が不愉快な思いはしないように、

「職員が偉そうに面接してるわ」みたい

なね、そういう態度で受け取られるよう

なことでは困ります。その辺については、

今後もまたいろいろ採用していかれると

思うんですけれども、もっと慎重に丁寧

にやっていただきたいなと思いますので、

要望しておきたいと思います。

　公民館の運営に当たって代表質問でも

取り上げました公民館運営審議会を開い

てきたと。必置規定が外されて、館長で

すね。公運審もそうなんですが、そうい

う中では摂津は公運審は開きながらてやっ

てきてます。館長の選出についても、い

ろいろ問題提起してきたつもりなんです

けれども、ぜひ公運審の中で、館長の選

出であるとか、そういうこともしっかり

と相談していただいて、運営の公民館の

運営の中身であるとか、いろいろちょっ

と問題聞いておりますので、そういう点

については、やっぱり運営審議会でしっ

かりと利用者の方とか、そういう方達の

意見がきちっと論議されるように運営の

方をしっかりとしていただきたいなと思

いますので、よろしくお願いいたします。

　体育の施設費なんですけど、温水プー

ルの維持補修には幾らかけるんですかと

聞いてるんです。それと、今回は何もか

けないということになるんですかね。今

の説明でいくと。教えてください。

　それから、去年の予算で駐車場の確保

いうことで、十三高槻線の高架下のとこ

ろの駐車場が、まだいまだにオープンさ

れておりませんが、これはなぜなのか、

このことをお聞きしたいと思います。

　あと、全体の予算で総括的に言います

と、やはり学校教育法が変えられて、学

校現場の先生達は大変忙しくなる。そう

いう中で、教師の育成評価システムであ

るとか、それから、副校長や管理職が増

えるという中で、教員の多忙化がさらに

進むので、できるだけ加配も含めて、先

生達のメンタルヘルスにも気をつけてい

ただいて、子ども達にいい教育ができる

ように一丸となって取り組んでいってい

ただくように。今日お願いしたことは

「絶対だめ」ということでなくて、３５

人学級の少人数学級などについても、ぜ

ひ前向きに検討していただきたいと。教

育委員会の主体性を持ってやっていただ

きたいなと、そういうふうに思いますの

で、要望しておきたいと思います。

○柴田委員長　馬場次長。

○馬場教育総務部次長　耐震の今後の計

画の見通しがどうなんだというお問いな

んですけれども、担当参事も申し上げて

ますように、私どもは、今回の統廃合に

あわせて柳田小学校の耐震をさせていた

だく中で、小学校あと６校、中学校はあ

と４校がまだ耐震性というのが整ってな

いということを把握しております。

　従前は、１校全部ではなくて、１棟方

式といいまして、それぞれの学校の緊急

の１棟を毎年１校ないし２校やっていっ

ておったんですが、それでいきますと、
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なかなか見通しが立たない状況がござい

ました。

　それで、この統合にあわせまして、該

当する学校があと１０校になりましたの

で、今までのような１棟方式でやってい

くのではなくて、できれば私どもは、丸々

校舎と体育館を１年間でやることによっ

て、あと１０校をやっていきたいと、そ

ういうふうな形で考えておるわけですが、

しかし、これとても交付金の確保がまず

必要でございます。国の方から耐震する

ようにという強い指導もございますが、

いずれにしましても交付金につきまして

は当該年度にするためには、前年度に計

画を出して、翌年度に内定いただくとい

うそういう繰り返しをしていかなきゃな

らないために、その交付金の確保のまず

力を入れております。

　それで、今年度も昨年度もそうですが、

できるだけ交付金を確定させるために最

終３月の補正予算で予算を組んでいただ

いて、全額繰り越しをすることによって

前もって交付金が確保できるような、そ

ういう手法等も使いながら交付金の確保

をする努力いたしております。今後もそ

ういう努力をしながら、毎年１校ずつい

きたいと。

　ただ、交付金が確保できましても、次

には市全体の財政状況の中で、私どもが

考えているような形で予算化ができるか

どうかということもございますので、こ

の交付金の確保と財政を見ながら、今後

とも着実に進めていきたいと考えており

ます。

　それで、先ほど言いましたように、１

校は３年計画しますので、来年から四中

の耐震をし、実施設計をし、それと工事

をやると。できれば再来年以降また並行

して耐震診断をし、実施設計をしという

ことで重ねながらやっていくことによっ

て、なるべくこの１０年の早いうちに財

源確保できれば、そういう方向でやって

いきたいと考えておりますので、その辺

の形でご理解お願いしたいと思います。

　それと、エアコンの部分につきまして

も、これも一応予算見積もりをする中で

は、一つの教室で幾らということではな

くて、今の現状の中で、受変電設備と図

書室と音楽室等を入れる中で、トータル

で幾らかという参考見積もりを取ってお

りますので、個別に室外機は幾らとかそ

ういう形は私ども持ち合わせておりませ

ん。

　ただ、これは当初予算で設計予算はい

ただきましたので、設計業者に発注する

中で、精密な積算をしていただいて、最

小の経費で目的が達するような形でいき

たいと考えておりますので、よろしくお

願いしたいと思います。

　それと、今後、補助員が３年で契約が

できないということで、その経験なりの

引き継ぎがどうなんだ、ということでご

ざいますが、これにつきましては、私、

先ほど３次行革の中で、小学校にも３年

の嘱託員を入れることができるというふ

うなお話をしましたが、それ以前の大規

模校につきましては補助員を臨時職員と

いう形で入れておりました。この臨時職

員になりますと、１年契約でございます

ので、非常に不安定でもあり、難しかっ

た状況がありましたので、この３次行革

をする中で、校務員の代表とも協議しな

がら、中学校正職２名だったものを１名、

それと臨職１名にすることによって、小

学校にも今までの臨職員ではなくて、一

応３年契約はできるそういう行政パート

ナーを入れることによって、少しでも学

校現場の作業がスムーズに行くようにと

いうふうな形で校務員の代表とも話しな

がら導入した制度でございますので、い

－46－



ましばらくこの制度の中で効率的な維持

補修に当たっていただきたいと、そうい

うふうに考えておりますので、よろしく

お願いします。

○柴田委員長　羽原部長。

○羽原教育総務部長　非正規職員の雇用

の問題でございます。

　先ほどご質問で、非正規職員、臨時職

員の雇用がこれ以上増えるのか、正職で

補充ができないのかというご質問でござ

いました。

　雇用の考え方については、先ほどご答

弁を申し上げたとおりでございますが、

ただ、正規職員のやるべき業務、これは

基本的には、例えば職員がやることを求

められるような、要するに他に業務を任

せることは禁止されているようなもので

あるとか、明らかに公権力としての行使

をするような業務であうとか、現実的に

申し上げますと、ほかにはそこでの所管

の仕事を企画し、決定し、執行していく

ような業務は、やはり基本的には市職員

であろうというふうに思うんです。そう

いうふうに考えますと、おのずと限度は

あろうかなというふうには考えておるわ

けですが、先ほど校務員のお話もござい

ましたけども、校務員なんかでも学校と

の行事の打ち合わせをしたり、予算を確

保するための作業をしたり、それぞれの

物を発注したり、その各学校での業務を

企画管理、運営していくのが正規職員か

なというふうに思いますけども、その人

の一定の指示を受けながら具体的な作業

をしていく中では、例えば花壇の水やり

であるとか、草の清掃であるとか、校内

の清掃、個々の業務については必ずしも

豊かな経験というものが必要ではないと

いうふうに思いますので、その辺は、や

はり仕分けをしながら非正規の職員であっ

ても可能と。おっしゃるようにノウハウ

ということは確かにあるんですけども、

長い間蓄積したノウハウがなければだめ

だという仕事ばかりではないわけですか

ら、それはやはりそこで区分をしながら、

雇用関係をつくっていくべきかなという

ふうに思っています。

　もう一つは、今の公務員制度の問題が

ございまして、例えば学童ということで

すけども、学童の職員の方は、基本的に

昼からの勤務がメインになっております。

そうなりますと、今の正規職員よりは勤

務時間がどうしても短くなってしまう。

今の公務員制度の中では、短時間の正規

職員制度というのが制度的にございませ

んので、これは法律的に見ましても、正

規職員の雇用の形態にはなじまないんだ

ろうな、というふうに考えておりますの

で、そういういろんな側面から考えます

と、おのずと限度はあるにせよ、やはり

正規職員と非常勤職員との一定の組み合

わせの中で、より合理的な行政運営をし

ていく必要があるのかなというふうに考

えております。

○柴田委員長　北野課長。

○北野学務課長　それでは、１点目、交

通専従員の件にお答えしたいと思います。

　１１カ所１７名は、決してそれで十分

だとは我々は考えておりませんが、先ほ

ども、ご質問の中にありましたように、

保護者を含めて、その地域のボランティ

ア活動の輪が非常に広がりつつあるとい

うのは認識しておりまして、そこで公費

を入れて専従員を立たせることについて、

その動きに水を差すんではないかという

ような懸念もございます。

　ただ、それぞれの校区の実態というの

は特徴があると思います。それら校区の

実態に応じて、そういう地域ボランティ

アとの兼ね合いも斟酌しながら対応をし

てまいりたいというふうに考えてます。
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　続きまして、給食の委託の選定の件で

ございますが、名阪食品株式会社の他の

実績はどうかということでございますが、

資料には大阪府内の実績を書かせていた

だいたところで、この会社、本社が奈良

県にございますので、例えば橿原市では

９校の実績、大和高田市では２校の実績、

あと、名張市で１校。これは滋賀県にな

るんですが、守山市で２校、東近江市で

１校。また、これは関東になりますが、

さいたま市で２校と、それぞれ自校方式

の実績では、こういう府外にもあるとい

うことでございます。

　続きまして、プロポーザルにおいて決

め手となった理由はどうかというお問い

なんでございますが、５点の指標でもっ

て評価いたしたわけでございますが、ま

ず、１点目の請負金額が、この５社のう

ち低い方から２番目であったというのが

大きな点かなと。

　もう一点、職員配置の問題がございま

す。

　職員配置もここは正規職員４名、パー

ト４名の８名という人数的にも非常に多

い体制をとっていただき、中でもパート

の職員も含めて経験者を配置するという

提案をいただき、より安心して任せるの

ではないかと。

　もう一点目は、衛生管理、業務運営方

針でございますが、ここの自社の調理マ

ニュアル、これは私どもの方の学校栄養

士等が見まして、我々の持ってます調理

マニュアルと遜色のない非常にすばらし

いできであると、こういう面からも、こ

この業者に任せるということでございま

した。

　あと、給食の食材の高騰の件でござい

ますが、さきの本会議でも答弁させてい

ただきましたが、食材の高騰、小麦粉、

牛乳、ご指摘のとおり値上がりしており

ます。このことについては、将来的に非

常に大きな課題になってくるというふう

に考えておりますが、平成２０年度につ

いては値上げは考えておりません。

　これにつきましては、献立の工夫であ

るとか、あるいは物資調達において見積

もりの仕方ですね、現在、月単位の見積

もりを学期単位に広げてロットを大きく

して単価を下げるとか、そういう工夫を

検討しておる次第でございます。

○柴田委員長　大路参事。

○大路教育総務部参事　それでは、学校

教育課にかかわります２回目の答弁、２

点にお答えをいたします。

　まず、学校読書活動推進サポーターの

今後ということで、司書と司書教諭等に

ついての方向性のことがお尋ねであった

かと思いますが、この推進サポーター、

読書サポーターと申しておりますが、こ

れは今回の平成２０年度で小学校１０校、

中学校５校のすべての小・中学校に配置

をしますので、仕組みといたしましては、

この仕組みで対応を今後とも続けたいと

考えております。

　それはご存じのように、各学校には、

いわゆる兼任でございますが、司書教諭

の配置と学校図書館等の担当者がおりま

すので、その中での業務を補助するとい

うような役割で、この仕組みが大きく生

きるものと確信をしておるところでござ

います。

　続きまして２点目、国の学力調査等の

番号の問題でございますが、これは学籍

番号、出席番号は表記をいたしません。

そのテストのときに学校独自で作成した

番号で、その数字等の配置といいますか、

配合について学校が管理することによっ

て、その番号についても万全の体制をと

るという仕組みで取り組んでおるところ

でございます。
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○柴田委員長　平松室長。

○平松人権教育室長　大阪府人権教育教

育研究協議会についてお答え申し上げま

す。

　大阪府人権教育研究協議会は、幼、小・

中学校教職員で構成します人権教育の研

究団体でございます。部落解放同盟とは

関係ございません。

　それから、人権教育副読本「にんげん」

についてでございますが、「にんげん」

は平成１４年、１５年に内容が改訂され

て、さまざまな人権課題がテーマとして

盛り込まれております。使用に当たりま

しては、各学校の年間指導計画に基づき

まして、必要な教材を選択していただい

て使用していただいております。

○柴田委員長　中岡次長。

○中岡生涯学習部次長　温水プールの件

でご答弁申し上げます。

　温水プールの修繕に関しましては、概

要の１３７ページに温水プール管理事業

というのがございます。委託料で７，９

７３万円、この中に修繕料も含めまして、

今年度は３５０万円、これは指定管理者

のところへ全体として管理委託している

ものでございます。３５０万円入れまし

て、もちろん人件費とか修繕料とかも含

めてでございます。

　修繕。聞いておるのは、ろ過ポンプ吸

い込みバルブの修繕、ラインポンプの取

りかえ等大きな事業です。

　それから、一般的に蛇口が飛んだとか、

そういった緊急的なものでこの３５０万

円のうちの５０万円は、そういった細か

いというたら語弊ありますけども、蛇口

とか金物が取れたとか、そういったもの

の修理の分、それから今、ポンプ関係の

大きなもの、こういったものを入れまし

て３５０万円ということでございます。

修繕料として３５０万円、全体の７，９

００万円の中でそれを含めております。

　それから、温水プールの駐車場でござ

いますが、ご承知のように、あそこは大

阪府道に捨てられましたテレビ、冷蔵庫、

単車、自転車等々が三島圏内のものがあ

そこへ寄ってくるというようなことで、

当初半分を使ってということで、なかな

か寄せるのに大変でして、関係課にご協

力をいただいて引き上げてもらったりし

て整理をし、寸法をはかりながら茨木土

木事務所と協議を重ねておりました。

　府の方からの指示、指導等がございま

して、精査した図面を持って来るように

というようなこともございまして、遅れ

てきて現在に至っております。

　なお、１９日にはオープンして一般に

供するように段取りをしております。

　なお、もちろん警察との道路占用願い

とかそういったものもございまして、あ

るいは橋脚部分にバリケード、ぶつかっ

ても大丈夫なようにというような追加の

指示がございましたりしてその対応をし

ておりましたので、遅れてきたのが現状

でございます。

　しかし、１９日にオープンするという

ことでご理解いただきたいと思っており

ます。

○柴田委員長　田川参事。

○田川生涯学習スポーツ課参事　公民館

の館長の選任について、公民館運営審議

会の意見を聞いてから選任してはという

ご質問でございますけれども、公民館の

館長の選任につきましては、平成１５年

以前、社会教育法第２８条の２項の規定

で、教育委員会はあらかじめ公民館運営

審議会の意見を聞かなければならないと

いうことになっておりましたけれども、

平成１５年７月施行の社会教育法におい

て改正されまして、この規定は一応削除

されております。このために、現在のと
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ころ、館長選任について公民館運営審議

会の意見について、あらかじめ聞くこと

は行っておりません。

○柴田委員長　川口委員。

○川口委員　今回、代表質問でも委員会

でも非正規雇用の問題、やっぱり深刻だ

と思うんで取り上げております。そうい

う中で、羽原部長の方からは、いろいろ

ご説明あったわけですけれども、学童の

指導員についても、やはり給与なんかに

ついては改善をすべきだと思いますし、

身分の安定を図っていくように非正規で

あってもきちんとしていただきたいし、

いろいろ今調べてるわけですけれども、

例えば生理休暇があるとか、いろんな介

護休暇があるとか、そういうのでいくと、

臨職や非常勤については、なかなかそう

いうのは認められていないということで

すよね。そういうところの中で、そんな

に責任を持たせないような仕事をすると

か、そういうこともおっしゃっておられ

ましたけれども、実態的にはそうなって

ないところもたくさんあると思うんです

ね。同じように仕事をしているというの

もあると思うんです。

　そういう点でいくと、やはり身分を安

定させるということで考えていただきた

いし、先ほど学校の校務補助嘱託員なん

ですけれども、せっかく慣れた３年間の

そういう方が、次また来ることはできる

んですか、できないんですか。できない

んでしょう、結局。それはやっぱり少し

でも長く安定して働いてもらえるという

ことで３年間というのをつけはりました

けれども、それはほんとに都合のええね、

市の方の言い分であって、やはりそうい

う非正規の人を次から次と不安定なまま

で採用し続けることについては、やっぱ

り問題あると思うんです。

　その人を同じように採用できないわけ

でしょう。今回１５人の採用を募集した

けれども、やはり全部集まってない。そ

ういうことで、また違うやり方をされて

いると思うんですよね。そういうことに

ついて、やはりこの問題多いと思うんで

す、まだまだね。やはり国の方とか市の

方の行革プラン、骨太の方針であるとか

何かいろいろそういう中でありますけれ

ども、学校の現場の中で、子ども達が通

う学校の中を多くの人達が力寄せ合って、

いい学校をつくろうということで頑張っ

てるわけですね。そういう中で、やっぱ

り少しでも身分の安定する、そういう人

達をきちんと確保していくというのは、

講師の派遣とかそういうのをおっしゃっ

ておられますけど、そういうのでもやっ

ぱり大変大切だと思っておりますので、

その点については、今後ともまた問題提

起していきたいと思います。

　交通専従員の問題では、現状について

今のままでええと思ってるんかどうかと

いう、だから、ほかのところは増やそう

としないのかって聞いてるわけです。必

要でないと思ってるから増えせへんので

しょう。毎年毎年これできてるから。だ

から、現場の地域の通学路の安全対策、

今回統合の中で、ずっと歩いて、やっぱ

りこういうところは危ないなというのも

よくわかられたと思うんですけどもね。

他の通学路については、もうほんとに今

の現状のままでよいというふうに認識し

ているということを確認してますので、

増やす必要はないと思っているっておっ

しゃるんなら、そういうふうにおっしゃっ

たらいいし、増やすべきやと思っている

というんだから、増やすべきと思ってま

すと言うていただいたら結構なんですが、

いかがでしょうか。

　学力テストのこの件では、成績とかそ

ういうことだけで子ども達をつかむとい
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うことではなくて、本当にもっとゆっく

り、じっくりというのも大切だと思いま

すし、本当に子ども達、朝学校に行った

ら本を何分か読みなさいとか、私はそう

いうことではないと思うんです。もっと

地域に図書施設があり、いつでもどこで

もそういうのに触れられるような、もっ

とじっくり、ゆっくりと人格形成をして

いけるような環境も、本当は必要だと思っ

ております。だから、何かいろんな評価

の仕方があると思いますけれども、でき

たらこの学力テストは、やっぱり、「ま

た受けさすんか」と思っているんですけ

れども、受けさすべきではないと本当に

思いますが、学校の摂津の市教委の先生

達が、一番子ども達の状況をよくわかっ

てはると思うんです。何も全国学力一斉

テストなんかせんでも、わかってはると

思うんです。子ども達がやっぱり進路を

していく上で、それぞれの個性を生かし

たところに進んでいっていると思います

し。そういう点では、今後ともこれは、

言うたら批判的な目を持って、やっぱり

子ども達を守るということで頑張っても

らわないと困るなと思っております。

　人権教育の問題では、府の人権協と部

落解放同盟との関係はないとおっしゃい

ましたけれども、いろんなところで問題

になっております、府議会でも。こうい

う点では、「にんげん」の本を、いまだ

にやっぱりそういう人権の問題として活

用するということについて、やっぱり問

題があると思いますので、この点につい

ては改善を求めていきたいと思います。

　学校給食の委託が今年から始まるわけ

ですけれども、実際、本当にもうどうい

う状況になっていくのかなと思いますけ

れども、やはり、これまでやってきたと

同じように、後退させることのないよう

に、しっかりとチェックしていただきた

いと思いますので、またこれは今後も、

ずっと見ていきたいと思います。

　耐震の問題でいきますと、「１０年間

でやっていきたい」というようなことを

おっしゃいましたけれども、大体一次診

断が終わっているから、さっきから何回

も言ってますように、財源の裏づけは難

しくとも「次はここ、次はここ」こうい

うのはもうある程度できるはずなんです。

耐震補強を第一次やったところもあると

思いますので。それが、いただきたいん

です。文教常任委員会にこういう資料を

提出していただけないでしょうか、去年

の１１月にはもらっておりますんで。部

長も教育長もこういう計画を持たなだめ

だと思うんですよ、もう本当に。統廃合

する学校もないでしょう、これ以上。こ

ういう計画を持って、やっぱり避難所と

しても確保せなだめなわけですから、教

育委員会としては、やっぱりこの学校施

設を、子ども達を中心にやるということ

で、こういうのはつくれますか、どうで

すか。財源までは難しいとおっしゃるん

やったら、そこまでは言いませんけれど

も、財源も確保するために頑張ってほし

いと思うから。今、大体もう１０年です

けど、来年は、私、中学校も二中やない

とだめやと思いますよ、やっぱり順番と

したら。普通に考えても、そうわかると

思うんですけれども。そういうのはいか

がですか。きちんとそれを確保してくだ

さい。

　それから、フレッシュコンサートの問

題は、ぜひ改善を求めていきますので。

　温水プールのが３０年から４０年とおっ

しゃって、何かさらに延びたんかなと。

去年もそういう答弁やったんかなと思っ

て、思い出さなあかんなと思っているん

ですけれども。毎日毎日稼働してて、維

持補修をやっていたけれども、まだ耐用
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年数に来ていないと、そういう判断です

ね。そういうことで、いいわけですね。

まだ建て替えの時期ではないという、そ

ういうことで受け取っていいんでしょう

か。だから、ひたすら温水プールと同時

に、子ども用の親水プールをつくるとい

うことについては、まだまだ先延ばしで

すと。そういうふうなことで、どんどん

先延ばししているわけですけれども、そ

れで子ども達の、本当にささやかな施設

ですけれども、今の温水プールだけでい

いのかという、そういうことであります。

そういう生涯学習スポーツ課としても、

ぜひもっと建設的な提案をしていただき

たいなと、そういう思いがありまして、

市民プールがあるときは教育委員会の管

轄やったわけです。教育委員会の管轄の

下で、トップダウンで市民プールを廃止

したわけです。子ども達や、それから市

民の健康に寄与する、そういう高らかに

目的がうたってありました。そういう点

でいうと本当に少ないわけです。福祉会

館の体育館もなくなるわけですし。先ほ

ど、後に出てきますけれども、スポーツ

センターですか、そういうのがあります

けれども、本当に少ない中で、やはり子

ども達が水に親しめる施設というのはど

んどん先延ばしするんじゃなくて、統廃

合するときには、「もう来年にでもすぐ

計画立てなあかん」なんていう意見も議

会で出ているわけですから、そういう点

では、やはりきちんと進言していただき

たい、提案していただきたい、そういう

ふうに思いますので、よろしくお願いし

たいと思います。

　人権教育はもういいです。

○柴田委員長　馬場次長。

○馬場教育総務部次長　今、川口委員が

お示しになった耐震補強計画の資料なん

ですが、１９年１１月に作成した文教決

算委員会で資料要求のあった資料という

ふうに考えておりますが、その資料につ

きまして、私ども更新するということで

あればお示しはできますが、その資料の

中でお示ししている、結局学校が１０校、

２０年度に残ってますという資料でござ

いますので、私が今答弁しているのとそ

の資料は全く同じ内容になりますので、

今後、私ども、どの学校を何年度にする

というところまでは、まだ計画はつくっ

ておりません。ただ、この学校が残って

おりますということで、平成２０年以降

する学校の施設、体育館がございますと

いうことで、昨年決算委員会の資料とし

てお示しさせていただきましたので、私

が今申し上げているのと、その資料につ

いては突合いたしますので、その資料と

いうことであれば、またこちらの方で提

出いたします。

○柴田委員長　川口委員。

○川口委員　私の質問、さっきから言っ

てますように、財源の裏づけはなくとも

順番があるから、もうわかっているでしょ

うと言ってるでしょう、さっきの質問で。

第一次診断は済んでるわけです。だから、

大体次はどこか、建設年度から見ても、

次はどこをしないといけないかというこ

とで聞いているわけです。そんな開き直

りの答弁をされたら、もう本当に納得い

きません。何言うてるんですか。もう一

度出してくださいと言っているんです。

できへんかったら、できへんと言ったら

よろしいやん。

○柴田委員長　馬場次長。

○馬場教育総務部次長　ですから、一次

診断を参考に現場も見ながら、来年度ど

の学校をするかというのは、その都度予

算要求のときに決めますので、今現在、

じゃ２１年度、２２年度どの学校をする

というところまでは持っておらないとい
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うことです。

○柴田委員長　羽原部長。

○羽原教育総務部長　まず専従員のご質

問がございました。専従員の現状でどう

やというご質問でございます。これは担

当課長が申し上げておりますように、そ

れぞれ地域の方のさまざまな諸活動、そ

れをまず基本にしながら、将来は専従員

を我々としても予算要求していくと、こ

れは基本だと思います。学務課の方で今

の通学路の現状を、すべて１００％毎日

把握しておるわけではございませんし、

交通事情等も日々変わりますから、それ

ぞれ学校の方から、「ここはちょっと様

子が変わった」というようなことがあれ

ば、当然現地も確認し、そのときにＰＴ

Ａのお考え、地域の方のお考え、それぞ

れをお伺いしながら。専従員を配置する

以外に方法はないとなれば、これは我々

としても予算要求もし、必要な配置は考

えていきたいなというふうに考えており

ます。

　それと、耐震の計画の問題ですが、今

ご答弁申し上げましたように、具体的に

この先、四中は決まっております。それ

以外の学校をいつ、どういうふうにして

いくかというのは、計画としては今現在

持っておるわけではございません。当然、

川口委員は予算の裏づけがなくてもとい

うお話でございますけれども、やはり予

算上の措置がなければ、絵にかいた餅と

もなりますし、それぞれの学校というの

は、単に建築年度と一次診断の結果だけ

で判断しにくいと。学校個々の施設の現

状というのはやっぱり発生しますので、

それらを含めて翌年度の予算要求をどう

していくかと。これは担当課の方で考え

ておるわけでして、必ずしも全体計画を

今の段階で持っていないというふうにご

理解いただけたらと思います。

○柴田委員長　川口委員。

○川口委員　全体計画を持つようにして

ください、持つ努力をしてください。そ

ういうふうに言ってるんです。この年度

で絶対するとかそういうことでなくて、

この間もらった資料でも、２０年度以降、

こうやって羅列的に書いてあるわけです。

そしたら四中が最後に書いているわけで

す、順番に、適当に書いたからそうなっ

たんでしょうけど。四中が、ぽんと来た

わけです今回。年度から言うと二中なん

です。二中も地盤沈下しているし、実態

を見たらやっぱり大変な状況だと思うん

ですよ、決して安全じゃないんです、子

ども達が行ってる施設なのに。せめて次

はこことここをせなあかんという、こう

いう緊急性がわかるでしょうと言ってる

んです、現場、担当課はわからないんで

すか。大規模改修一次、二次やった学校

もある、第一次耐震補強をやった学校も

ある、そういう中で、次はもうあと１０

年間で１年に１校しかできないというこ

とやったら１０年かかるわけです、やっ

ぱり。１０年よりも３年間でやってるか

ら、もっとかかるわけです、まあ言った

ら。でも、やっぱり国にもちゃんと、ど

こでもきちんと補助金を増やしてほしい

という要望は上がっていると思いますけ

れども、きちんと交付金をもらえる、そ

ういうことでないとなかなか難しいとい

うのもわかります。でも、統廃合するの

にもやっぱり９億、８億お金をかけてい

たわけです。そういうことを思ったら、

耐震補強はもっと急がなだめだと思いま

す。

　そういう意味で、教育委員会が持って

いない、持っていないで、何か順番をつ

けたらだめなんですかね。ある程度の計

画はやっぱり持つべきやと思いますので、

その点については検討してください、今
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後。またみておきたいと思います。

○柴田委員長　暫時休憩します。

（午後３時　３分　休憩）

（午後３時２９分　再開）

○柴田委員長　再開します。

　森内委員。

○森内委員　それでは、多岐にわたりま

すけれども、ひとつよろしくお願いした

いと思います。

　まず、この４月から学校の統廃合とい

うことで味舌小学校、それから三宅小学

校が統合されるということで、新しく生

まれ変わるんですけれども、この統廃合

に当たって経費の削減等いろいろと教育

費をめぐって、こういう形で教育の向上

にということで、「その経費が余ったも

のを教育費に」ということでしたんです

けれども、それがどのように２０年度の

予算に反映されるのか、お聞かせいただ

きたいと思います。

　それと、先ほどからも川口委員も質問

されていたんですけれども、大阪府の補

助金ですね、これ市全体で約１５億ほど

あるということで、教育費に係る予算は

どれぐらいあるのか。一番懸念するのは

７月末までの暫定予算ということで、ゼ

ロベースでということで、大阪府も言っ

ておりますけれども、８月から果たして

これが全部補助金として受けられるのか

どうかということが心配なんです。聞く

ところによると、やはりゼロベースでやっ

た以上は、まるまる補助金はそのまま１

００％出すということにはならないだろ

うというのが予測されます。一律１０％

というようなことも噂されておりますけ

れども、そういうふうになったときには

どうするかということで、部長は時期を

見定めてというようなことを言っておら

れましたけども、その見定める時期とい

うのは、もう今やらんといかんと思うん

ですけど、そういうところです。

　それともう一つは、味舌小学校と三宅

小学校の統廃合によって、先生方という

のが大阪府の府教委へ帰られるというこ

とになります。それで、本市も割愛人事

の件なんですけれども、この辺について

本市にどれぐらいの影響と言うたらおか

しいですけども、大阪府からの要請もあ

ろうかと思うんですけど、割愛人事の例

年からの割合でいくと、２０年度はどう

いう形で指導主事の皆さんに来ていただ

けるかというようなところも、お聞かせ

いただけたらなと思います。これが全体

的なところです。

　それと、順を追って予算の概要の方か

ら、ちょっと順を追って、重複するとこ

ろもありますけれども。まず１０８ペー

ジの子ども安全巡視員の賃金。これは青

パトなんですけども、私も以前に質問も

させていただいたんですけども、この青

パトの活用拡大ということで、例えば登

下校時等、学校それから幼稚園の安全を

見守っていただいているんですけれども、

例えば通学路の道路の安全対策。例えば

この辺が危険箇所であるからということ

で、例えば道路の管理の瑕疵状況とか、

そういうのもいろいろと危険箇所を見て、

教育委員会なり道路課の方に報告をして

いただいて、改善策というものも必要だ

と思いますので、その辺のところの道路

パトロールも含めた活用の拡大というの

は考えておられるのか、お聞かせいただ

けたらなと思います。

　そこでもう一つ、その中に報奨金って

あるんですけれども、小学校と幼稚園の

受付員さんなんですね。いろいろと従前

は大阪府のまるまるの補助金で運営して

いたところもあるんですけれども、やは

り学校園と、各学校の格差があるんです

ね、受付員さんの。その辺のところです
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ね。それと、もし何かがあったときに教

職員の皆さんとの連携体制はどういうふ

うにとられるんか、そういうふうなマニュ

アルを作っておられるのかどうか、お聞

かせいただけたらなと思います。

　それと、先ほどの交通専従員の件なん

ですけども、課長の答弁では「地域ボラ

ンティアの方の意欲をそぐようなこと」

ということなんですけど、これは何人お

られても、専従員がおられても、これは

足りるということはないと思うんで、で

きるだけ多くの方を配置していただいて、

特にこの統廃合で三宅柳田小学校、今度

新しくスタートとする味舌小学校、この

校区が少し変更されますので、その辺の

ところのやっぱり重点的な配置というも

のも考えていかなければならないと思い

ますけども。それと、専従員さんの交通

ルールというか、基本的なものをやはり

勉強してもらわんと、交通専従員さんが

「こう、こう」と、かえって危ないとい

うふうな方もおられますんで、その辺の

指導。交通専従員さんに対するやっぱり

指導というものはどういうふうにされる

のか、されておられるのかということを、

お聞かせいただきたいと思います。

　それと、１１１ページの教育指導研修

事業ということで、これ４５万円なんで

すけども。教職員の資質向上を図るため

の研修ということですけれども。本当に、

先ほども質問がありましたけども、学校

の先生というのは多忙であって、いろい

ろとたくさん悩みも抱えておられる先生

がおられます。しかし、決算のときもお

尋ねしたんですけれども、指導力不足の

先生がおられるというてお聞きしました。

その先生が今年はどうなられたのかお聞

きするのと、それから、これからやはり

教職員の研修というのは、やはりこうい

うことを言ったら失礼かもしれませんけ

ども、学校の先生というのは免許を一回

取れば更新というのがございませんから、

教師の資質の尺度というのは非常に難し

いんですけど、その辺のところ、教育研

究所等でいろいろと把握されて、教職員

の資質向上のためにどういうふうな努力

をされておられるのか、お聞かせいただ

けたらなと思います。

　それともう一つは同じページですけれ

ども、特色ある学校づくりの推進事業と

いうことで、幼稚園、小学校、中学校へ

の補助金なんですけれども、この補助金

に対してもこれの使い方。各学校の特色

というのはなかなか出しにくい。何をし

ようかと悩んでおられると思うんですけ

ども、この各学校の温度差をどういうふ

うに調整していかれるのか、お聞かせい

ただけたらなと思います。

　それと、同じ概要の１１２ページなん

ですが、先ほど学力定着度調査事業なん

ですけれども、これは一説には、「そん

なんせんでもええがな」という声もある

んですけども、やはり摂津の教育レベル

を測る上では、全国的にはどれぐらいの

レベルなんか。それを指針として、やっ

ぱり先生方は、やはり教える基準、子ど

もはどれぐらいの学力のレベルにあるか

というところは、やっぱり把握せんこと

には、今後の教育指針にはならないと思

うんですけど、その辺のところのやはり

実行に当たってのきちっとした指針を持っ

ていただきたいと思います。その辺のと

ころをお聞かせいただけたらなと思いま

す。

　それと、学校体育振興事業ですけれど

も、先ほども中学校のクラブ活動に対す

る指導者の経費の分ですけれども。中学

校、特に５校あるんですけれども、クラ

ブ格差ってあるんですね。クラブがある

ところとないところ。それともう一つは、
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顧問の先生になる方が熱心か熱心でない

かで、クラブのレベルが全然違うんです。

ですから、その辺の配置というのは、い

い先生ばっかり来てください。例えばス

ポーツに明るい先生来てください、文化

に明るい先生来てください、これは当然

の教育委員会の使命かもしれませんけど

も、その辺のところの５校のレベルを、

やっぱり一定に保たないといけないと思

います。保ちながら、やっぱり高揚を図

るという意味では、クラブの顧問の先生

に手厚い保護もしてあげなきゃいけない

と思うんです。やはり、例えば遠征に行

くのも実費、それからユニホームを買う

のも実費、子ども達の面倒を見るのも自

分の報酬から、というような熱心な先生

もおられますので、そこまでせえとは言

いませんけれども、やはり顧問の先生、

イコール、クラブのレベルというのが、

これは言っても過言ではないと思います

ので、その辺のところの方策をどういう

ふうに考えておられるのか、お聞かせい

ただけたらなと思います。

　次に、１２５ページです。美術展の開

催事業の運営費なんですけれども、ずっ

と私も拝見をさせていただいてるんで、

ここ数年、やはり作品は小さくなってく

る、それとレベルと言うたらおかしいで

すけども、やはり熱の入ったいい作品が

出てこないという現象。「あれでいいん

だ」ということで、「全部これはすばら

しい作品だ」と言われるんでしたらまた

別でしょうけども、やはり見る方も、

「何か今年はだんだん少なくなって」、

少ないことはないと思うんですけど、大

きさとか、何か熱意が感じられない。特

に摂津市民の方の作品というのはどれぐ

らいあるのか、他市の人の、この比率が

どうなっているのか、ちょっと教えてい

ただきたいと思います。

　それと、先ほどからもありますが、摂

津音楽祭ですね。これ、リトルカメリア

も含めてなんですけれども、私ずっと行っ

ておりますけれども、費用対効果を考え

ますと、あの音楽祭に行きますと、もう

表彰式なんか閑散としています。それと、

やっぱり摂津の方がどれだけあそこに参

加されているか。この辺のところも調査

されていると思いますんで、摂津市民が

どれだけ参加されて、どれぐらいの影響

を受けておられるか。先ほどから、ずっ

とこう言われてますけれども、やっぱり

レベルを求めて高度な音楽の知識とか、

そういうのを高めるためになんですけど

も、やはり摂津の市民がその文化ホール

へ行かないと、これは向上にもならない

し、そのための啓蒙活動ですね、どうい

うふうにされておられるのか。「レベル

が高過ぎて我々には」というような声も

あります。その辺のところも含めて、今

後の費用対効果が一番大きなもんですか

ら、市民がどれぐらい参加されておられ

るのかお聞かせいただいて、今年はどう

されるのかということを聞きたいと思い

ます。

　それと、小中学校でミニコンサートを

されるということなんですけども、どう

いう形態でされるのか。例えば、小学校

も難しいと思います。中学校なんかはブ

ラスバンドもありますし、そういう形で

音楽にある程度親しんでおられるんです

けれども、小学校今回１０校でどのよう

な形でコンサートをされるのか、お聞か

せいただけたらなと思います。

　それと、文化振興事業、今年、新規で

ということで文化振興計画に基づいて条

例ができましたから、その中で設置され

るんですけれども、これの市民会議のメ

ンバーですね、構成員はどういう方で、

どういう方向で進めていこうとされてお
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られるのか、その辺のところの指針をお

聞かせいただきたいと思います

　それと、同じ１２６ページなんですけ

れども、せっつ生涯学習大学事業という

ことで、これも新しく２０年度からスター

トするということで、専門知識を有する

リーダー、コーディネーターの養成講座

というんですけれども。これありがたい

話なんですけど、この専門知識を有する

リーダーをどういうふうな形で育てられ

るのか。そのリーダーを養成するリーダー

はどうなのかというのを一遍聞きたいな

と思いますので、よろしくお願いします。

　次に１２７ページの青少年指導員事業

なんですけれども、特に青少年指導員さ

んというのは、大きな役目を果たしてい

ただいております。端的に言えば、なか

なか候補者というか、なっていただける

方がおらない、という現状を、今後どう

いうようにしていかれるのか。やっぱり

そういうふうな日ごろから青少年育成と

いう観点から、やっぱり予備軍でもつくっ

ておかなければいけないんじゃないかな

と思うんです。それと、やはり報酬の面

も、本当にいろいろなところで活躍され

ております。本来の青少年の活動という

のは、例えば役員さんになると、おろそ

かになってしまって、あっちの行事、こっ

ちの行事、行くだけで精いっぱいだとい

うようなことを言っておられますんで、

その辺のところも、やはり青少年指導員

の方々の待遇というものを、もう一度見

直さなければならないんじゃないかなと

思います。その辺のところをお聞かせい

ただきたいと思います。

　それから、１２８ページに、青少年リー

ダー養成事業ということで、チャレンジャー

クラブの運営委託料ということであるん

ですけど、体験学習ということで、今年

どういうふうな体験学習ですけども、

「こういうことをさそう」ということで

考えられておられると思うんですけど、

その辺の内容をお聞かせいただけたらな

と思います。

　それと、青少年団体育成事業ですか、

活動団体の補助金ですが、各種青少年団

体の育成なんですが、こども会、それか

らボーイスカウト、それからガールスカ

ウトというのはわかるんですけども、各

種青少年団体というのはどこを指すのか、

その辺のところを教えていただきたいと

思います。

　もう一つは、こども１１０番の家の事

業なんです。これは本当に自転車の前か

ごに、こども１１０番ということで、非

常に犯罪の防止には役立っていると思う

んですけども、例えば、いざ登校時、下

校時にこども１１０番の家へ駆け込もう

と思ったら留守だとかいうことのないよ

うにお願いしたいんですけれども、それ

はちょっと難しいと思います。ですから、

こども１１０番の家の方に、どういうふ

うな形でお願いをし、それからお願いを

して、後ケアというか、こういう場合に

はこういうふうにしてくださいという、

やっぱりノウハウとかマニュアルがある

と思うんですけど、その辺のマニュアル

のところをお聞かせいただきたいのと、

それとやはりこの１１０番の家にお願い

して、ずっと経過していきますと、「何

もないから別にいいんじゃないか」と。

ただ単に「１１０番の家ですよ」という

んだけじゃなしに、「こういうときには

こうありますよ」というのは、やっぱり

ある程度の研修もしなければならないと

思うんですけども、その辺のところはど

うしようとされておられるのか、お聞か

せください。

　次に、１２９ページ、総合的教育力活

性化事業という、これはすこやかネット
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ですね。中学校の地域の教育協議会とい

うことでお渡しされておると思うんです

けれど。これ総合的教育活動と、これ非

常に漠然として、各５校、中学校は５校

あるんですけども、１校に約１０万円の

補助金を出されておるんです。これの使

い道ですね。協議会があるんですけども、

総合的教育と言うんですけれど、これ何

しようかなというのが、はっきり言って

困っておられると思うんですけど。やっ

ぱり教育委員会として総合的な中で、基

本的な指針というのは必要だと思うんで

す。この指針をどういうふうな形で持っ

ておられるのか、その指針を教えていた

だきたいと思います。

　それと、野外活動の支援事業。今年か

ら、２０年度から新しくということで、

指導者の派遣及び用具の貸し出しと。こ

の用具の貸し出しというのは、大体デイ

キャンプですから、その日だけやるテン

トとか、それから飯ごう炊さんとか、炊

飯のそういう用具の貸し出しだと思うん

ですけど、指導者の派遣なんですけど、

これはどういう方を派遣するのか。そう

いう方の派遣のやっぱり資格というもの

を、ある程度、例えばボーイスカウトの

ＯＢとかいうような方でしたら、ある程

度のノウハウがあると思うんですけども、

こういう方が、例えば職員が行くかどう

かとなりますと、いろいろ検討されてお

るんでしょうけども、どういう方が派遣

されるのか、そこを教えていただけたら

なと思います。

　それと、生涯学習の出前講座とか、あ

る程度の成果を上げていただいていると

いうことなんですけれども、市民の皆さ

んと、それから職員の皆さんも依頼によっ

ては行くということで、講師を。今現在

どれぐらいの種類の方が講師というか、

出前講座の先生として登録されておられ

て、去年の実績からいって、今年はこう

いう方面。全然講師がいておらないよう

な部門もあると思うんです。そういうと

ころの講師の養成もですし、また登録し

ていただけるような努力をどうされるの

か、お聞かせいただけたらなと思います。

　それと、１３６ページなんですけど、

先ほどの青少年指導員も一緒ですけども、

体育指導員の活動事業です。現在３４人

ですか。今年がちょうど改選時期だった

と思いますけれども、指導員さんになっ

ていただく方の、お願いしてなっていた

だくという。候補者がおらないんですね。

おらないというより、お願いしてもなか

なかなっていただけない状況、これも青

少年指導員さんも一緒なんですけども。

やはり、特に体育指導員なんかいいます

と、日本体育協会とかいろいろな資格が

あって、本来は指導ができるんですけど

も、今のところは各スポーツに精通され

ている方が、全般的なスポーツの振興に、

「私やってあげよう」という方で、ボラ

ンティア的なことでやっていただいてお

るんですけども、やはり地区体育祭とか、

そういうときには事務局として中心的な

役割をされておるんです。この労力から

いくと大変なもんなんで、その辺のとこ

ろ、やはり体育指導員さんの資質の向上

も図らなければならないんですけれども、

しかし、それに対する報酬というものを、

もう少し考えてあげないと、ちょっと大

変じゃないかなと思いますんで、その辺

のところもお聞かせいただきたいなと思

います。

　それと、今、地区市民体育祭、言いま

したけども、市民体育祭が今現在は１２

校区ですね、１９年度。今度２０年度か

らは統廃合されますから１０校区になる

んです。それで、三宅小学校区、それか

ら味舌小学校区ですね。この地区体育祭
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の実行委員さんの方にどういうふうな形

でやっていただけるのか。従来どおりや

れと言われても、学校が今度は、スポー

ツ施設等今度条例が出ておりますけども、

そこで体育祭をやられると。一番問題な

のはＰＴＡ、そしてこども会なんです。

ＰＴＡ、こども会、地域の子どもさんが

大体主体という、大人もなんですけれど

も、地区体育祭は半分以上がやっぱり子

どもさんが参加されると。そうなってく

ると、両方にまたがるわけなんですよ。

例えば味舌小学校、それから今、味舌東

小学校なんですけど、これが味舌小学校

になりますけど、その両方が校区で、例

えば味舌でやられる。そしたら味舌東小

学校の校区の方もそっちに行かんならん

のか。三宅も同じなんですね。三宅小学

校なんかは、「私とこ独自でまたやりた

い」というようなことを聞いております

けれども、その辺のところの対応という

のはどうなっているのか、お聞かせいた

だけたらなと思います。

○柴田委員長　馬場次長。

○馬場教育総務部次長　それでは、まず

最初に、統合に当たりまして削減された

できた経費が、どのような教育の充実に

充てられているのかということのご質問

でございます。

　今回の統合に当たりまして、味舌小学

校並びに三宅小学校の管理運営経費が削

減できました。例えば私ども総務課にお

きましては、学校の施設の管理の委託料、

それと光熱水費、消耗品等の需用費、そ

れから通信運搬費等。また学務課におき

ましては、給食を実施するためのパート

賃金、消耗品、備品等。また学校医の報

酬。それと学校教育課におきましては、

各学校に支出しております、特色ある学

校づくりの補助金。青少年課におきまし

ては子ども教室等の経費。生涯学習スポー

ツ課におきましては、学校施設開放の委

託料等々の経費、並びに行革の中で算定

いたしておりますが、それぞれの学校に

正規の職員、校務員１名と給食調理員２

名分、計３名分の職員の人件費等の削減

が積算されます。そういった経費が、当

初ご説明いたしておりました２つの学校

で約１億円前後という数字の経費削減効

果が見込まれるものでございます。

　こういった経費を活用いたしまして、

今年度の教育の充実策といたしまして、

学校教育課におきまして学習サポーター、

読書推進サポーター、１年生の学習補助

員、家庭学級連携支援事業、それと小中

学校連携支援事業等のソフト事業を今年

度から実施することができました。また、

その学習の充実のための環境整備といた

しまして、各小中学校の図書室、音楽室

にエアコンを整備するための経費も、こ

の一部充てることができたと。そういっ

た形で、ソフト、ハードの教育の充実に、

そういった経費を充当させていただいた

ものでございます。

　次に、青パトの活用方法ということで、

貴重なご提言をいただきました。例えば

ということで、道路パトなどに活用でき

ないかということのご提言をいただきま

したので、実は私ども、今現在、交通対

策課の方にお願いいたしまして、道路課

の不法駐車の啓発するための委託の車を

青パトとして活用して、今現在活動もし

ていただいています。ですから、私ども、

ご提言いただいたような形で交通対策課

の、そういう道路パトロールに何か資す

ることがあるんではないかと思いますの

で、これにつきましては道路課とちょっ

と協議させていただいて、また活用方法

を考えさせていただきたいと思います。

　それと、受付員についての、それぞれ

の学校での対応の差異でございますが、
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私ども、受付員を採用する場合に、必ず

受付員の方と面談いたしまして、私ども

が作成した受付員の対応マニュアルのご

説明をいたしております。その中で、日々

の接遇、それと非常時の対応等のマニュ

アルを作っております。また、学校にお

きましては、例えば学校の安全の訓練の

ときに、学校によりましたら受付員が非

常ベルを押すことによって訓練が始まる

とか、そういった形の訓練もしていただ

いております。また、私ども事務局も年

２回、受付員の方の研修を、それぞれの

学校、これは中学校区でまとまってもら

うのですが、学校に出向きまして受付員

さんに集まっていただきまして、年２回

研修をいたしております。そこにも校長、

教頭の出席もお願いする中で、意見交換

いたしております。また、警察とも連携

いたしまして、今年８月の受付員の研修

は、この本庁舎の講堂で行いまして、摂

津警察の生活安全課の防犯係長に来てい

ただきまして、専門家から見た受付員等

の対応について研修させていただきまし

た。今後そんな形で連携を図りながら、

よりよい制度にしていきたいと考えてお

ります。

○柴田委員長　大路参事。

○大路教育総務部参事　それでは、学校

教育課にかかわります３点について、ご

答弁させていただきます。

　まず、１１１ページの特色ある学校づ

くり推進事業の各校の取り組みの格差、

温度差のことについてどうかというご質

問にお答えをさせていただきます。特色

ある取り組みにつきましては、各校とも

創意工夫をし、教育課程の編成、総合的

な学習の時間、行事等に取り組んでおる

ところですが、やはり各校間にその内容

の発信力に差があるのも事実でございま

す。摂津市の教育委員会といたしまして

は、教育課程研究開発委嘱校ということ

で３校の研究校を決め、この学校からは

特に情報発信をしてもらい、研究会等に

ついては市内の小中学校からも積極的に

参加していただくことにより、その温度

差といいますか、格差について、他校か

ら学ぶという機会を多くつくっておると

ころでございます。また、学校教育の中

での情報発信のための学校教育だより、

摂津市の広報、それからホームページ、

それから毎年作っております摂津の教育

のすがた、という冊子の中にも、各学校

の特色ある取り組みを報告をさせていた

だく中で、この格差をお互いに他の学校

のすぐれたことを学ぶということから、

すべての学校が特色ある学校づくりの積

極的な発信をしていただくように、今後

も指導をしてまいりたいと考えておると

ころでございます。

　続きまして、２点目に学力定着度調査

等の指針ということにご答弁させていた

だきます。市の学力定着度調査の課題は

３つでございます。ねらいとしては３つ

で毎年取り組んできております。

　１つは、児童・生徒が主体的に学ぶ意

欲を向上させるということ。２点目に、

各学校及び教職員が指導体制、指導計画

を改善して学習指導を充実させるという

こと。３点目に、教育委員会が教育施策

の充実を図るということ。

　この３つのねらいで学力定着度調査に

取り組んでまいりました。国の方の学力

調査についても、大きくは各教育委員会、

学校が全国との状況との関係において、

その結果を把握し、改善を図るというこ

とでございますので、この調査全般につ

きましては、そういった３つの内容でもっ

て取り組みを進めておるところでござい

ます。

　続きまして、３点目に、部活動、いわ
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ゆるクラブ活動の顧問の教諭のことにつ

いてご質問がございました。私どもの学

校教育課といたしましては、クラブ活動

につきましては、先ほど委員のご質問に

もございました、例えば学校体育振興事

業という事業を組むことによって、部活

動の指導者の派遣をしておることととも

に、もう一つ、学校部活動等助成事業と

いう形で、各中学校の部活動にさまざま

な費用を要するものに助成金を出してお

るところでございます。配置等について

は、この後、前馬参事の方からも補足を

させたいと思っております。

○柴田委員長　前馬参事。

○前馬学校教育課参事　それでは、私の

方からご答弁申し上げます。

　まず、割愛人事、市籍割愛でございま

すが、学校統合によって何らかの影響が

あるかということでございましたが、こ

れは特に影響はございません。現在、市

籍割愛している人数、これについては変

わりません。なお、この統合によりまし

て小学校の定数で約１５名教職員の減少

がございましたが、これにつきましても

新規採用の教職員の数は去年よりも少な

いというような状況がございましたので、

来年度当初の人事に当たって、大きな影

響はございませんでした。

　次に、教職員の資質向上についてでご

ざいます。決算委員会の際にも、私は、

指導力不足教員が残念ながら存在すると

いうことでご答弁申し上げましたが、今

年どうなったのか、ということについて

答弁いたします。

　指導力不足教員、これはかつて指導力

が不足して、非常に困難な状況に陥った

ことがある、あるいは陥る可能性がある、

こういった教員も含めて指導力不足教員

と申し上げたわけでございますが、今年

度困難な状況に陥った、あるいは学校体

制をつくって支援する、そういうことが

必要であったかということを申し上げま

すと、そのような状況はございませんで

した。ただし、おっしゃるとおり教職員

の研修等充実していかないと、そのよう

な状況に陥る危険性もございます。そこ

で本市といたしましても、現代的教育課

題について、やはり学校の教職員である

以上、やっぱり熟知する必要があるであ

ろう、そういった観点。また、知識だけ

ではなくて実践的な対応力、これを養う

ことが必要であろう。そういった２つの

観点から研修を今後進めていきたいと思っ

ております。なお、委員は「免許更新制

が現在存在しない」とおっしゃいました

が、実は平成２１年度より教育職員免許

法の改正に伴いまして、教員免許の更新

制が導入されます。現在、既に教職につ

いておる者につきましては、１０年に１

度の更新がございます。１０年に１度、

３０時間の講習を受けまして免許を更新

しなければ、教職を続けることができな

いと、このような制度が導入されます。

　次に、部活動にかかわっての顧問等の

教職員の配置でございますが、実は大阪

府教育委員会の方といたしましても、部

活動を公務に準ずるものというような扱

いをしておりまして、いわゆるクラブ手

当も若干ではございますが、金額を上げ

ております。しかし、金額を上げたとこ

ろで、非常にクラブの運営が困難な状況

というのは現実に存在いたします。人員

の配置に関しましては、新規採用の教員

のこれまでの活動歴等、そういったこと

を参考にしながら、部活動がより円滑に

進むように工夫しておるところでござい

ます。大阪府教育委員会でも新規採用の

教職員の部活動の経験歴、活動歴、これ

は大変重要視して採用に当たっておると、

そういうことを聞いております。
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○柴田委員長　北野課長。

○北野学務課長　私の方から、交通専従

員にかかわりますご質問にお答えしたい

と思います。

　交通専従員の研修体制でございますが、

毎年小学校で行われます交通安全教室の

参加をいただいておるところでございま

すが、昨年の決算委員会での森内委員の

ご指摘もございましたマニュアル等につ

いてでございますが、これはシルバー人

材センターと協議いたしたところでござ

います。本年２月に交通専従員さんすべ

ての方々にお集まりいただいた中で、一

定の指導方法等について研修が行われた

ということを聞いてございます。それぞ

れの、また学校ごとの情報交換等も行わ

れたと聞いておるところでございます。

今後につきましても、乙ノ辻踏切等危険

箇所に配置させていただくわけでござい

ますが、その辺の指導マニュアルを含め

て、今後もシルバー人材センターと協議

してまいりたいと考えておるところでご

ざいます。

○柴田委員長　羽原部長。

○羽原教育総務部長　府補助金の関係で

一括してお答えをいたします。

　まず、平成２０年度一般会計で見ます

と、府補助金、教育費に係るものは予算

書５２ページに掲載されております教育

費府補助金でございます。ここに細節１

番から９番まで、教職員研修事業費等補

助金から、市町村支援運動部活動外部指

導者派遣事業補助金まで載っております

が、これが教育費に係る府補助金という

ことでございます。見ていただければわ

かると思いますが、府の補助金があろう

が、あろうまいが、教員の研修はやはり

しなきゃならんと思いますし、学童保育

の事業を、補助金が一定削減されたから

といって、やめていいもんではなかろう

というふうに考えておりますので、これ

はやはり今後の府の補助金については強

く要望はしてまいりますけれども、今年

度については府補助金が仮に削減をされ

ましても、一定一般会計からの資金を入

れながら、やっていかざるを得ないであ

ろうというふうに考えております。

　もう１点ありますが、５５ページ、教

育費委託金がございます。これは府の委

託事業ということで、英語活動等国際理

解活動推進事業委託金ということで計上

しています。これも府の方では見直しを

かけるというふうには聞いておりますが、

これについてはちょっと担当課の方と話

をしますと、昨年も既に実施をしている

委託でございますので、子ども達に対す

る英語教育の活動ですから、府が委託を

仮に万が一しないといっても、じゃ２年

で本来セットされているものを１年でや

めていいのかというのは、現場ではそう

いうふうにやはり考えますので、この辺

は我々も十分考えざるを得ないと思いま

すが、現場でのそういう教育活動を踏ま

えて、判断していくことかなというふう

に考えております。

○柴田委員長　中岡次長。

○中岡生涯学習スポーツ課長　私の方か

ら何点かご答弁申し上げます。

　まず、美術展のことのお尋ねでござい

ます。私も美術展に、生涯学習の直接の

担当もしておりましたときもありました

し、今の職責を踏まえて、何度かその美

術展にはかかわってはおるわけですが、

確かに委員おっしゃるように、以前は５

０号ぐらいの、一応２０号から５０号と

いうような作品の募集といいますか、日

本画、洋画ですね。割と大きな作品が出

てきてたわけですが、私は２年前に、こ

の課へ戻ってきたわけですけども、確か

におっしゃるように５０号ぐらいの、ど

－62－



んと迫力のある絵の出品は、確かに減少

しているように思います。ただ、それだ

け美術の学校なり、あるいは美術を愛好

されている方がどうなんかというような

ところにまた議論が移ってくるかもわか

らないんですが、現実としてそういった

少し小さ目の作品が出てきていると思い

ます。作品の点数そのものは、この５年

間でも２０６点、１９２点、１９２点、

１８８点、１９２点と、何か１９２とい

う数字が多いわけですが、出品点数はそ

んなに変わっておりません。それから、

１９年度の市内の、あるいは市外のとい

うようなお問い合わせがありました。市

内の方の出品は、手元資料で８３名でご

ざいます。残り１０９名が市外の方とい

うふうになります。

　それから、音楽祭のご質問でございま

す。２２回を数えております音楽祭、今

年２３回目を迎えますが、事業予算全体

では７０１万４，０００円を計上してお

ります。主なものは審査員の４日分の審

査の謝礼、金銀銅賞や奨励賞等の賞金や

記念品、舞台設営、賃借料などが主なも

のでございます。収入といたしまして審

査料の収入があるわけですが、費用対効

果と、確かに数字的には手元の資料で、

多いときで３２９万円の持ち出し、少な

いときで２０５万２，０００円の持ち出

しぐらいあります。平均この６年間では

２７４万円ほどの市の持ち出しとして、

数字としては上がっております。この費

用対効果というご質問でございますので、

私どもといたしましては、この音楽祭を

通じて音楽文化の向上、摂津市の名前を

全国発信しているという自負もございま

すし、摂津市に２２回を超えますと２，

６００名ぐらいの人数の方はあの舞台を

踏まれて、力いっぱい演奏をしていただ

いているように思っております。また、

関連したミニコンサートなんかのご質問

もございましたが、そういった取り組み

の方にも協力をいただいて、それも効果

のうちじゃないかなというふうに私は思っ

ております。数字的には先ほど言いまし

たように２７０万円という持ち出しがご

ざいますが、やはり摂津市の文化事業の

大きな看板事業として、我々はそれを守

り育てていきたいというふうに思ってお

ります。

　また、１７年度から私の方では運営委

員会の再構築をしまして、やはり自主的

な取り組みをしていこうと。確かに本選

は朝１０時から、審査終了が午後６時ま

でかかるんです。そこで審査をし、７時

から発表なんです。おっしゃるように本

当に出場者、関係者という、５３０席と

いうふうになかなかならないのが本当に

現状で、いかに市民の方々にホールに運

んでもらうかという取り組みを、１７年

度から市民サポーターという形で、駅前

でプラカードを持っていただいたり、売

店とか文化ホールの前でおもてなしをす

るような取り組みをし、摂津市の方に、

摂津市民の方がホールに出向いてもらう

というような取り組みをしてきました。

また、審査の合間に合唱連盟の方々のご

協力をいただきまして、審査の合間のミ

ニコンサートということで３団体の方々

にご協力をいただいて、２年間続けて実

施してきたわけです。そうした取り組み

は、なかなか大きく飛躍できるものでは

ないですが、地道にそういう足を運んで

いただく方を、関心を持ってもらえる方

を増やしていきたいなというふうに思っ

ておりますので、ご理解いただきたいと

思います。

　今年もどうされるのかということでご

ざいますので、２年間続けてきたものを、

より一層見直すところは見直しながら、
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市民参加を呼びかけていきたいと思って

おります。私も合唱協会なんかの練習会

場に出向きまして、もちろん参加要請も

し、出場のお願いもし、審査員として会

場に運んでもらえるような取り組み、こ

れはもう３月の合唱祭がもうすぐありま

すけれども、そこからスタートをしてい

るというふうに思っておりますので、そ

ういう場でＰＲ活動をしていきたいと思っ

ています。

　それから、出前講座のことでございま

す。市民編と職員編がございます。市民

編の場合は、現在、団体が２団体、個人

が７名、１０講座を市民編として出前講

座のメニューとして上げております。ま

た、市役所の職員編でございますが、職

員編は各課から出前のメニューを出して

いただいて、市民からの学習機会の提供

をしているところでございます。しかし、

傾向を見ますと、消防の関係の防災訓練、

あるいは救急の関係のものが多うござい

ます。しかし、介護保険の問題とか健康

づくりとか、そういったものの出前もご

ざいますので、これは職員の研修という

意味も、当初この出前講座の企画の中で

はございましたから、皆さん方、市民の

方々にいかに喜んでもらえる、「このメ

ニューで一遍聞きたいな」と、「学びた

いな」という団体を、やはり我々もお願

いしていく。お願いしていくことがいい

かどうかわかりませんが、こういうこと

を知らない方がもしあるとするならば、

どんどん啓発していかなくてはならない

と思っております。

　それから、地区体育祭のことでござい

ます。今年は予算的には１２校区分の予

算計上をしております。今後、小学校統

合されたところの学校の皆さん方、地区

体は５月末から６月の初めぐらいに実行

委員会を組織、自治会の役員さんとか、

ＰＴＡの役員さんとか、こども会の役員

さんとか、そういった方々で実行委員会

を結成していただいておりますので、そ

の中で議論がされると思いますので、私

どもの方は見守っていきたいというふう

に考えております。

○柴田委員長　小林参事。

○小林生涯学習スポーツ課参事　それで

は、私の方から、まず文化振興市民会議

につきましてご答弁させていただきます。

　生涯学習スポーツ課では、平成１８年

４月の摂津市文化振興条例の施行を受け

まして、条例に基づきます文化振興計画

の策定に向けまして、文化振興計画策定

懇話会を設置し、市民や文化関係団体の

代表者の方々にお集まりいただきまして、

幅広いご意見をいただいております。ま

た、２月にはパブリックコメントを実施

し、現在策定に向けて取り組んでおると

ころでございます。文化振興条例、計画

もそうなんですけれども、摂津の文化振

興を考えたときに、やはり市民であった

り事業者の方、また各種団体がそれぞれ

文化活動の主役となっていただきまして、

役割分担をしていただく中で、行政との

協力関係のもとで連携して発展していく

ことが望ましいと考えております。特に

その中でも、摂津の独特の文化振興とい

うんですか、文化の振興を図っていくた

めには、まずもって市民の方が中心となっ

ていくような体制づくり、そういったこ

とが重要だと考えております。そのよう

なことから、文化振興関係団体の代表者

の方や学識経験者の方、また地域で文化

活動を一生懸命やっておられる方、こう

いった一般公募の地域の方も含めまして、

予定では１４名の方に委員をお願いいた

しまして、摂津の文化振興についてのご

意見を頂戴したいと考えております。文

化振興の市民会議につきましては、その
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ような内容で取り組んでいきたいと考え

ております。

　次に、せっつ生涯学習大学でございま

すけれども、平成１８年３月に、学び続

ける機会の充実や、学びを生かすまちづ

くりの推進、学びを支える体制の整備・

充実を基本計画にいたしました、第２次

生涯学習推進計画を策定しているわけで

すけれども、この基本計画を踏まえまし

て、せっつ生涯学習大学は、学んだ成果

を公民館講座とかで、一方的に受講する

だけでなく、そういった自分達が学んだ

成果をまちづくりに生かしていただきた

い。何か活動、発表の場、自分の知識を

ほかの人にも伝えていっていただくよう

な場づくりや、そういった人の人材育成

を図るために開設するものでございます。

　具体的な講座の内容は、生涯学習大学

の学部といたしましては、生涯学習を通

したまちづくりについて学んでいただき

ます生涯学習まちづくり学部、スポーツ

や健康の観点からいろいろ学んでいただ

きますスポーツ健康学部の２学部の開設

を予定しております。いずれの学部にお

きましても、学識経験者の方や大学、ま

た地域でリーダーやコーディネーターと

して活躍されている方、またあるいは人

とのコミュニケーションのとり方などの

知識を有されて、また実践されている方、

こういった方々に講師をお願いしながら、

各分野における専門知識を有するリーダー

やコーディネーターの養成をしていきた

いと考えております。

　次に、体育指導員さんの件でございま

すけれども、体育指導員さんはスポーツ

振興法第１９条、摂津市体育指導員に関

する規則等によりまして２年を任期とし、

委嘱をさせていただいております。この

３月末で期限が切れまして、また４月に

改めて委嘱をさせていただくということ

でございます。委嘱につきましては地域

での信望がある、またスポーツに対して

深い関心と理解を持っておられる。自分

もスポーツが好き、他人に教える実技の

能力がある、また実践的な指導はできな

いけれども、スポーツに関する助言を行

うことができる等々、熱意や能力を持っ

た方ですね、そういった方を中心に地域

の方々の推薦によりまして、委嘱をさせ

ていただいております。体育指導員さん

は、個々の委嘱ではありますけれども、

摂津市体育指導員連絡協議会を組織され

まして、各地区間の情報交換や摂津のス

ポーツ振興について、いろいろ取り組み

をしていただいておるところでございま

す。また、企画運営委員会といった部会

もつくっていただきまして、キンボール

やゲートゴルフ、そういったニュースポー

ツの普及のためにご尽力をいただいてお

ります。またハイキングや地区市民体育

祭、また大阪府の研修会や三島地区の研

修会にも積極的に参加をいただいて、知

識や技術の向上に努めていただいておる

ところでございます。体育指導員さんは

１年を通しまして、夏の暑い日から冬の

寒い日までスポーツの振興にご尽力いた

だきまして、報酬につきましては、来年

度につきましても本年度と同額で予定し

ておるんですけれども、体育指導員さん

の方で市民ハイキングに行っておられる

経費、これにつきましても自分で費用を

出していただいて、下見から本番も行っ

ておられたんですけれども、その費用に

つきまして来年度は、上限１０万円では

ございますけれども、市の方で援助させ

ていただくということで、取り組んでい

きたいと考えております。

○柴田委員長　池上課長。

○池上青少年課長　それでは、青少年課

にかかわりますご質問にお答えさせてい
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ただきます。

　まず、青少年指導員の件につきまして、

地域で大きな役目を果たしていただいて

いるということになっております。青少

年指導員につきましては、青少年の心身

ともに健やかな成長を願い、その健全育

成を地域ぐるみで推進するために設置し

ているものでございまして、委嘱に関し

ましては摂津市青少年指導員設置要綱に、

校区の実情に明るく、地域住民の信望が

厚い者、青少年の健全育成に深い理解と

熱意を有し行動力のある者と規定されて

おり、現在適任と思われる方を、熱意の

ある方を、現在委嘱しております青少年

指導員の方や地域の方々からご推薦いた

だいて、教育委員会として委嘱させてい

ただいているんですけれども、仕事の関

係等々でなかなかお引き受けいただけな

いのが現状でございます。今後も引き続

き人材の発掘、確保に努め、青少年指導

員の活動の活性化に向けて努めてまいり

たいというふうに考えております。報酬

につきましては、今現在２万２，０００

円ということになっておりますが、これ

も条例で定められておりまして、この分

につきまして、他市の状況なり、他の特

別職等も比較して研究していきたいとい

うふうに思っております。

　続きまして、リーダー養成につきまし

てですけれども、リーダー養成につきま

しては、レクリエーション講習やグルー

プ活動を通しまして、青少年の健全な育

成を図ることを、また講習会の中で積極

性や創造力を養い、必要な知識、技術を

身につけて、こども会や地域での活動に

おいてリーダー的な役割を担う青少年の

育成を目的にした事業であります。講習

会につきましては、大阪人間科学大学の

学生に、グループ活動や各種プログラム

が効果的なものとなるように、グループ

リーダーやマネジメントのリーダーとし

て協力いただいております。また、委託

料としましては、１９年度につきまして

は大阪府の青少年活動財団にプログラム

の一部を委託しまして、いろんな体験活

動、大阪府の施設、また他の施設を使い

ながら、アドベンチャー体験であるとか、

合宿訓練等々を行っております。

　それと、団体育成事業につきましては、

「各種とは」ということなんですが、こ

の団体育成につきましてはこども会、ボー

イスカウト１、２、３団、ガールスカウ

トの６団の育成事業でございます。

　続きまして、１１０番の家事業につい

てですけれども、１１０番の家事業につ

きましては、ＰＴＡ等を推進主体としま

して、各校区で取り組んでいただいてい

るところでございます。１１０番の家の

方が最初にプレートをお持ちして、つけ

ていただくと。そのときには、１１０番

の家のしおりというのも一緒にお渡しし

まして、何か事案が生じたときの対応マ

ニュアルを一緒にお渡ししているところ

でございます。ただ、一度渡しただけで、

後きちっとしたフォローができているの

かと。また１１０番の家のプレートを掲

げているだけで、意識がだんだん低下し

てくるんじゃないかということでござい

ますが、このことにつきましては、校区

によりましては、１１０番の家のウォー

クラリーをされたりしておられるところ

もございます。私どもとしましては、意

識を持って、そういった１１０番活動に

ご協力いただけるための方策としまして、

広報紙や自治会の回覧板を利用しての情

報提供などが案と考えられますが、今後

どのような形で、常に意識を持って取り

組んでいただけるかというのを考えてま

いりたいと思います。ある他市の取り組

み、ある小学校の取り組みとしまして、
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子ども達が１１０番の家の方にお礼の手

紙を書いて、学校で育てた花を一輪添え

て、それぞれ回っていると。届けること

によって子ども達と１１０番の家の方の

顔の見えるつながり、その中で昼間居る、

居ないというようなことも、子ども達自

身が自然にわかってくるというような取

り組みもされているところもあるという

ふうに、これは情報として聞いておりま

す。今後、意識を持って継続した取り組

みとなるよう、関係機関、また関係各課

と協議する中で、取り組んでまいりたい

というふうに考えております。

　それと、留守の場合があるということ

も、これも十分承知しております。ただ、

１１０番の家のプレートにつきましては、

掲げていただいているということで、見

せる防犯活動といった意味合いもござい

ます。一定犯罪の抑止につながる効果も

あるというふうに聞いております。

　続きまして、総合的教育力活性化事業

の件でございますが、この総合的教育力

活性化事業につきましては、平成１１年

に大阪府の社会教育委員会議において、

家庭、地域社会の教育力の向上に向けて

という中で、教育コミュニティづくりの

すすめというのが提言されました。それ

までは家庭は家庭で、また学校は学校で、

保護者や教師がみずからの役割をしっか

り自覚し、責任を持って教育に取り組め

ば、子どもの健全な発達は保障されると

いうふうなことが言われていましたが、

昨今の状況から、学校の教育目標等は本

当に家庭、地域に届いているのか、幼稚

園、保育所、小学校、中学校の連携は効

果的に行われているのか、保護者は学校

や地域団体に子どもを任せ切りになって

いないかなどという問題があり、閉じら

れた教育から開かれた教育へは、教育コ

ミュニティづくりの展開が必要であると

いうふうに提言されました。それを受け

まして、大阪府指導ではありますが、摂

津市では平成１２年度から各中学校区単

位で教育協議会、すこやかネットを立ち

上げまして、１４年度に全５中学校区に

設置したところであります。委員につき

ましては、小中学校、幼稚園関係者を初

めとしまして、各ＰＴＡ、自治会、青少

年関係団体、また校区によりましては民

生児童委員さん等々、多くの団体、機関

で構成しております。活動内容としまし

ては、地域住民が、先ほどの意味も含め

まして、地域の方々が地域の教育課題に

ついて話し合い、また協議会の特色、そ

の話の中で、いろんな研修会やクリーン

作戦、また餅つきなど、子どもを含めた、

小学校、中学校一緒になった行事に取り

組まれております。しかし、行事活動そ

のものが、やはり１２年から立ち上げ、

年数もたってきているということで、若

干惰性的になっているというようなこと

も一部聞いているところもあります。今

後におきましても情報の収集、提供等々、

積極的に各協議会に行い、また市の関係

各課とも連携、協力しながら、地域の教

育力活性のための取り組みに努めてまい

りたいというふうに考えております。

　続きまして、野外活動です。今年から

新規で行います野外活動支援事業につい

てですけれども、この事業につきまして

は野外活動、特にデイキャンプや宿泊キャ

ンプを通じまして、青少年の健全育成を

図ることを目的に行うという事業であり

ます。事業内容としましては、デイキャ

ンプやレクリエーション、その中でレク

リエーション活動に必要な技術、知識を

身につけるために、その指導、助言を行っ

ていただく指導者の派遣、また野外活動

に必要な備品として、飯ごうや、なべ、

テント、あと一般では余り持ち合わせて
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いないパンなども焼けます多機能なべと

いうんですか、そういったものを貸し出

しまして、子ども達に野外活動の楽しさ

や、みずからつくる楽しさ、それと同時

に、やはりそこに携わっていただく大人

の方にも、興味とそういったスキルを身

につけていただいて、またその地域の中

で、それを機会に取り組んでいただける

ようなものにしていきたいというふうに

考えております。

　指導者の派遣につきましては、正式な

名称は忘れましたけれども、キャンプカ

ウンセラー１級とか、キャンプカウンセ

ラーというのがございまして、キャンプ

の専門の方、また大学生で野外活動セン

ター等々などでそういった活動をずっと

されている方にお越しいただいて、いろ

んなゲームであるとか、キャンプの仕方

について、ご指導をいただくというふう

に考えております。

○柴田委員長　中岡次長。

○中岡学校総務部次長　ミニコンサート

のことがちょっと漏れておりましたので、

説明させていただきます。

　リトルカメリアミニコンサートという

のは、ご承知のように摂津音楽祭の本選

出場者の方にご協力をいただいて、学校

に出かけて、学校の授業の中で演奏して

いただこうという取り組みで、１７年度

から実施したものでございます。１７年

度は小学校４校、１８年度は小学校７校、

中学校１校。また、中学校の連合音楽会

の席上にもゲスト出演をしていただくよ

うなコンサートもしました。１９年度現

在、小学校で同じく７校、中学校で１校、

合計８校でございます。また昨年１１月

には中学校の連合音楽会にゲスト出演を

していただいております。こうした取り

組みは、やはり先ほどの対費用効果とい

うところでもございますが、きっとその

花が咲いてくるんやないとかいう取り組

みの１つでもございますし、私も小学校

の授業の中で聴かせていただきましたが、

やはり目の前でピアノのあの指の動き、

バイオリンの４本の弦の強弱、長短、ク

ラリネットを壊してまででも弾く技術。

子ども達の感想文を読ませていただきま

すと、すごい感動したという言葉が出て

おりますので、きっとこれは花が咲いて

くるんやないかという取り組みだと。な

ぜもっと早くできなかったという反省も

ございますが、きっと咲いてくるんじゃ

ないかなと思っております。

○柴田委員長　森内委員。

○森内委員　２回目を質問していると時

間がないんで、やりかけたら１年かかっ

てまいりますので。順を追って全部要望

にいたしますので、ひとつよろしくお願

いしたいと思います。

　とにかく小学校の統廃合ということで、

管理運営経費だけでも１億１，５７１万

８，０００円ということで、この分がほ

かの教育の面に利用していただいて、先

ほども言いましたけども、あるところの

報酬に少しアップでもできるように、教

育費に役立てていただいたらありがたい

なと思います。

　それと、大阪府の補助金なんですが、

ここに上げていただいているんですけど

も、この分を全部今のところはもらえる

んじゃなしに、やはり自前でやるという

ぐらいの覚悟で、教育の後退にならない

ような対策を組んでいただきたいなと思

います。

　割愛人員については、大阪府の方から、

今、先生方おられますけども、指導主事

として来ていただいておりますけれども、

ひとつ要望といたしましては、教育研究

所の方でも、先生方のメンタルケア、こ

の辺のところをひとつお願いしたいなと
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思うんです。先生方も僕もスーパーマン

だと思って、小さい頃は。先生は何でも

知ってるすばらしい人だと思ってたんで

すけど、やっぱり精神的にもいろいろ、

ぶち当たることもあるでしょうし、教育

で悩んでおられるということもいろいろ

聞きますんで、そういうところのやっぱ

り不登校とか、そういうだけじゃなしに、

やっぱり教育研究所においても、やはり

教職員の資質向上もなんですけど、メン

タルケアとして、やはり教職員の過ごし

やすい環境をつくっていただく努力をし

ていただきたいなと思います。

　あとはもう順を追ってお願いなんです

けれども、青パトの件はよくわかりまし

た。そういうことでフル活用をしていた

だいて、やはり安全と。特に不法駐車の

場合、子どもが前にトラックがとまって

いたら、歩道のないところを後ろから行っ

て、出会い頭に事故というのもございま

すので、そういうところの危険箇所も、

やはり走るだけではなしに、警察権がな

いんで、あれなんですけれども、例えば

特に悪質な不法駐車に対しては、ちょっ

と注意して、「ここのけていただけませ

んか、子どものために危険ですから」と

いうようなことも言えるような、やっぱ

り２人乗っておられますんで、そういう

ふうな指導というかお願いをするような

体制を、どんどんつくっていただけたら

なと思います。

　あとは、受付員さんについては、ひと

つよろしくお願いしたいと思います。

　交通専従員さんについても、新しく乙

ノ辻踏切、特に危険なところですんで、

その辺のところの専従員さんは、きちっ

とマニュアルをもって対応していただき

たいなと思います。

　それと、教職員の研修についても、い

ろいろ勉強がどうこうというより、また

いろいろな多方面な研修をしていただく

ように、例えば先ほど言いましたけども、

悩み相談教育とか、先生方がいろいろ抱

えている問題をどうしようかとか、やっ

ぱり子どもだけじゃなしに先生方の、自

分らの立場を向上させるような、そうい

う研修もひとつやっていただけたらなと

思います。

　それと、特色ある学校づくり、これ非

常に難しいと思うんですけど、これ地域

的な学校格差もあると思うんですけども、

できるだけ格差のないようにお願いでき

たらなと思います。

　それと、あとはクラブ活動の問題なん

ですけども、特に中学校のクラブ活動。

クラブは、例えば野球部があるところと、

ないところ、これは学校格差として、

「私は野球をやりたい、小さいころから

小学校からやってたんで、リトルでやっ

てたから、中学に行ったら野球したいん

ですけども」と、ところが、中学に行っ

てもクラブがない。そういうところ、グ

ラウンドの大きさとか指導員もあれなん

でしょうけども、やはりそういうところ

の、一度こういう例もあったんですけど

ね、クラブ活動の学校を超えて違う学校

へクラブ疎開というんですか、そういう

ようなこともあったんですけど、うまく

いかなかったというような例もございま

すので、できるだけやはり５つの学校、

中学校のクラブが大体均等にあるような

形をとっていただけたらなと思うんです

けど、これ指導員の顧問の先生の配置も

大変でしょうけど、例えばバレーボール

の担任の先生、顧問の先生が転校された。

転校先でそのバレーボールが強くなった

と。あの先生が行ったらというような、

そういうふうなＰＴＡの方から、「もう

先生を動かしたら困る」というような、

そういう運動もございました。そういう
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ことのないように、やっぱり各学校の格

差を是正するということ、また検討して

いただけたらなと思います。

　それと、次は美術展なんですけど、先

ほど課長がおっしゃいましたけれども、

余りレベルが今まで落ちたと、５０号が

と言うより、やはり小さくても内容は充

実してきたと思うんですけど、やはり他

市から比べますと、自分とこの市の市民

が参加する件数が他市の人より少ないと

いうのは、この近辺にとって大阪府下で

も少ないと思いますよ。吹田市、茨木市、

高槻市にもちょっと聞きましたけども、

やはり自分とこの方が出張してまで出そ

うというのは余りないですよと。摂津は

特異な形ですよと。というのは、これは

講師と、それから各公民館事業とかいろ

いろありますけれども、その先生方の生

徒さんの関係もあると思います。だから、

そういうところ、やっぱり市民の芸術文

化の向上というのを、もう少し視点を変

えて育成をしていかないかんのんじゃな

いかなと思います。そういう点は、今後

一遍検討していただけたらなと思います。

　それとリトルカメリア、音楽祭なんで

すけれども、これは私思いました。あの

表彰式のときですね、夜遅いんですけど

も、あれを少し早めて何とかならないか

なと。表彰された、例えば金賞、銀賞い

ろいろあると思うんで、リトルカメリア

も含めて、あの方々の演奏を、一遍摂津

の市民の方に聴かせたらないかんなと。

そういう機会がないんですよ。例えば、

審査の時点までずっと演奏続くわけでしょ

う、誰もがあれ、朝から晩まで、私もちょっ

と行ってたら、もう、「ううっ」となっ

てしまいます。これはちょっとあれです

けどね。しかし、やはり入賞された方を

摂津の市民の方に、こういうふうな形、

ということでイベントを別に組んでもい

いんじゃないかな。審査員の先生方は

「表彰してもう帰ってくださいよ」でい

いと思うけど、審査員の先生も大変だと

思います。「もうあの審査はかなわんな」

というのが本音だと思いますけれども、

やはり受賞された方の発表会というのは、

これは値打ちがあると思うんです。そう

いうふうな形で、やはりもう少し考えて

イベントを組むというのは今後の課題だ

と思うんです。そういうところで、頑張っ

ていただけたらなと思います。

　あとは文化振興事業といろいろあるん

ですけれども、その中で、今度、文化振

興事業に基づく懇談会ですね。懇談会と

いっても、ひとつ指針を間違えてもらっ

たら困るのは、とりあえず文化振興をす

るから、こういう会をつくって、まあと

にかくやりゃいいというんじゃなくて、

やっぱりきちっとこの分野で進めていこ

うというところを、教育委員会自身が持っ

ておかないと、あのイベント、例えば文

化祭のそれの延長みたいな形で、同じよ

うなものが組み上がってくるというんで

は、かえって中途半端になってくると。

あれもやり、これもやりじゃない、１つ

のものをつくり上げていこうというよう

な形のものを、文化振興条例ができたん

ですから、それに向かってもう一つラン

クアップせないかんのですよ。そういう

ところで市美展の延長とか、文化祭の延

長とかいうことにならないように、ひと

つ指針を間違えないように、方向性を持っ

ていただけたらなと思います。

　それと、生涯学習大学の事業ですけれ

ども、新しくされると。まちづくり学部、

スポーツ健康学部ですか、これはいいん

ですけど。一度失敗のないように、先生

方、これ講師によると思うんですよ。そ

の辺の選定をきちっとやっておかないと、

あの講義、大学へ入学した、「もうこん
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なん何かわからへん」。例えばまちづく

り大学の指針なんかいっても、我々もま

ちづくりを一生懸命やってるけど、「ど

ないしていいのかわからん」というのが

本音なんですよ。一般の市民の方がどう

するかと。そのきちっとした、やはり講

師を選択してやっていかないと、次の年

に続かないんですよ。去年来た人が今年、

「あんなんもう」と、「どうでしたって」

聞いたら「いや、もひとつでした」とい

うことにならないように、そこのところ

だけきっちりやってください。

　それから、青少年指導員も含めて、体

育指導員も含めてなんですけども、とに

かくいろいろ、なっていただく方を選定

をする、選定業務というのは、これは以

前から問題だったんですけども、その辺

のところの再度の努力をいろいろしてい

ただいて、資質の向上に努めるような努

力もしていただきたいなと思います。

　それと、すこやかネットですか、５校

への、先ほどご答弁をいただいたんです

けれども、とにかく総合的教育活動は非

常に難しいんですから、もう少し簡単な

部分で、こういうことを統一的にやっぱ

り５校、中学校５つあるけども、これに

ついて１つ、今年はこういう目標を持っ

てやっていただけませんかというのをや

らないと、その中でやったら「何やっと

んや、総合的な」というようなんが実情

ですから、その辺のところの、こういう

ふうな方向性というのを教育委員会がやっ

ぱり定めていって、それに持っていって

もらうと。その上にやっぱり独自性をつ

くってもらうような組織でないといけな

いと思います。

　それから、野外活動の支援事業なんで

すけれども、これも問題はキャンプカウ

ンセラーの方、これがいつ申し込んで、

例えばこの日だめですよで、土曜、日曜

だけじゃないですよ、平日なんか言われ

たときに、キャンプカウンセラーって常

駐で、例えば教育委員会に常駐してたら

いいですよ。ところがお願いするとか委

託するんであれば、「今日ははちょっと

私、仕事やってますから」とか、「この

日にほかに入ってます」というんでは困

るんで、その辺の対策はどないなってん

のかというて本当は聞きたいんですけど、

これはもう要望しときますから、そうい

うところまで対策をきちっとやっていた

だきたいなと思います。

　それと出前講座です。この場合も市民

の出前講座ということで１０講座。本当

は聞きたいんです。１０講座というけど、

「ほかにこういう講座はありませんか」

と言われたときに、「講師はおりません

ねん」というのは必ずあると思うんです。

そういう場合の講師をやっぱり養成する

と。ニーズに合った講師を養成するとい

うことを、ひとつお願いしておきたいな

と思います。

　それと、地区体育祭の件です。１２校

区で。本来ならば統合するまでに、こう

いうこと、例えば「１０校でいきますよ」

とか、「１２校で今予算を組んでいるん

ですよ」と。ところが、それまでに体育

祭の実行委員会に話をしたかというたら、

してないと思いますよ。なぜかというと、

例えば開放事業ですね、施設開放事業で

さえ皆さんを集めてというのは、決まっ

てから相当してからの時間でやっている

んですよ。体育祭まで、もうちょっと頭

回らなかったんかもしれないですけども、

もう少しきちっとした対応をやらないか

んでしょう。今度実行委員会がやって、

子どもは集められへんわ、ＰＴＡは統合

してもうてるからできませんわ、という

ようになったら、どないするんですか。

こういうところの対応は、やっぱり教育
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委員会もっと細かい神経を使わんといか

んと思いますよ。

　そういうことで嫌なことも言いました

けども、今後の教育の発展のために、皆

さん頑張っていただいて、一生懸命努力

していただきますようにお願い申し上げ

まして、質問を終わります。

○柴田委員長　本日の委員会はこの程度

にとどめ、散会します。

（午後４時５０分　散会）

委員会条例第２９条第１項の規定により

署名する。

文教常任委員長 柴 田 繁 勝

文教常任委員  川 口 純 子
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